
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務改革結果フロー図（例） 
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

本人確認書類

住民基本台帳 現行業務フロー （1/9）

住民

住民窓口

担当組織

転入申請

受付

転入申請

本人･申請

確認

住民情報

地番確認できない場合

地図照会

地番情報 地図情報

地番確認

地番確認できた場合

パスカル
住基システム

異動届に再転入の記載があ

るとき、住基システムで本人

確認をする。

転出証明書

本人確認書類

本人確認書類

転出証明書

異動届（転入）

転出証明書

異動届（転入）

返却

固定資産システム

転出証明書

異動届（転入）

転出証明書

異動届（転入）

1-1-1 1-2-1 1-2-2

1-2-3

1-1. 転入受付

1-2. 転入登録

２．転入出を行う際に、転

出先は転出先の窓口及び

転入先は転入先の窓口に

それぞれ届け出る必要があ

る。

１．異動の届出

は必ず窓口まで

出向いて行わな

ければならない。

異動届（転入）

随時

転入登録

転出証明書

異動届（転入）

1-2-4

異動届（転入）記入内容

前住所、新住所、世帯主名（前、新）、異動者の氏名、生

年月日、性別、世帯主からみた続柄（読み方）、届出日（異

動届けを渡す時に日付印を押す、異動日、再転入の確認、

窓口担当者が国民健康保険加入情報を住民に伺い加入

非加入の記載

転出証明書記載内容

前住所、転出予定先新住所、世帯主名（前、新）、異

動者の氏名、生年月日、性別、世帯主からみた続柄

（読み方）、本籍、筆頭者、住民票届出日（転出届け日、

転出予定日、住民票コード

住民情報戸籍情報

住基システム

A

2/9へ

B

3/9へ

(1.0*695)
(0.2*695) (1.0*695)

(7.0*10)

(7.0*695)

1-1 転入してきた住民より異動届の受付確認を行う

1-2 異動届の内容を基にシステムへ転入登録を行う



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 次期業務フロー （1/9）

住民

住民窓口

担当組織

転入申請

受付

本人・申請

確認

住民情報

地番確認

できない場合

地図照会

地番・部屋番情報 地図情報

地番確認できた場合

地籍情報管理システム

1-1. 転入受付

1-2. 転入登録

次期システム（固定資産税）

転出証明書

転出証明書

1-2-1

1-2-3

転入登録

住民情報戸籍情報

転出証明書

次期システム（住基）

保管

次期システム（住基）

転入申請

随時

異動届（転入） 異動届（転入）

本人確認書類

転出証明書

本人確認書類

本人確認書類

転出証明書

異動届（転入）

転出証明書

異動届（転入）

返却

異動届（転入）

A

2/9へ

異動届（転入）

地番確認

1-2-21-1-1 1-2-4

(1.0*695)

(0.2*695)
(1.0*695)

(7.0*10)

(3.0*695)

1-1 転入してきた住民より異動届の受付確認を行う

1-2 異動届の内容を基にシステムへ転入登録を行う



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 現行業務フロー （2/9）

異動届（転入）

コピー

必要資料出力

住民票の原票

附票通知

区長通知書

転入通知

国民健康

保険証

国保画面

コピー

D

3/9へ

C

3/9へ

介護保険異動

連絡票

児童生徒

異動連絡票

こども手当

資格申請

書（様式）

住民情報 国保情報

異動届

（転入）コピー

住民窓口

担当組織

支所は帳票出力

前に異動届（転

入）のコピーを行う。

1-3-1

1-3-2

３．転入により発生する関

係組織への連絡及び照合

のため、多くの紙資料を出

力している。

住基システム

随時

1-3. 必要資料出力

A

1/9から

国保システム

４．区長通知内容を確認

できる効果的手段がないた

め、区長通知を印刷しなけ

ればならない。

異動届（転入）

E

3/9へ

F

4/9へ

(5.0*695)

(0.2*695)

異動届（転入）

1-3 転入情報より各種資料（住民票原票・附表通知・児童手当連絡票等）を出力する



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 次期業務フロー （2/9）
1-3. 必要資料出力

住民窓口

担当組織

国保情報

必要資料

出力・確認

国民健康

保険証

異動届（転入）A

1/9から

C

3/9へ

1-3-1

E

3/9へ

異動届（転入）

コピー

異動届

（転入）コピー

1-3-2

異動届（転入）

随時

附票通知

こども手当

資格申請

書（様式）

住民票の原票、転入通知を画面、児童生徒異動連絡を画面で確認す

る事で紙の出力を軽減する。

国民健康保健証⇒打ち出し

住民票の原票⇒画面確認

附票通知⇒打ち出し

区長通知書⇒確認のため(1-4-4)打ち出しが必要な場合のみ出力

転入通知⇒画面確認

介護保険異動連絡票⇒打ち出し

児童生徒異動連絡⇒画面確認

こども手当資格申請書⇒打ち出し

（課題3、6, 11）

次期システム（国保）

F

4/9へ

介護保険異動

連絡票

(2.0*695)
(0.2*695)

1-3 転入情報より各種資料（住民票原票・附表通知・児童手当連絡票等）を出力する



システム

必要情報

時期

概要

照合

住民基本台帳 現行業務フロー （3/9）

附票通知

送付

附票通知

受取

附票通知

区長通知書

保管

転入通知

書廃棄

区長閲覧後

廃棄

附票通知

転入通知書

国民健康

保険証送付

健康づくり課

（本庁）

健康福祉課

（支所）

国民健康

保険証配布

保管

国保画面コピー

C

2/9から

保管

８．確認のためだけに転入通知書

を印刷している為、廃棄作業を

行っている。

転出証明書

異動届

（転入）

住基ネットに不参加の自治体には

送付する。ほとんど廃棄している。

住民窓口

担当組織

こども手当資格

申請書送付
こども手当資

格申請書

支所は、異動届（転

入）のコピーを基に作

業を行う。

支所は、国保画面のコ

ピー、住民票の原票を

廃棄する。

1-4-2 1-4-3 1-4-4 1-4-5

６．転入処理後

に照合を行って

いる。

1-4. 関係組織周知

随時

戸籍所在

自治体

住民

国民健康

保険証

1-4-1

異動届

（転入）コピー

国民健康保険証・

こども手当申請書

受取

国民健康

保険証

異動届

（転入）コピー

こども手当資

格申請書

７．区長が任意に閲覧するだけ

の区長通知書を全て紙で印刷

し、保管している。

区長通知書

G

4/9から

５．嬉野市では、健康づくり課を経由して、住民に国民

健康保健証及びこども手当資格申請書を郵送している。

国民健康

保険証

異動届

（転入）コピー

B

1/9から

D

2/9から

E

2/9から

住民票の原票

(10.0*695)

(2.0*695)

(1.0*280) (1.0*695)
(0.2*695)

1-4 出力された各種帳票を基に各関係組織へ周知を行う

窓口で保険証を交付するが

住所などが証明できない場合は

健康づくり課系有で郵送する。



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 次期業務フロー （3/9）

附票通知

受取

資料配布

1-4. 関係組織周知

1-4-1

住民窓口

担当組織

国民健康保険証

国民健康保険証･

こども手当申請書受取

国民健康保険証
こども手当資格

申請書

教育委員会

保険福祉

担当組織等

住民

こども手当資格

申請書

附票通知

送付

区長通知書

確認

区長通知書一

覧

戸籍所在

自治体

随時

C

2/9から

異動届（転入）

附票通知

E

2/9から

附票通知

住民情報

次期システム（住基）

1-4-4

国保

担当組織

照合

異動届（転

入）コピー

区長通知が随時閲覧

可能になるため、必要

な都度打ち出す事が

可能となる。（課題4、

7）

窓口での直接受付

とする。

（課題5）

住基ネット不参加

自治体向けの転入

通知書は必要の都

度打ち出し（原則打

ち出さない）

（課題8）

1-4-3

(5.0*695) (1.0*280) (1.0*340)

国保に関する照合は

国保担当組織に移管、

窓口業務のみの照合

は転入登録の際に確

認（課題6）

F

2/9から

保管

1-4 出力された各種帳票を基に各関係組織へ周知を行う



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 現行業務フロー （4/9）

児童生徒

異動連絡票

配布

こども手当資格

申請書配布

教育委員会

児童生徒

異動連絡票

受取

こども課

（本庁）

健康福祉課

（支所）

こども手当資格

申請書受取

介護保険異動

連絡票配布

介護保険異動

連絡票受取

福祉課（本庁）

健康福祉課

（支所）

介護担当者

F

2/9から

F

2/9から

F

2/9から

介護保険異動

連絡票

異動届（転入）

コピー

児童生徒

異動連絡票

異動届（転入）

コピー

こども手当資格

申請書（様式）

９．介護担当者が異動内容を

電子的に画面確認できず、市

民税務課が紙で介護保険異

動連絡表を配布している。

１１．こども課（本庁）、健康福祉課（支

所）が異動届（転入）を電子的に画面確

認できず、紙で異動届(転入)コピー、こど

も手当資格申請書(様式)を配布している。

介護保険異動

連絡票

異動届（転入）

コピー

児童生徒

異動連絡票

異動届（転入）

コピー

こども手当資格

申請書（様式）

住民窓口

担当組織

支所は、こども手当資格申請印刷

していない。

1-4-6 1-4-7 1-4-8

1-4. 関係組織周知

１０．教育委員会に児童の

異動を伝えるために、異動

届(転入)コピー、児童生徒

異動連絡票を紙で配布し

ている。

随時

１２．住民の異動に伴い発生する業

務（戸籍、国保、介護、年金、福祉

等）でも各々の組織で行われている

ため、組織間の連携が弱く職員に重

複業務が発生している。同時に、住

民もそれぞれの窓口に足を運ばなけ

ればならない。

G

3/9へ

(0.2*420) (1.0*280) (0.2*420)

1-4 出力された各種帳票を基に各関係組織へ周知を行う



システム

必要情報

時期

概要

1-4. 関係組織周知
住民基本台帳 次期業務フロー （4/9）

介護保険異動

連絡票配布

介護保険異動

連絡票受取

F

2/9から

介護保険異動

連絡票

介護保険異動

連絡票

住民窓口

担当組織

1-4-6

随時

教育委員会

保険福祉

担当組織等

児童生徒

異動確認

次期システム

（学齢簿）

学齢簿情報

F

2/9から

(0.2*420)

教育委員会担当者

が児童生徒の異動

情報の内容をシステ

ムで確認出来るよう

になる。（課題10）

1-4 出力された各種帳票を基に各関係組織へ周知を行う



システム

必要情報

時期

概要

転出後、転出証明が改めて必要な場合、転出証明申

請書を提出する。

住民基本台帳 現行業務フロー （5/9）

住民

転出申請

受付

転出申請

住民情報

住基システム

本人確認 転出登録

戸籍情報

転出時に以下のものを提出していただく。

（持参していない場合、封筒をお渡しする。）

印鑑登録書（登録者のみ）、国民健康保険証（加入者のみ）、

老人医療受給者証（受給者のみ）、介護保険被保険者証

（該当者のみ）、乳幼児医療費受給者資格証（受給者のみ）、

本人確認書類（運転免許証・パスポート・住基カード・健康保

険証）

本人確認書類

転出証明

申請書

異動届（転出）

本人確認書類

転出証明

申請書

本人確認書類

転出証明

申請書

異動届（転出）

転出証明

申請書

異動届（転出）

返却

滞納確認

課税情報

収納対策室

住民窓口

担当組織

収納対策相談

2-1-1 2-2-1 2-2-2 2-2-3

2-1. 転出受付

2-2. 転出登録

課税システム

１３．転出登録時に住記システムでは

滞納があるかどうかの確認機能がなく

課税システム画面で確認するために

時間を要している。

滞納がある場合、収

納対策室に案内する。

I

6/9へ

随時

異動届（転出）

２．転入出を行う際に、転

出先は転出先の窓口及び

転入先は転入先の窓口に

それぞれ届け出る必要があ

る。

１．異動の届出

は必ず窓口まで

出向いて行わな

ければならない。

H

6/9へ

(1.0*785)

(0.2*785) (4.0*785) (10.0*785)

2-1 転出を行う住民より異動届の受付確認を行う

2-2 異動届の内容を基にシステムへ転出登録を行う



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 次期業務フロー （5/9）

住民

転出申請

受付

住民情報

次期システム（住基）

本人確認 転出登録

2-1. 転出受付

2-2. 転出登録

戸籍情報
課税情報

収納担当

組織

2-2-1 2-2-2

住民窓口

担当組織

次期システム（税）

転出申請

本人確認書類

転出証明

申請書

異動届（転出）

本人確認書類転出証明

申請書

本人確認書類

転出証明

申請書

異動届（転出）

返却

異動届（転出）

滞納確認

収納対策相談

2-2-3

H

6/9へ

転出証明

申請書

異動届（転出）

I

6/9へ

随時

転出後、転出証明を改めて必要な場合、

転出証明申請書を提出する。

転出登録時に次期システムの

住記画面上で滞納の有無を確

認可能になることで、滞納を

確認する作業を軽減する。

(課題13)

2-1-1

(1.0*785) (0.2*785) (4.0*785)
(1.0*785)

2-1 転出を行う住民より異動届の受付確認を行う

2-2 異動届の内容を基にシステムへ転出登録を行う



システム

必要情報

時期

概要

転出証明書

印鑑登録

除印票

住民票の除票

国民健康保険

の画面コピー

住民基本台帳 現行業務フロー （6/9）

必要資料

出力

介護保険異動

連絡票

転出証明

申請書

児童生徒

異動連絡票

こども手当資格

喪失申請書

M

8/9へ

N

8/9へ

住民窓口

担当組織

住基システム

住民情報

2-3-1

１５．効果的な連絡手段が無いため、

介護保険異動連絡票、児童生徒異

動連絡表を印刷している。

１４．転出登録時の除印を処理が行

えないため、除印票を印刷しなければ

ならない。

随時

区長通知

１６．区長通知内容を確認できる効

果的手段がないため、区長通知を印

刷しなければならない。

除印票綴

に保管

印鑑登録

除印票

保管

2-3-3

H

5/9から

2-3. 必要資料準備

印鑑登録情報

印鑑登録システム

印鑑登録

抹消

2-3-2

印鑑登録

除印票

L

6-2/9へ

(5.0*785) (1.0*785)
(1.0*785)

I

5/9から

異動届(転出)

J

7/9へ

K

7/9へ

2-3 転出情報より各種資料（転出証明書・印鑑登録除印票・介護保健異動連絡票等）を出力する



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 次期業務フロー （6/9）

住民

必要資料

出力･確認

次期システム（住基）

住民情報

2-3-1

住民窓口

担当組織

印鑑登録情報

次期システム

（印鑑登録）

印鑑登録

抹消

2-3-2

2-3. 必要資料準備

H

5/9から

随時

I

5/9から

転出証明

申請書

異動届（転出）

保管

転出登録時に、業務連携機能を整備し、事務を軽減する。

転出証明書⇒打ち出し

住民票の除票⇒画面確認

国民健康保健の画面コピー⇒廃止

印鑑登録除印票⇒画面確認

区長通知書⇒確認のため(1-4-4)打ち出しが必要な場合のみ出力

介護保険異動連絡票⇒打ち出し

児童生徒異動連絡票⇒画面確認

こども手当資格喪失申請書⇒打ち出し

（課題14、15、21）

(3.0*785)

(1.0*785)

こども手当資格

喪失申請書

こども手当資格

喪失申請書

転出証明書

介護保険異動

連絡票

こども手当資格

喪失申請書

J

7/9へ

K

7/9へ

M

8/9へ

2-3 転出情報より各種資料（転出証明書・印鑑登録除印票・介護保健異動連絡票等）を出力する



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 現行業務フロー （7/9）

住民

転出証明書

交付

転出証明書

受取

転出証明書

K

6/9から
照合

転出証明書

異動届（転出）

コピー

異動届（転出）

異動届（転出）

コピー

保管

１８．電子的に異動届（転

出）が取込めない為、コピーを

行っている。

O

8/9へ

9/9へ

住民窓口

担当組織

2-4-1
2-4-2

2-4-3

2-4. 転出証明交付

随時

１７．転出処理

後に照合を行っ

ている。

支所は、国民健康保険

の画面コピー、住民票の

除票を廃棄する。

J

6/9から

異動届（転出）

L

6/9から

保管

福祉課（本庁）

健康福祉課

（支所）

(1.0*785) (1.0*785) (1.0*785)

転出証明

申請書

国民健康保険

の画面コピー

住民票の除票

照合

異動届(転出)

コピー

2-4 住民へ転出証明の交付を行い、転出後の手続き資料の整理を行う



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 次期業務フロー （7/9）

住民

住民窓口

担当組織

2-4. 転出証明交付

随時

国保

担当組織

照合

異動届（転出）

コピー

異動届（転出）

コピー

異動届

（転出）コピー

異動届（転出）

保管

2-4-3

(1.0*785)

転出証明書

交付

転出証明書

転出証明書

受取

転出証明書

(1.0*785)

K

6/9から

2-4-1
O

8/9へ

9/9へ

J

6/9から

国保に関する照合は

国保担当組織に移管、

窓口業務のみの照合

は転出登録の際に確

認（課題17）

2-4 住民へ転出証明の交付を行い、転出後の手続き資料の整理を行う



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 現行業務フロー （8/9）

教育委員会

介護保険異動

連絡票配布

介護保険異動

連絡票受取

介護担当者

介護保険

異動連絡票

児童生徒異動

連絡票配布

児童生徒異動

連絡票受取

M

7/9から

児童生徒異動

連絡票

介護保険

異動連絡票

異動届（転出）

コピー

児童生徒異動

連絡票

異動届（転出）

コピー

O

7/9から

O

7/9から

１９．介護担当者が異動届（転

出）を電子的に画面確認できない

為、市民税務課が介護保険異動

連絡票の配布作業を行っている。

住民窓口

担当組織

2-5-1 2-5-2

随時

２０．教育委員会が児童生徒の異動情

報の内容をシステムで確認できない為、

市民税務課が異動届のコピーや児童生

徒異動連絡票の配布作業を行っている。

２３．住民の異動に伴い発生する業

務（戸籍、国保、介護、年金、福祉

等）でも各々の組織で行われている

ため、組織間の連携が弱く職員に重

複業務が発生している。同時に、住

民もそれぞれの窓口に足を運ばなけ

ればならない。

2-5. 関係組織周知

随時

(0.2*160) (1.0*70)

2-5 転出による資格関係の喪失処理を各関係組織に依頼するため周知を行う



システム

必要情報

時期

概要

介護保険異動

連絡票配布

介護保険異動

連絡票受取

介護保険

異動連絡票

M

6/9から

介護保険

異動連絡票

O

7/9から

O

7/9から

2-5-1

随時 随時

住民基本台帳 次期業務フロー （8/9）
2-5. 関係組織周知

教育委員会

介護担当者

住民窓口

担当組織

児童生徒

異動確認

次期システム

（学齢簿）

教育委員会担当者

が児童生徒の異動

情報の内容をシステ

ムで確認出来るよう

になる。（課題20）

学齢簿情報

(0.2*160)

2-5 転出による資格関係の喪失処理を各関係組織に依頼するため周知を行う



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 現行業務フロー （9/9）

区長通知書

保管

区長閲覧後

廃棄

保管

こども課

（本庁）

健康福祉課

（支所）

こども手当資格

喪失申請書配布

こども手当資格

喪失申請書受取

O

7/9から

N

7/9から

こども手当資格

喪失申請書

区長通知

異動届（転出）

コピー

こども手当資格

喪失申請書

異動届（転出）

コピー

O

7/9から

２１．こども課が異動届（転出）を電

子的に画面確認できず、こども手

当資格喪失申請書を印刷できな

い為、市民税務課が配布作業を

行っている。

住民窓口

担当組織

支所は、こども手当資格

喪失申請書を印刷しな

い、異動届（転出）のコ

ピーを渡す。

2-5-3 2-5-4

２２．区長が通知内容を効

果的に確認できる方法が無

いため、区長通知を保管して

いる。

2-5. 関係組織周知

随時
随時

(1.0*200)
(1.0*785)

2-5 転出による資格関係の喪失処理を各関係組織に依頼するため周知を行う



システム

必要情報

時期

概要

住民基本台帳 次期業務フロー （9/9）

教育委員会

保険福祉

担当組織

2-5. 関係組織周知

住民窓口

担当組織

随時

区長通知書

確認

区長通知書一

覧

住民情報

2-5-4

区長通知を必要な都

度打ち出す事が可能

となる。（課題16、22）

O

7/9から

(1.0*200)

次期システム（住基）

2-5 転出による資格関係の喪失処理を各関係組織に依頼するため周知を行う







1. 受付

1-1 照会書発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/11

1-2 登録受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4/11

2. 登録

2-1 印鑑情報入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5/11

2-2 印影登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6/11

3. 交付

3-1 登録証明書・カード交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7/11

4. 証明書発行

4-1 証明書発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8/11

5. 抹消

5-1 登録抹消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9/11

5-2 職権登録抹消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/11



1. 受付

1-1 照会書発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/11

1-2 登録受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4/11

2. 登録

2-1 印鑑情報入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5/11

2-2 印影登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6/11

3. 交付

3-1 登録証明書・カード交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7/11

4. 証明書発行

4-1 証明書発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8/11

5. 抹消

5-1 登録抹消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9/11

5-2 職権登録抹消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/11



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー （1/11）

住民

市民税務課

1-1. 照会書発行

随時

代理申請

本人記入

代理人の

本人確認

代理申請

代理人の

本人確認書類
代理権授与

通知書

返却

代理人の

本人確認書類

本人確認

書類コピー

住民情報

印鑑登録

申請書

代理権授与

通知書

A

2/11へ

住基システム

印鑑登録

申請書

代理権授与

通知書

1-1-1

(1.0*100)

1-1 写真付きの本人確認書類が用意できない申請に対し、一度照会書を本人へ郵送する手法をとるために照会書を発行する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 次期業務フロー （1/11）

代理申請

本人記入

代理人の

本人確認

代理申請

代理人の

本人確認書類
代理権授与

通知書

返却

代理人の

本人確認書類

本人確認

書類コピー

住民情報

印鑑登録

申請書

代理権授与

通知書

A

2/11へ

1-1. 照会書発行

次期システム（住基）

印鑑登録

申請書

代理権授与

通知書

住民

印鑑登録

担当組織

1-1-1

随時

(1.0*100)

1-1 写真付きの本人確認書類が用意できない申請に対し、一度照会書を本人へ郵送する手法をとるために照会書を発行する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー （2/11）

住民

市民税務課

1-1. 照会書発行

随時

本人申請

本人確認

申請 本人受取

印鑑情報

返却

印鑑登録

申請書

本人確認

書類

住民情報

照会書作成

本人宛郵送

A

1/11から

本人確認

書類ｺﾋﾟｰ

印鑑登録

申請書

本人確認

書類

照会書

照会書

照会書

（控）

印鑑登録照会

書綴に綴る

代理権授与

通知書

印鑑登録

申請書

本人確認

書類ｺﾋﾟｰ

代理権授与

通知書

印鑑登録

申請書

本人確認

書類ｺﾋﾟｰ

保管

B

3/11へ

印鑑登録

照会書綴

説明書を同封

登録時に持参するもの

照会書、登録印、

健康保険書等（本人確認）

代理人の本人確認書

代理人の認印

照会書

（控）

1．廃止の照会書が印刷できないの

で亡失の照会書を印刷し代用して

いる。

住基システム 印鑑登録システム

3．申請書等の紙書類が多く、それらを保

管しなければならない。

2．回答時の確認のため、照会書（控）を

保管している。

1-1-2 1-1-3 1-1-4

(1.0*20)

(8.0*120) (1.0*120)

1-1 写真付きの本人確認書類が用意できない申請に対し、一度照会書を本人へ郵送する手法をとるために照会書を発行する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 次期業務フロー （2/11）

本人申請

本人確認

申請 本人受取

印鑑情報

返却

印鑑登録

申請書

本人確認

書類

住民情報

照会書作成

本人宛郵送

A

1/11から

本人確認

書類ｺﾋﾟｰ

印鑑登録

申請書

本人確認

書類

照会書

照会書

印鑑登録照会

書綴りに綴る

代理権授与

通知書

印鑑登録

申請書

本人確認

書類ｺﾋﾟｰ

代理権授与

通知書

印鑑登録

申請書

本人確認

書類ｺﾋﾟｰ

保管

B

3/11へ

印鑑登録

照会書綴り

説明書を同封

登録時に持参するもの

照会書、登録印、

健康保険証等（本人確認）

代理人の本人確認書

代理人の認印

次期システム（住基）

1-1-2 1-1-3 1-1-4

1-1. 照会書発行

次期システム（印鑑登録）

新規登録・廃止・再交付、亡失の

照会書がシステムから印刷できる。

（課題1）

システム上で照会書回答の確認が

可能になるため、照会書（控）が無く

なる。

（課題2）

住民

印鑑登録

担当組織

随時

(1.0*20)

(5.0*120)
(1.0*120)

1-1 写真付きの本人確認書類が用意できない申請に対し、一度照会書を本人へ郵送する手法をとるために照会書を発行する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー （3/11）

住民

市民税務課

1-1. 照会書発行

随時

本人署名

押印

照会書回答

本人または

代理人の申請

照会書回答受付

・登録印受領

照会書回答

本人確認

書類

照会書回答

本人確認

書類

1-1-5

C

4/11へ

4．照会書回答を照会書綴りで確認して

いる。 保管

印鑑登録

照会書綴

照会書回答確認

照会書回答

本人確認

書類

保管

返却

1-1-6

B

2/11から

(1.0*120) (4.0*120)

1-1 写真付きの本人確認書類が用意できない申請に対し、一度照会書を本人へ郵送する手法をとるために照会書を発行する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 次期業務フロー （3/11）

本人署名

押印

照会書回答

本人または

代理人の申請

照会書回答受付

・登録印受領

照会書回答

本人確認

書類

1-1-5

1-1. 照会書発行

C

4/11へ

照会書確認、

消込

次期システム（印鑑登録）

印鑑情報

本人確認

書類

照会書を画面で確認でき

る。（課題4）

1-1-6

照会書

回答

本人確認

書類

保管

住民

印鑑登録

担当組織

B

2/11から

照会書

回答

返却

随時

(1.0*120) (2.0*120)

1-1 写真付きの本人確認書類が用意できない申請に対し、一度照会書を本人へ郵送する手法をとるために照会書を発行する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー （4/11）

住民

1-2. 登録受付

市民税務課

随時

印鑑登録証亡失届け

にかかる既登録者の

保証書

申請書類

整合性確認

印鑑受領・印鑑

の状態確認

申請内容の

確認

印鑑情報

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

印鑑登録

申請書

申請書記入

印鑑登録

申請書

本人確認

書類コピー

印鑑登録システム

D

5/11へ

返却

印鑑提示

住民情報

住基システム

本人確認

書類

本人確認

書類コピー

申請受付

C

3/11から

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

本人の確認書通知がない場合の

第３者の証明書

本人確認書類

印鑑登録

申請書

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

印鑑登録

申請書

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4

(1.0*1,100) (2.0*1,100) (1.0*1,100) (1.0*1,100)

1-2 印鑑登録のための申請書類、登録する印鑑のチェックを行う



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録証亡失届け

にかかる既登録者の

保証書

印鑑登録 次期業務フロー （4/11）

申請書類

整合性確認

印鑑受領・印鑑

の状態確認

申請内容の

確認

印鑑情報

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

印鑑登録

申請書

申請書記入

印鑑登録

申請書

本人確認

書類コピー

次期システム（印鑑登録）

D

5/11へ

返却

印鑑提示

住民情報

次期システム（住基）

本人確認

書類

本人確認

書類コピー

申請受付

印鑑登録

申請書

1-2. 登録受付

C

3/11から

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

本人確認書類

印鑑登録

申請書

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

住民

印鑑登録

担当組織

1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4

随時

(1.0*1,100) (2.0*1,100) (1.0*1,100) (1.0*1,100)

1-2 印鑑登録のための申請書類、登録する印鑑のチェックを行う



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー （5/11）

住民

2-1. 印鑑情報入力

市民税務課

随時

同一世帯登録

済印影確認

登録用カード

取出し

印鑑情報

世帯員印影副本打

出し指示

世帯員

印影副本

印鑑基本情報

登録

印鑑登録

申請書

E

6/11へ

D

4/11から

印鑑登録

カード

F

7/11へ

説明確認

印影に疑義があるとき

処理する

印鑑登録システム

印鑑登録

申請書

2-1-1 2-1-52-1-2 2-1-3

印鑑登録

カード

印鑑登録

申請書

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

本人確認

書類コピー

本人確認

書類コピー

5.ナンバーリング、日付捺

印を手作業で行い手間

がかかる。

同一印影登録

不可説明

(1.0*1,100)

(0.5*1,100)

(0.2*40)

(3.0*30)

(1.0*1,100)

保管

2-1 印鑑登録を行う住民の本人情報の入力を行う

2-1-4



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 次期業務フロー （5/11）

同一世帯登録

済印影確認

登録用カード

取出し

印鑑情報

世帯内印影副本打

出し指示

世帯内

印影副本

E

6/11へ

D

4/11から

印鑑登録

カード

F

7/11へ

2-1. 印鑑情報入力

同一印影登録

不可説明

説明確認

2-1-1 2-1-2

2-1-4

印鑑基本情報

登録

印鑑登録

カード

次期システム（印鑑登録）

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

本人確認

書類コピー

印鑑登録

申請書

戸籍・住民票・印鑑・

諸証明等交付請求書

（カード再発行）

陰影に疑義があるとき

処理する

住民

印鑑登録

担当組織

2-1-3

本人確認

書類コピー

印鑑登録

申請書

2-1-5

随時

(1.0*1,100) (0.5*1,100) (0.2*40)

(3.0*30)

(1.0*1,100)

保管

2-1 印鑑登録を行う住民の本人情報の入力を行う



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー （6/11）
2-2. 印影登録

市民税務課

随時

原票の印刷

指示

印鑑登録

原票

イメージ最適化

印鑑情報

登録印の押印

印影の保護シー

ルの貼り付け

E

5/11から

G

7/11へ

印鑑登録

原票

印鑑登録

原票

印鑑登録

原票

印鑑登録システム

6．システムに登録するイメージの品質低く、印影

をシールで保護して管理している。

スキャナー読込

印鑑登録

原票

2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-2-4 2-2-5

(0.2*1,100) (3.0*1,100) (0.5*1,100) (0.5*1,100) (0.3*1,100)

2-2 印影をスキャナーで取り込み、本人情報とひもづけを行い印鑑登録を行う



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 次期業務フロー （6/11）
2-2. 印影登録

原票の印刷

指示

印鑑登録

原票

イメージ最適化

印鑑情報

登録印の押印

印影の保護シー

ルの貼り付け

E

5/11から

G

7/11へ

印鑑登録

原票

印鑑登録

原票

印鑑登録

原票

次期システム(印鑑登録)

スキャナー読込

印鑑登録

原票

印鑑登録

担当組織

2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-2-4 2-2-5

随時

(0.2*1,100) (3.0*1,100) (0.5*1,100) (0.5*1,100) (0.3*1,100)

2-2 印影をスキャナーで取り込み、本人情報とひもづけを行い印鑑登録を行う



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー （7/11）

住民

3-1. 登録証明書・カード交付

市民税務課

随時

副本打出し

印鑑登録

カード交付

印鑑返却

印鑑情報

印鑑登録

カード受取

印鑑受取

返却サイン

G

6/11から

印鑑登録

証明書出力

印鑑登録

証明書

F

5/11から

印鑑登録申請書

印鑑登録申請書

（返却サイン）

印鑑登録

原票副本

印鑑登録システム

印鑑登録証明書の交付が

必要な場合のみ実施

3-1-1

印鑑登録

証明書

印鑑登録

証明書

印鑑登録

カード

印鑑登録

カード

台帳記入

印鑑登録

交付台帳

印鑑登録申請

書返却サイン

本人確認書類

コピー

印鑑登録

原票副本

印鑑登録

申請書保管

印鑑登録

申請書綴

保管

保管

印鑑登録原票

3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-5 3-1-6

8．印鑑登録システム内で台

帳を管理できないため紙台帳

で管理している。

7．印鑑登録交付台帳をシス

テムで管理できないため、台帳

用の副本を印刷している。

(0.2*1,100)

(0.2*1,100)

(0.5*1,100) (0.5*1,100)

(1.0*1,100)

(2.0*1,100)

3-1 印鑑登録を行っていることを証明するカードを発行する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 次期業務フロー （7/11）

印鑑登録

カード交付

印鑑返却

印鑑情報

印鑑登録

カード受取

印鑑受取

返却サイン

G

6/11から

印鑑登録

証明書出力

印鑑登録

証明書

F

5/11から

印鑑登録申請書

印鑑登録申請書

（返却サイン）

3-1. 登録証明書・カード交付

次期システム（印鑑登録）

印鑑登録

証明書

印鑑登録

証明書

印鑑登録

カード

印鑑登録

カード

本人確認書類

コピー

印鑑登録

申請書保管

印鑑登録

申請書綴り

保管

3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-6

印鑑登録原票

印鑑登録申請書

（返却サイン）

印鑑登録交付管理をシス

テムで行うため紙台帳を廃

止できる。（課題8）

システムで台帳の管理を行

うため、副本の打出しはし

ない。（課題7）

住民

印鑑登録

担当組織

印鑑登録証明書の交付が

必要な場合のみ実施

随時

(0.2*1,100) (0.5*1,100) (0.5*1,100)

(2.0*1,100)

3-1 印鑑登録を行っていることを証明するカードを発行する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー （8/11）

住民

4-1. 証明書発行

市民税務課

随時

申請書記入

印鑑証明交付

申請書

申請書類確認

印鑑登録証

印鑑証明交付

申請書

印鑑登録証

交付処理

印鑑証明書

交付

料金受取り

領収書発行

料金支払い

領収書

領収書

レジ打ち

領収書

印鑑証明書

印鑑登録情報

印鑑登録システム

保管

印鑑登録証

返却

4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-1-4 4-1-5

印鑑証明書･

登録証受取

印鑑証明書

印鑑登録証

(0.2*950)

(2.0*950) (0.5*950) (0.5*950) (0.5*950)

4-1 印鑑登録証明書を発行する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 次期業務フロー （8/11）

申請書記入

印鑑証明交付

申請書

申請書類確認

印鑑登録証

印鑑証明交付

申請書

印鑑登録証

交付処理

印鑑証明書

交付

印鑑証明書

料金受取り

領収書発行

料金支払い

領収書

領収書

レジ打ち

4-1. 証明書発行

領収書

印鑑証明書

印鑑情報

次期システム（印鑑登録）

保管

印鑑登録証

印鑑登録証

返却

住民

4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-1-4 4-1-5

印鑑登録

担当組織

随時

印鑑証明書･

登録証受取

(0.2*950) (2.0*950) (0.5*950) (0.5*950)

(0.5*950)

4-1 印鑑登録証明書を発行する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー （9/11）

住民

5-1. 登録抹消

市民税務課

随時

代理権授与

通知書

印鑑登録証亡失届けに

かかる既登録者の保証

書

申請書類確認

印鑑情報

印鑑登録

亡失・廃止及び抹

消通知書配布

抹消通知書

（本人宛）

印鑑登録本

人情報検索

申請書記入

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

本人確認書類

申請内容

確認

H

10/11へ

抹消通知書

受取

除印票（除印鑑

登録原票）

抹消通知書

（本人宛）

返却

登録証を紛失した方

⇒ 印鑑登録証亡失届

印鑑を紛失した方または登録印鑑を変更したい場合

⇒ 印鑑登録廃止届

印鑑登録システム

本人確認書類

住民情報

住基システム

抹消理由説明

抹消理由確認

5-1-1 5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-1-5

代理権授与

通知書

代理権授与

通知書

代理権授与

通知書

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

代理権授与

通知書

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

本人確認書類

コピー

保管

本人確認書類

コピー

本人確認書類

コピー

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

本人確認書類

コピー

9．除印票をもとに印鑑登

録交付台帳を取りに行くの

に時間がかかる。

印鑑登録証亡失届けに

かかる既登録者の保証

書

印鑑登録証亡失届けに

かかる既登録者の保証

書

(1.0*500) (0.5*500)
(1.0*500)

(1.0*500)

(1.0*500)

5-1 住民からの申請により印鑑登録を抹消する



システム

必要情報

時期

概要

申請書類確認

印鑑登録 次期業務フロー （9/11）

印鑑情報

印鑑登録

亡失・廃止及び抹

消通知書配布

抹消通知書

（本人宛）

印鑑登録本

人情報検索

申請書記入

申請内容

確認

H

10/11へ

印鑑登録抹消

申請書

本人確認書類

コピー

印鑑登録抹消

申請書

本人確認書類

コピー

抹消通知書

受取

抹消通知書

（本人宛）

返却

・登録証を紛失した方

⇒ 印鑑登録証亡失届

・印鑑を紛失した方または登録印鑑を変更したい場合

⇒ 印鑑登録廃止届

住民情報

次期システム（住基）

抹消理由説明

抹消理由確認

5-1. 登録抹消

5-1-1 5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-1-5

次期システム（印鑑登録）

保管

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

代理権授与

通知書

印鑑登録証亡失届けに

かかる既登録者の保証

書

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

本人確認書類

本人確認書類

代理権授与

通知書

印鑑登録証亡失届けに

かかる既登録者の保証

書

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

本人確認書類

コピー

住民

印鑑登録

担当組織

システム上台帳が確認可

能になるため、除印票がな

くなり、手間が省かれる。

（課題9）

随時

印鑑登録抹消

申請書

印鑑登録抹消

申請書

代理権授与

通知書

印鑑登録証亡失届けに

かかる既登録者の保証

書

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

本人確認書類

コピー

印鑑登録抹消

申請書

(1.0*500)
(0.5*500) (1.0*500) (1.0*500)

(1.0*500)

5-1 住民からの申請により印鑑登録を抹消する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー (10/11）

市民税務課

5-1. 登録抹消

随時

除印票（除印鑑

登録原票）

除印票（除印鑑

登録原票）

印鑑登録交付

台帳記入

印鑑登録

交付台帳

H

9/11から

保管

印鑑登録抹消

申請書保管

保管

保管

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

本人確認書類

コピー

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

本人確認書類

コピー

除印票綴

10．印鑑登録証交付歴を紙

台帳で管理しているため、事

務が煩雑である。

5-1-6 5-1-7

印鑑登録

申請書綴

11．紙の除印綴りで除印管理を

行っており、効率が悪い。

(3.0*500)
(3.0*500)

5-1 住民からの申請により印鑑登録を抹消する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録

申請書保管

印鑑登録 次期業務フロー (10/11）

H

9/11から

保管

本人確認書類

コピー

除印票綴り

5-1. 登録抹消

5-1-7

印鑑登録

申請書綴り

印鑑登録交付管理をシス

テムで行うため紙台帳を廃

止できる。（課題10）

印鑑登録

廃止届

印鑑登録証

亡失届

印鑑登録

担当組織

随時

(3.0*500)

印鑑登録抹消

申請書

5-1 住民からの申請により印鑑登録を抹消する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 現行業務フロー （11/11）

本籍地

5-2. 職権登録抹消

市民税務課

随時

登録情報確認 抹消登録

除印鑑登録

原票（副本）

印鑑登録情報

後見人登録

通知受取

印鑑登録システム

後見人登録通知

抹消通知書

保管

12．除印鑑登録履歴をシス

テムで管理できないため、除

印実績を紙資料で管理して

いる。

5-2-1 5-2-2 5-2-3

(0.5*5)
(0.5*5)

(3.0*5)

後見人登録

通知

後見人登録通知

後見人登録通知

5-2 職権により印鑑登録を抹消する



システム

必要情報

時期

概要

印鑑登録 次期業務フロー （11/11）

登録情報確認 抹消登録

印鑑登録情報

後見人登録

通知受取

後見人登録通知

5-2-1 5-2-2 5-2-3

5-2. 職権登録抹消

次期システム（印鑑登録）

除印鑑登録履歴をシステムで管

理するために除印票・抹消通知

書を印刷しない。（課題12）

住民

本籍地

印鑑登録

担当組織

随時

(0.5*5) (0.5*5) (1.0*5)

後見人登録

通知受取 後見人登録通知

後見人登録通知

5-2 職権により印鑑登録を抹消する
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

住民

住民課

DV・ストーカーに

関する相談

相談受付

申請方法説明

申出書配布

申請方法説明を

受けて記入

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

申出書提出

（警察提出）

証明書作成

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

（様式）

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

警察

女性センターで証明書発行の場合

警察へ提出の場合

A

2/8へ

証明書

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

B

2/8へ

1-1. 相談受付

1．警察署と役所、女性センターと役所、措置依

頼を行う自治体間の情報共有が紙で行われてお

り、支援対象者の保護協力ができるまでに時間が

かかっている。

随時

DV・ストーカー 現行業務フロー （1/8）

1-1-1 1-1-2

(10.0*10) (5.0*10)

1-1 DV・ストーカー被害者の相談を受け付ける



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 次期業務フロー （1/8）

住民

住民窓口

担当組織

DV・ストーカーに

関する相談

相談受付

申請方法説明

申出書配布

申請方法説明を

受けて記入

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

申出書提出

（警察提出）

証明書作成

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

（様式）

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

警察

女性センターで証明書発行の場合

警察へ提出の場合

A

2/8へ

B

2/8へ

1-1-1 1-1-2

1-1．相談受付

証明書

随時

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

(10.0*10) (5.0*10)

1-1 DV・ストーカー被害者の相談を受け付ける



システム

必要情報

時期

概要

住民

住民課

申出書提出

（女性センター）

証明発行

対応申出

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

女性センター

女性センターで証明書発行の場合

A

1/8から

証明書

C

3/8へ

証明書

G

8/8から

1-2. 申請受付

B

1/8から

申出受付

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

証明書

1-2-1

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書
証明書

返却

警察から

2．住民は女性センターから証

明書を受取り、住民課の窓

口に申出を出す。

随時

DV・ストーカー 現行業務フロー （2/8）

異動申請書

(3.0*10)

1-2 DV・ストーカー被害者の加害者への情報漏えいを防ぐ措置申請を受け付ける



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 次期業務フロー （2/8）

住民

住民窓口

担当組織

申出書提出

（女性センター）

証明発行

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

女性センター

女性センターで証明書発行の場合

A

1/8から

1-2．申請受付

申出書提出

（女性センター提出）

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

証明書

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

証明書

随時

住民は女性センター

経由で申出書及び

証明書を提出する。

（課題2）

C

3/8へ

F

8/8から

B

1/8から

申出受付

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

証明書

1-2-1

警察から

異動申請書

(3.0*10)

1-2 DV・ストーカー被害者の加害者への情報漏えいを防ぐ措置申請を受け付ける



システム

必要情報

時期

概要

住民

他市町村

注意情報

住民課

住民票発行

措置登録

広域住民票

発行措置登録

戸籍発行

措置登録

対応指示

対象地措置依頼

（電話）

対応指示対応指示

措置確認資料

作成

保管

C

2/8から

措置依頼

（電話）

住基システム
戸籍システム

措置申出書

受領

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

仮止め状態

管理資料修正

措置申出書

送付

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

仮止め状態

管理資料

保管

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

注意情報

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

保管

D

4/8へ

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

相談者の住民情報に注意

情報フラグを立てることを説

明している

相談者の戸籍情報に注意

情報フラグを立てることを説

明している

2-1. 措置依頼

2-1-1

2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-2-4

実施依頼

措置確認

2-1-4

2-1-3

仮止め状態

管理資料

証明書

証明書 証明書 証明書 証明書

3.住民票発行措置、広域

住民票発行措置、戸籍発

行措置をそれぞれ入力しな

ければならない

2-2. 措置依頼登録

F

8/8から

随時

DV・ストーカー 現行業務フロー （3/8）

4.仮措置なのか本措置なの

か管理ができないため、仮止

め状態管理資料で管理しな

ければならない。

2-1-2

(5.0*10)

(1.0*20)

(0.5*10)

(1.0*10)

(2.0*20) (1.0*20) (2.0*20)

(2.0*10)

2-1 DV・ストーカー被害者の他自治体経由の措置依頼を受け付ける

2-2 DV・ストーカー被害者の他自治体経由の措置依頼を管理し、支援通知書を送付する



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 次期業務フロー （3/8）

住民

他市町村

住民情報

住民窓口

担当組織

発行

措置登録

対応指示

対象地措置依頼

（電話）

措置確認資料

作成

保管

C

2/8から

措置依頼

（電話）

次期システム（住基）

措置申出書

受領

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

仮止め状態

管理資料修正

措置申出書

送付

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

仮止め状態

管理資料

保管

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

戸籍情報

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

保管

D

4/8へ

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

2-1-1

2-1-2

2-2-1 2-2-4

実施依頼

措置確認

2-1-4

2-1-3

仮止め状態

管理資料
証明書

証明書 証明書

G

8/8から

住民票発行措置、広域住

民票発行措置、戸籍発行

措置を一括で処理可能にな

る。（課題3）

随時

2-1. 措置依頼

2-2. 措置依頼登録

(5.0*10)

(1.0*20)

(0.5*10)

(1.0*10)

(2.0*20)

(2.0*10)

2-1 DV・ストーカー被害者の他自治体経由の措置依頼を受け付ける

2-2 DV・ストーカー被害者の他自治体経由の措置依頼を管理し、支援通知書を送付する



システム

必要情報

時期

概要

住民

住民課

支援通知書

作成の決裁

支援通知書

証明書

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

支援通知書

送付

支援通知書

支援通知書

受取

支援通知書

D

3/8から

措置実施の

決裁

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

証明書

E

5/8へ

5.措置の決裁支援

通知書の決裁を

別々に行っている。

2-2-5 2-2-6

2-2-7

保管

支援通知書

（控え）

保管

随時

DV・ストーカー 現行業務フロー （4/8）
2-2. 措置依頼登録

(30.0*10)

(2.0*10)

(3.0*10)

2-2 DV・ストーカー被害者の他自治体経由の措置依頼を管理し、支援通知書を送付する



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 次期業務フロー （4/8）

住民

住民窓口

担当組織

支援通知書

支援通知書

送付

支援通知書

支援通知書

受取

支援通知書

D

3/8から

措置実施･支援通

知書作成の決裁

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

証明書

E

5/8へ

2-2-5

2-2-7

保管

支援通知書

（控え）

保管

措置と支援通知書

の起案・決裁を一つ

にして業務時間を削

減する。（課題5）

随時

2-2. 措置依頼登録

(30.0*10)

(3.0*10)

2-2 DV・ストーカー被害者の他自治体経由の措置依頼を管理し、支援通知書を送付する



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 現行業務フロー （5/8）

住民課

措置依頼

対象自治体

本籍地、前住所地、

前本籍地への支援措

置依頼書作成

支援措置

依頼書送付

台帳登録

台帳

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

保管

依頼書受領

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

台帳コピー配布

（支所向け）

E

4/8から

証明書

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

台帳コピー

2-1-5

2-1-6

2-3-1

2-3-2

7．台帳を画面で確認

出来ない為、支所向

けの台帳のコピーが必

要である。

住民基本台帳事務

における支援措置依

頼書（控え）

保管

10．警察署と役所、女性センターと役所、措置依

頼を行う自治体間の情報共有が紙で行われてお

り、支援対象者の保護協力ができるまでに時間が

かかっている。

6．「住民基本台帳事務における

支援措置申出書」「証明書」「住

民基本台帳における支援措置

届出書」を紙の台帳で管理して

いる。

随時

2-1. 措置依頼

2-3. 措置管理

(2.0*10)

(2.0*10)

(1.0*10)

(1.0*10)

2-1 DV・ストーカー被害者の他自治体経由の措置依頼を受け付ける

2-3 本籍地、前住所地等へも支援措置を依頼する



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 次期業務フロー （5/8）

住民窓口

担当組織

措置依頼

対象自治体

本籍地、前住所地、

前本籍地への通知の

ための依頼書作成

支援措置

依頼書送付

台帳登録

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

保管

依頼書受領

住民基本台帳事

務における支援措

置依頼書

E

4/8へ

証明書

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

2-1-5 2-1-6

2-3-1

住民基本台帳事務

における支援措置依

頼書（控え）

保管

依頼済情報

次期システム（住基）

支援措置をシステムに登録し、紙台帳を無くし

て措置内容を電子的に管理する。

（課題6）

支所からシステム参照が可能となり、台

帳コピー配布が不要となる。

（課題7）

随時

2-1. 措置依頼

2-3. 措置管理

(2.0*10) (2.0*10)

(1.0*10)

2-1 DV・ストーカー被害者の他自治体経由の措置依頼を受け付ける

2-3 本籍地、前住所地等へも支援措置を依頼する



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 現行業務フロー （6/8）

住民

住民課

本人以外から住民

票等の発行申請

申請受付

申請書

申請書

画面・資料による

措置必要性確認

該当措置確認

DV・ストーカー

台帳

後見人

台帳

他台帳

申請不可説明

不可理由確認

注意情報 注意情報

9．DV・ストーカーか後見

人か確認メッセージでは

分からないため、台帳で

確認する。

3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-2-1

保管

仮止め状態

管理資料

保管

8．措置状態を確認するために、

紙の仮止め状態管理資料を参

照する必要がある。

3-1. 実施措置確認

3-2. 申請拒否

随時

住基システム
戸籍システム

(5.0*3) (1.0*3)
(3.0*3) (2.0*3)

3-1 DV・ストーカー被害者に対しての措置内容を確認する

3-2 DV・ストーカー被害者本人以外からの証明書発行等の申請を拒否する



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 次期業務フロー （6/8）

住民

住民窓口

担当組織

本人以外から住民

票等の発行申請

申請受付

申請書

申請書

画面・資料による

措置必要性確認

該当措置確認 申請不可説明

不可理由確認

住民情報

3-1-1

3-1-2 3-1-3

3-2-1

3-1．実施措置確認

3-2．申請拒否

保管

仮止め状態

管理資料

保管

次期システム（住基）

支援措置状態や措置内容を画面で確

認できるため、仮止め状態管理資料の

参照作業、現行の3-1-3で実施してい

た該当する台帳確認作業を廃止。（課

題8、9）

随時

(5.0*3)
(1.0*3) (1.0*3)

(2.0*3)

3-1 DV・ストーカー被害者に対しての措置内容を確認する

3-2 DV・ストーカー被害者本人以外からの証明書発行等の申請を拒否する



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 現行業務フロー （7/8）

住民

住民課

住基台帳の閲覧

リスト・マスキング

12．閲覧リスト出力時に対

象者の情報も出力されてし

まうため、都度マスキングを

行う必要がある。

住基台帳の

閲覧リスト送付

住基台帳の

閲覧リスト受取

住基台帳の

閲覧リスト

住基台帳の

閲覧リスト

住基台帳の

閲覧リスト

住基台帳の

閲覧リスト公開

住基台帳の

閲覧リスト

電算センター

3-3-1

3-3. 住基台帳の閲覧リスト処理

3-3-2 3-3-3

閲覧期間終了後、廃棄

仮止め状態

管理資料

保管

11．閲覧リストが出

力できず、電算セ

ンターに出力を依

頼している。

随時

(5.0*1)

(20.0*1)

(5.0*1)

3-3 個人または法人に見せるための住民基本台帳について、申請のあったDV・ストーカー被害者をリストから抹消する



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 次期業務フロー （7/8）

住民

住民窓口

担当組織

住基台帳の

閲覧リスト作成

住基台帳の

閲覧リスト

住基台帳の

閲覧リスト公開

住基台帳の

閲覧リスト

3-3-1

3-3．住基台帳の閲覧リスト処理

3-3-3

閲覧期間終了後、廃棄

住民情報

次期システム（住基）

閲覧リストには措置対応者の

情報が自動的に削除されて出

力されるので、現行3-3-2の作

業を廃止。

（課題12）

閲覧リストを直接出力で

きることから、電算セン

ターで閲覧リストを出力し

てもらう必要が無くなる。

（課題11）

随時

(1.0*1)
(5.0*1)

3-3 個人または法人に見せるための住民基本台帳について、申請のあったDV・ストーカー被害者をリストから抹消する



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 現行業務フロー （8/8）

住民

住民課

異動の申出

異動受付

期限前対応相談

(電話または郵便)

対応確認

13．期限前相談の対象者は台帳の確認に

より抽出しなければならず、漏れが発生しや

すい。また、相談実施依頼文書も都度ワー

プロ作成の必要がある。

4-1-1

4-2-1

異動届

異動届

保管

住民基本台帳事

務における支援措

置申出書

保管

G

2/8へ

F

3/8へ

4-1. 異動対応説明

4-2. 相談対応

随時 随時

(3.0*5)

(5.0*12)

4-1 DV・ストーカー被害者本人からの異動を受け付ける

4-2 措置対応期間の期限が近い対象について、その後の対応を相談する



システム

必要情報

時期

概要

DV・ストーカー 次期業務フロー （8/8）

住民

住民窓口

担当組織

異動の申出

異動受付

期限前対応相談

(電話または郵便)

対応確認

F

2/8へ

4-1-1

4-2-1

異動届

異動届

保管

G

3/8へ

期限到達者

抽出

住民情報

期限前相談対象者抽出について、シス

テム画面で確認することで、支援措置

申出書の保管や確認に要する作業が

軽減される。（課題13）

随時

4-1. 異動対応説明

4-2. 相談対応

随時

4-2-2

(3.0*5)

(3.0*12)(0.1*12)

支援措置

対象者一覧

次期システム（住基）

4-1 DV・ストーカー被害者本人からの異動を受け付ける

4-2 措置対応期間の期限が近い対象について、その後の対応を相談する
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （1/17）

住民課

1,2,4,5,7,8,10,11月に実施

選挙管理

委員会

リストナビ

抹消者名簿

作成

抹消者名簿

抹消者名簿

送付

抹消者名簿

受取

死亡者・転出者

ファイル

死亡者・転出者

ファイル

死亡者・転出者

ファイル

1-1-1 1-1-2

1-1 抹消者名簿作成

1．抹消者名簿を紙で管

理しているため、保管や

管理に手間がかかる。

保管

住民情報

住記システム

(1.0*5)
(2.0*5)

1-1 前回定時登録から住民喪失した対象（転出・死亡等）の名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （1/17）

選挙管理

委員会

抹消者名簿

確認

1-1-1

1-1 抹消者名簿作成

抹消者名簿

次期システム（選挙）

システムが住基から死亡者、転出者

の情報を抽出し、抹消者名簿を自

動作成するため、エクセルでの抹消者

名簿管理作業を廃止。

（課題1）

住民情報

次期システム（住基）

1,2,4,5,7,8,10,11月に実施

(1.0*5)

1-1 前回定時登録から住民喪失した対象（転出・死亡等）の名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （2/17）

裁判所

検察

戸籍担当

選挙管理

委員会

11条に関する

通知書

11条に関する

通知書

11条に関する

通知書

11条該当者

名簿作成

11条該当者

名簿（エクセル）

通知書送付

通知書受取

11条に関する

通知書

1-2-1 1-2-2

1-2 １１条該当者管理

保管

11条該当者

名簿

保管

随時

2．11条該当者を

エクセルと紙で管

理しているため、手

間がかかる。

(1.0*10)
(3.0*10)

他市町村

11条に関する

通知書

11条該当者

登録

1-2-3

11条に関する

通知書

戸籍情報

戸籍システム

(1.0*10)

1-2 公職選挙法第11条に該当する選挙権を持たない対象（被成年後見人、受刑者等）を管理する

本籍地が他市町村に存在する場合



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （2/17）

裁判所

検察

戸籍担当

選挙管理

委員会

11条に関する

通知書

11条に関する

通知書

11条該当者

確認

11条該当者

登録

1-2-2

1-2 １１条該当者管理

住民情報

次期システム（住基）

11条該当者名簿

次期システム（選挙）

システムへの11条該当者登録を住民

担当で行うことで、エクセルによる名簿

管理作業を廃止。

（課題2）

随時

(1.0*10)

他市町村

11条に関する

通知書

11条に関する

通知書

戸籍情報

1-2-3

(1.0*10)

通知書送付

通知書受取

(1.0*10)

1-2-1

11条に関する

通知書

1-2 公職選挙法第11条に該当する選挙権を持たない対象（被成年後見人、受刑者等）を管理する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （3/17）

2, 5, 8, 11月

選挙管理

委員会

リストナビ

新規登録者

集計

新規登録者

情報入手

新規登録者

リスト

新規登録者

リスト

1-3-1 1-3-2

1-3 新規登録者名簿作成

保管

男女別集計

（エクセル）

住民情報

住記システム

3．新規登録者名簿を

エクセルで集計し、紙

資料で保管しているた

め、手間がかかっている。

(1.0*5) (2.0*5)

1-3 前回定時登録から新たに選挙権を取得した対象（転入、20歳到達等）の名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （3/17）

選挙管理

委員会

1-3 新規登録者名簿作成

新規登録者

確認

1-3-1

住民情報

次期システム（住基）

新規登録者名簿

次期システム（選挙）

住基に登録された新規登録

者名簿をシステムで確認でき

るようにし、エクセルによる新

規登録者名簿作成作業を

廃止。（課題3）

2, 5, 8, 11月

(1.0*5)

1-3 前回定時登録から新たに選挙権を取得した対象（転入、20歳到達等）の名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （4/17）

選挙管理

委員会

選挙人登録

選挙人名簿住民情報

住基システム

名簿抄本

作成

名簿抄本

名簿抄本

名簿抄本

送付

名簿抄本

名簿抄本

受取

名簿抄本

1-4-1

選挙人名簿システム

電算センター

1-4 名簿抄本作成

保管

随時

4．電算センターで名

簿抄本を作成しており、

名簿抄本の受取に伴

う職員の移動が発生し

ている。

(40.0*5)

1-4 選挙人名簿の抄本を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （4/17）

選挙管理

委員会

選挙人名簿住民情報

次期システム（住基）

名簿抄本

確認

1-4-1

次期システム（選挙）

1-4 名簿抄本作成

名簿抄本確認をシステムで行えるよう

にし、電算センターでの名簿抄本受

取を廃止。

（課題４）

随時

(10.0*5)

1-4 選挙人名簿の抄本を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （5/17）
1-5 統計・集計

定時登録者数

集計表

選挙管理

委員会

行政区別人数

集計

男女別

人数集計

投票区別

人数集計

リストナビ

定時登録者

集計表入手

定時登録者数

集計表

定時登録者数

集計表

定時登録者数

集計表

1-5-1 1-5-2 1-5-3 1-5-4

11条該当者

名簿（エクセル）

抹消者名簿

保管

保管

随時

5．定時登録者数の集計

作業を紙の資料を使ってエ

クセルで行うため、手間がか

かる。

住民情報

住記システム

(5.0*5) (240.0*5) (5.0*5) (5.0*5)

1-5 定時登録者を行政区別、投票区別、男女別等で集計する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （5/17）
1-5 統計・集計

選挙管理

委員会

随時随時

集計結果確認

住民情報

次期システム（住基）

選挙人名簿

次期システム（選挙）

エクセルで行っていた行政区、男

女別、投票区別等の定時登録

者集計作業をシステムで自動的

に行うことで、エクセルや紙資料

による集計作業を廃止。

（課題５）

1-5-1

(10.0*5)

1-5 定時登録者を行政区別、投票区別、男女別等で集計する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （6/17）
2-1 二重登録者名簿作成

転出者・二重登

録リスト印刷

転出者

リスト

調整資料

作成・送付

二重登録者取り

扱いの照会

他自治体

（前住地）

二重登録者取り

扱いの照会

二重登録者

取り扱い回答

選挙人名簿

修正

選挙人名簿

選挙管理

委員会

2-1-1

住民情報

回答作成・送付

二重登録者

取り扱い回答

保管

2-1-4

2-1-5

転出者

リスト

二重登録者

リスト

随時

7．最新の選挙人名

簿が紙で管理されて

おり、修正に手間が

かかる。

(2.0*1) (5.0*20)

(1.5*140)

二重登録

疑いリスト

二重登録

疑いリスト

リストナビ 住基システム

2-1 二重登録者の確認、前住地等への照会を行う



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （6/17）
2-1 二重登録者名簿作成

調整資料

作成・送付

二重登録者取り

扱いの照会

選挙人名簿

修正

選挙管理

委員会

回答作成・送付

2-1-4 2-1-5

住民情報

次期システム（住基）

二重登録疑いリスト 選挙人名簿

次期システム（選挙）

二重登録者取り

扱いの照会

システムの選挙人名簿に対する抹消登

録を行うことで、紙の選挙人名簿修正

作業を廃止。

（課題７）

随時

他自治体

（前住地）

(5.0*20) (1.0*140)

二重登録者

取り扱い回答

二重登録者

取り扱い回答

2-1 二重登録者の確認、前住地等への照会を行う



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （7/17）

選挙管理

委員会

電算センター

選挙人名簿

名簿受取 除外者確認

選挙人名簿

名簿修正

選挙人名簿

2-2 選挙人名簿作成

11条該当者

名簿

抹消者

名簿

保管

保管

随時

選挙人名簿

選挙人名簿

作成

選挙人名簿システム

8．紙の名簿を参照しなが

ら紙の選挙人名簿を修正

しており、業務効率が悪い。

2-2-1 2-2-2 2-2-3

選挙人名簿

(40.0*1)

(10.0*50)
(3.0*50)

2-2 選挙人名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （7/17）

選挙管理

委員会

2-2-1

名簿出力

選挙人名簿

2-2 選挙人名簿作成

住民情報

次期システム（住基）

選挙人名簿

次期システム（選挙）

システムで抹消対象者の削除、11

条該当者の削除、複数の紙名簿

を参照しながらの選挙人名簿修正

作業を廃止。（課題８）

保管

随時

(20.0*1)

2-2 選挙人名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （8/17）

選挙管理

委員会

2-3 入場整理券作成

電算センター

入場整理券

受取

入場整理券

2-3-1

対象外者分

除去

直前異動者

確認・修正

異動届け

入場整理券

送付

住民

入場整理券 入場整理券 入場整理券

入場整理券

2-3-2 2-3-3 2-3-4

保管

10．入場整理券の送付に

職員が多くの時間を割いて

いる。

二重登録者

リスト

11条該当者

名簿

抹消者

名簿

保管

9．入場整理券が最新の選

挙人名簿に基づいて出力さ

れないので、不要な入場整

理券をエクセルファイルや紙の

名簿を見ながら除去している。

随時

住民情報

入場整理券

作成

住記システム

入場整理券

受取

(40.0*1)
(2.0*50) (3.0*3)

(480.0*1)

入場整理券

2-3 住民へ配布する選挙入場整理券を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （8/17）

選挙管理

委員会

2-3 入場整理券作成

直前異動者

確認・修正

入場整理券

送付

住民

入場整理券

入場整理券

住民情報 選挙人名簿

次期システム（住基） 次期システム（選挙）

入場整理券送付作業を

外部委託し、職員による

送付作業を廃止。

（課題10）

最新の住基情報を参照しな

がら選挙人名簿を修正する。

（課題9）

保管

異動届け

選挙人名簿

随時

保管

2-3-3

入場整理券

受取

外部委託対象業務

(3.0*3)

(480.0*1)

2-3 住民へ配布する選挙入場整理券を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （9/17）
2-4 統計･集計

選挙管理

委員会

男女別

人数集計

選挙人名簿

選挙結果

集計表

2-4-1 2-4-2

投票区別

人数把握

選挙結果

集計表

投票所

随時

(240.0*1)
(60.0*1)

選挙人名簿

送付

選挙人名簿

2-4 投票区別の人数集計、また、選挙結果の集計を行う



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （9/17）
2-4 統計･集計

随時

選挙管理

委員会

投票所

男女別

人数集計

選挙人名簿

選挙結果

集計表

2-4-1 2-4-2

投票区別

人数把握

選挙結果

集計表

(240.0*1)
(60.0*1)

選挙人名簿

送付

選挙人名簿

2-4 投票区別の人数集計、また、選挙結果の集計を行う



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （10/17）

住民

選挙管理委

員会

3-1 郵便投票者管理

本人意思により申請

郵便投票の

問合わせ

郵便投票に

関する説明

郵便投票

資格申請

資格申請受付 申請者登録

資格証明書

作成

郵便投票資格

申請書

郵便投票資格

申請書

郵便投票資格

申請書

郵便投票

資格者台帳

資格証明書

（手書き）

資格証明書

（手書き）

郵便投票

資格者台帳

保管

保管

資格証明書

送付

資格証明書

（手書き）

3-1-1 3-1-2
3-1-3 3-1-4 3-1-5

郵便の投票用紙

請求について

郵便の投票用紙

請求について

郵便投票

申込

郵便の投票用紙

請求について

申込受付

投票用紙

送付

3-1-6

3-1-7

保管

投票用紙

選挙人名簿

12．郵便投票資格

者を紙の台帳で管

理しているため、保

管や管理に手間が

かかる。

13．選挙人名簿を

紙で管理しているた

め、保管や修正に手

間がかかる。

随時

(10.0*3) (2.0*3)

(1.0*3)

(3.0*20)

(2.0*11)

(2.0*11)

(10.0*11)

投票用紙

受取

投票用紙

3-1 選挙期日に投票できないために郵便投票を行う対象を管理する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （10/17）
3-1 郵便投票者管理

随時

住民

選挙管理

委員会

本人意思により申請

郵便投票の

問合わせ

郵便投票に

関する説明

郵便投票

資格申請

資格申請受付 申請者登録

資格証明書

作成

郵便投票資格

申請書

郵便投票資格

申請書

郵便投票資格

申請書

郵便投票

資格者台帳

資格証明書

（手書き）

資格証明書

（手書き）

郵便投票

資格者台帳

保管

保管

資格証明書

送付

資格証明書

（手書き）

3-1-1 3-1-2
3-1-3 3-1-4 3-1-5

郵便の投票用紙

請求について

郵便の投票用紙

請求について

郵便投票

申込

申込受付

投票用紙

送付

3-1-6

3-1-7

保管

投票用紙

選挙人名簿
(10.0*3) (2.0*3) (1.0*3)

(3.0*20)

(2.0*11)

(2.0*11)

(10.0*11)

郵便の投票用紙

請求について

投票用紙

受取

投票用紙

3-1 選挙期日に投票できないために郵便投票を行う対象を管理する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （11/17）

住民

期日前

投票場

3-2 期日前投票

投票

投票者確認

選挙人名簿

名簿消し込み

選挙人名簿 選挙人名簿

名簿送付

投票所

選挙人名簿

名簿受取

3-2-1 3-2-2 3-2-3

保管

随時

14．投票者の管理の選

挙人名簿で行っているた

め、投票後の消し込み、

集計、名簿の異動に手

間がかかる。

(0.5*3,020) (90.0*3) (30.0*13)

3-2 選挙期日に投票できないために期日前投票を行う対象を管理する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （11/17）
3-2 期日前投票

随時

住民

期日前

投票所

選挙管理

委員会

投票

投票者確認

選挙人名簿

名簿消し込み

選挙人名簿 選挙人名簿

名簿送付

選挙人名簿

名簿受取

3-2-1 3-2-2 3-2-3

保管

(0.5*3,020) (90.0*3) (30.0*13)

3-2 選挙期日に投票できないために期日前投票を行う対象を管理する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （12/17）

選挙管理

委員会

4-1 在外選挙人申請

受付

在外選挙人申請

在外公館

在外選挙人申請

本籍地照会

依頼

回答確認 名簿登録

在外選挙人

名簿

在外選挙人

名簿（エクセル）

在外選挙人証

作成・送付

在外選挙室

選挙人証

（手書き）

登録通知

作成・送付

住民課

在外選挙人申請

本籍地照会 本籍地回答

住民情報

住基システム

本籍地

登録通知書

（手書き）

在外選挙人

名簿

4-1-2

随時

4-1-1 4-1-3 4-1-4 4-1-5 4-1-6

(1.0*22)

(1.0*20)

(1.0*20) (3.0*1) (15.0*1) (15.0*1)

15．選挙管理委員会

で申請者の本籍地を

確認できないので、住

民課に本籍地確認を

依頼している。

16．在外選挙人名

簿をエクセルで管理

しているため手間が

かかる。

18．本籍地に送付する

登録通知書を手作業で

作成している。

17．選挙認証を手作

業で作成している。

在外選挙人

登録申請

在外選挙人証

受取 選挙人証

（手書き）

登録通知

受取

登録通知書

（手書き）

4-1 在留邦人で選挙権を希望する対象が在外選挙人名簿への登録を申請する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （12/17）
4-1 在外選挙人申請

随時

選挙管理

委員会

在外公館

在外選挙室

本籍地

住民情報

次期システム（住基）

受付

在外選挙人申請

在外選挙人申請

本籍地照会

依頼

回答確認 名簿登録

在外選挙人

名簿

在外選挙人

名簿（エクセル）

在外選挙人証

作成・送付

選挙人証

（手書き）

登録通知

作成・送付

在外選挙人申請

本籍地照会 本籍地回答

登録通知書

（手書き）

在外選挙人

名簿

4-1-2

4-1-1 4-1-3 4-1-4 4-1-5 4-1-6

(1.0*22)

(1.0*20)

(1.0*20) (3.0*1) (15.0*1) (15.0*1)

住民課

在外選挙人

登録申請

在外選挙人証

受取
選挙人証

（手書き）

登録通知

受取 登録通知書

（手書き）

4-1 在留邦人で選挙権を希望する対象が在外選挙人名簿への登録を申請する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （13/17）

県

選挙管理

委員会

4-2 在外選挙人集計

男女別集計

報告用資料

作成

在外選挙人

名簿(エクセル）

在外選挙人

名簿（エクセル）

4-2-1 4-2-2

報告用

資料送付

4-2-3

報告資料報告資料

随時

(1.0*1) (3.0*1)

(1.0*1)

19．在外選挙人名簿をエ

クセルで管理しており、手間

がかかる。

20．エクセルの在外選挙人名

簿を加工して報告証を作成

しているので効率的ではない。

報告用

資料受取

報告資料

4-2 在外選挙人名簿の集計を行う



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （13/17）
4-2 在外選挙人集計

随時

県

選挙管理

委員会

男女別集計

報告用資料

作成

在外選挙人

名簿(エクセル）

在外選挙人

名簿（エクセル）

4-2-1 4-2-2

報告用

資料送付

4-2-3

報告資料報告資料

(1.0*1) (3.0*1)

(1.0*1)

報告用

資料受取

報告資料

4-2在外選挙人名簿の集計を行う



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （14/17）

選挙管理

委員会

5-1 検察審査候補者抽出

有権者情報作成

住民情報

候補者名簿送付

住基システム

検察審査会

5-2 資格確認

5-3 検察審査会候補者通知

5-1-1
5-3-1 5-3-2

11条該当者

名簿 抹消者

名簿

保管

随時

(15.0*2)

(10.0*2) (10.0*2)

名簿調整プログラム

（最高裁より）

有権者情報

（ＣＳＶ）

5-2-1
(960.0*2)

戸籍担当

本籍付加 選管へ送付

候補者名簿

（ＣＳＶ）

候補者名簿

（ＣＳＶ）

候補者名簿

（本籍付加）

候補者名簿

（本籍付加）

候補者名簿

（本籍付加）

候補者名簿

（本籍付加）

送付ファイル作成

※裁判員制度について

運用業務及び使用データは検察委員会の処理と同様となる。

件数を検察委員会と裁判員制度で２件とする。

候補者名簿

受取

候補者名簿

（本籍付加）

5-1 検察審査員候補者となる有権者を抽出する

5-2 抽出した有権者が11条該当者等でないか確認する

5-3 抽出した検察審査員候補者を検察審査会へ通知する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （14/17）

5-1 検察審査候補者抽出

5-2 資格確認

5-3 検察審査会候補者通知

随時

選挙管理

委員会

検察審査会

有権者情報

作成依頼

住民情報

候補者名簿送付

5-1-1
5-3-1 5-3-2

送付ファイル作成

11条該当者

名簿

抹消者

名簿

保管

(15.0*2)

(10.0*2) (10.0*2)

名簿調整プログラム

（最高裁より）

有権者情報

（ＣＳＶ）

5-2-1
(960.0*2)

本籍付加 選管へ送付

候補者名簿

（ＣＳＶ）

候補者名簿

（ＣＳＶ）

候補者名簿

（本籍付加）

候補者名簿

（本籍付加）

候補者名簿

（本籍付加）

候補者名簿

（本籍付加）

戸籍担当

運用ＳＥ 有権者情報作成

次期システム（住基）

有権者情報

（ＣＳＶ）

※裁判員制度について

運用業務及び使用データは検察委員会の処理と同様となる。

件数を検察委員会と裁判員制度で２件とする。

候補者名簿

受取

候補者名簿

（本籍付加）

5-1 検察審査員候補者となる有権者を抽出する

5-2 抽出した有権者が11条該当者等でないか確認する

5-3 抽出した検察審査員候補者を検察審査会へ通知する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （15/17）

住民

選挙管理

委員会

行政嘱託員

申請書配布

（12月末）

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

資格要件確認
農業委員会

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

選挙人リスト

電算センター

選挙人リスト
名簿

名簿

名簿作成依頼

区長

選挙人リスト作成

申請書提出

資格状況一覧

資格状況一覧

選挙人リスト

名簿受取

6-1 農業委員会搭載申請

6-2 資格確認

6-3 農業委員会名簿作成

6-1-1
6-2-1 6-3-1 6-3-2

住民情報

名簿作成送付

住基システム

12月末

(10.0*50)

(1,920.0*1)

(60.0*1) (40.0*1)

申請書受取

申請書受取

申請書受取

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

保管

6-1 農業委員会選挙の選挙権を取得するための申請を行う

6-2 農業委員会選挙の選挙権を持つ住民の確認を行う

6-3 農業委員会の選挙人名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （15/17）

12月末

6-1 農業委員会搭載申請

6-2 資格確認

6-3 農業委員会名簿作成

住民

選挙管理

委員会

行政嘱託員

申請書配布

（12月末）

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

資格要件確認
農業委員会

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

名簿

区長

農業委員会委員選

挙名簿搭載申請書

申請書提出

資格状況一覧

資格状況一覧

名簿作成依頼

6-1-1

6-3-1

選挙人リスト

作成

6-2-1

保管

住民情報

次期システム（住基）

運用ＳＥ

選挙人リスト

名簿

名簿作成送付

選挙人リスト

名簿受取

6-3-2

選挙人リスト

(10.0*50)

(1,920.0*1)

(60.0*1)
(40.0*1)

申請書受取

申請書受取

申請書受取

6-1 農業委員会選挙の選挙権を取得するための申請を行う

6-2 農業委員会選挙の選挙権を持つ住民の確認を行う

6-3 農業委員会の選挙人名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （16/17）

選挙管理

委員会

電算センター

住民投票名簿

名簿受取

7-1-1 7-1-2

除外者確認

住民投票名簿

7-2-1

名簿修正

住民投票名簿

11条該当者

名簿

抹消者

名簿

保管

随時

7-1 住民投票資格確認

7-2 住民投票名簿作成

11条該当者

名簿

抹消者

名簿

保管

(40.0*1) (30.0*1)

(5.0*1)

名簿送付

住民投票名簿

7-1 住民投票の選挙権を持つ住民の確認を行う

7-2 住民投票の選挙人名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （16/17）

7-1 住民投票資格確認

7-2 住民投票名簿作成

随時

選挙管理

委員会

住民投票名簿

7-1-1

除外者確認

住民投票名簿

7-2-1

名簿修正

住民投票名簿

運用ＳＥ

名簿受取

11条該当者

名簿

抹消者

名簿

保管

11条該当者

名簿

抹消者

名簿

保管

7-1-2

(10.0*1) (30.0*1)

(5.0*1)

名簿送付

住民投票名簿

7-1 住民投票の選挙権を持つ住民の確認を行う

7-2 住民投票の選挙人名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 現行業務フロー （17/17）

住民

選挙管理

委員会

漁協

電算センター

申請書配布

12月末

資格要件確認

申請書提出

選挙人リスト作成

選挙名簿

搭載申請書

選挙名簿

搭載申請書

資格状況一覧

選挙名簿

搭載申請書

資格状況一覧

選挙名簿

搭載申請書

選挙名簿

搭載申請書

8-1 海区搭載申請

8-2 海区資格確認

8-3 海区名簿作成

8-1-1 8-2-1

選挙名簿

搭載申請書

12月末

(10.0*200)

(960.0*1)

選挙人リスト
名簿

名簿

名簿作成依頼

選挙人リスト

名簿受取

8-3-1 8-3-2

住民情報

名簿作成送付

住基システム

(60.0*1) (40.0*1)

選挙人リスト

申請書受取

申請書受取

保管

8-1 海区漁業委員会選挙の選挙権を取得するための申請を行う

8-2 海区漁業委員会選挙の選挙権を持つ住民の確認を行う

8-3 海区漁業委員会の選挙人名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

選挙 次期業務フロー （17/17）

12月末

8-1 海区搭載申請

8-2 海区資格確認

8-3 海区名簿作成

住民

選挙管理

委員会

漁協

申請書配布

12月末

資格要件確認

申請書提出

選挙人リスト

選挙人リスト作成

選挙名簿

搭載申請書

選挙名簿

搭載申請書

資格状況一覧

選挙名簿

搭載申請書

資格状況一覧

選挙名簿

搭載申請書

選挙名簿

搭載申請書

8-1-1 8-2-1

選挙名簿

搭載申請書

(10.0*200)

(960.0*1)

名簿

名簿作成依頼

8-3-1

住民情報

次期システム（住基）

名簿

名簿作成送付

選挙人リスト

名簿受取

8-3-2

選挙人リスト

(60.0*1)
(40.0*1)

運用ＳＥ

申請書受取

申請書受取

保管

8-1 海区漁業委員会選挙の選挙権を取得するための申請を行う

8-2 海区漁業委員会選挙の選挙権を持つ住民の確認を行う

8-3 海区漁業委員会の選挙人名簿を作成する







1. 就学者登録

1-1 名簿作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/7

1-2 名簿配布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/7

2. 異動

2-1 異動登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2/7

2-2 異動通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2/7

2-3 区域外就学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3/7

2-4 指定校変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5/7

3. 案内・通知

3-1 新就学児童健康診断案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6/7

3-2 入学案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7/7



1. 就学者登録

1-1 名簿作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/7

2. 異動

2-1 異動登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2/7

2-3 区域外就学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3/7

2-4 指定校変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5/7

3. 案内・通知

3-1 新就学児童健康診断案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6/7

3-2 入学案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7/7



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿 現行業務フロー （1/7）

電算センター

新就学児童名簿

作成処理

学齢簿、新就学児

童名簿の作成依頼

９月

依頼書

学齢簿、新就学児童名

簿の作成依頼受付

依頼書

学齢簿情報

１０月

新就学児童名

簿・学齢簿受取
教育委員会

学校教育課

小中学校

小中学校に

配布

受取

新就学児童

名簿

新就学児童

名簿

2．新就学児童名簿を電子的に管理

していない為、小中学校で画面照会

が出来ず、印刷と配布作業が発生し

ている。

住基データ

保管

新就学児童名簿は２部印刷

（小中学校用、教育委員会

用）

1-1-1
1-1-2

1-2-1

学齢簿管理システム住基システム

1-1. 名簿作成

1-2. 名簿配布

1．新就学児童名簿作成がシステムで出

来ないため、電算センターに名簿作成作

業を依頼しなければならない。

学齢簿

学齢簿

新就学児童

名簿

新就学児童

名簿

(15.0*1) (30.0*1)

(1.0*1)

1-1 学齢簿、新就学児名簿を作成する

1-2 学齢簿、新就学児名簿を小中学校へ配布する



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿(ﾈｯﾄﾜｰｸ型) 次期業務フロー （1/7）

９月

学齢簿情報

１０月

学齢簿、新就学

児童名簿作成

小中学校

住民情報

1-1. 名簿作成

新就学児童

名簿確認

教育委員会

学校教育

担当組織

1-1-2

学齢簿管理システムに新就学

児童名簿作成指示を行うことで、

住基情報から新就学児童名簿

学齢簿が電子的に作成される。

これにより、電算センターへの作

業依頼や紙の学齢簿を廃止。

（課題1）

学齢簿作成完了を小中学校

に通知し、学齢簿を画面で確

認できる仕組みを構築すること

で、学齢簿の配付作業を廃止

する。（課題2）

(1.0*1)

次期システム（学齢簿）

1-1 学齢簿、新就学児名簿を作成する



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿 現行業務フロー （2/7）

住民

教育委員会

学校教育課

受付

児童生徒

異動通知書

学齢簿修正

（手書き）

学齢簿作成

(手書き)

学齢簿

（手書き）

小中学校

住民課

窓口係

異動申請

受付

異動届

異動届

児童生徒

異動通知書

異動届

コピー

転入の場合

転出の場合

学齢簿の

除籍綴

学齢簿

（手書き）
送付

児童生徒

異動通知書

異動届

コピー

受取

児童生徒

異動通知書

異動届

コピー

児童生徒

異動通知書

異動届

コピー

保管

保管

保管

児童生徒

異動通知書

コピー

名簿修正

（手書き）

新就学児童

名簿コピー

異動児童名

簿コピー

保管

児童生徒

異動通知書

コピー

保管

住基データ

児童生徒異

動一覧

2-1-1 2-2-1 2-1-2

2-1-3

住基システム

2-1. 異動登録

2-2. 異動通知

随時

3．学齢簿、新就学児童名簿、

異動児童名簿を電子的に管

理していない為、印刷、配布

作業と学齢簿への手書き作業

を教育委員会と小中学校で

行っている。

(1.0*110) (10.0*110)
(5.0*40)

(5.0*70)

2-1 住民の転入に伴い、学齢簿の作成を行う

2-2 住民の転入に伴い、小中学校へ通知を行う



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿(ﾈｯﾄﾜｰｸ型) 次期業務フロー （2/7）
2-1. 異動登録

住民

小中学校

住民窓口

担当組織

異動申請

受付

異動届

異動届

住民情報

異動登録

学齢簿情報

異動届

保管

教育委員会

学校教育

担当組織

名簿修正・確

認

2-1-1

随時

住民窓口で異動登録を

行うことで、自動的に学齢

簿管理システムの学齢簿

が更新される仕組みによ

り、連絡作業を軽減。（課

題3）

(2.0*110)

新就学児童

名簿確認

連絡や手書き学齢簿修

正作業が無くなり、名簿

の異動内容を画面で確

認。（課題3）

次期システム（学齢簿）

2-1 住民の転入に伴い、学齢簿の作成を行う



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿 現行業務フロー （3/7）

住民

教育委員会

学校教育課

申請

区域外就学

願い申請書

区域外市

町村

受付

区域外就学

願い申請書

電話連絡 通知文作成 決裁 送付

電話連絡

区域外就学

願い申請書

区域外就学

願い申請書

区域外就学の

協議について

区域外就学の

協議について

区域外就学

願い申請書

区域外就学の

協議について

受取

区域外就学の

協議について

A

4/7へ

保管

2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-3-4 2-3-5

2-3. 区域外就学

4．「区域外就学の協議

について」を手作業で作

成している。

5．異動内容を効率的に通

知する手段が無く、｢区域外

就学の協議について」資料を

送付している。

随時

(5.0*7)
(1.0*7) (5.0*7) (30.0*7) (1.0*7)

2-3 住民から居住地に属する小中学校区以外への就学願いを受け付ける



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿(ﾈｯﾄﾜｰｸ型) 次期業務フロー （3/7）

住民

申請

区域外就学

願申請書

区域外市

町村

受付

区域外就学

願申請書

電話連絡 通知文作成 決裁 送付

電話連絡

区域外就学

願申請書

区域外就学

願申請書

区域外就学の

協議について

区域外就学の

協議について

区域外就学

願申請書

区域外就学の

協議について

受取

区域外就学の

協議について

A

4/7へ

保管

2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-3-4 2-3-5

教育委員会

学校教育

担当組織

学齢簿情報

次期システム（学齢簿）

「区域外就学の協議につい

て」をシステムから出力可能

になる。（課題4）

随時

2-3. 区域外就学

(5.0*7)
(1.0*7) (2.0*7)

(30.0*7) (1.0*7)

2-3 住民から居住地に属する小中学校区以外への就学願いを受け付ける



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿 現行業務フロー （4/7）

住民

教育委員会

学校教育課

区域外市

町村

決裁 送付

協議の回答

区域外就学の

協議についての

同意書

A

3/7へ

受取

区域外就学の

協議についての

同意書

区域外就学

決定通知書

決定通知書

作成

小中学校

区域外就学の

協議についての

同意書

区域外就学

決定通知書

区域外就学の

協議についての

同意書

区域外就学

決定通知書

受取

受取

区域外就学

決定通知書

区域外就学

決定通知書

保管

2-3-6 2-3-7 2-3-8 2-3-9

8．区域外就学決定

通知書を送付するた

め手間がかかる。

7．区域外就学に関する決

裁が２回行われてる。

6．区域外就学の決定通知書の打ち出

しを手作業で行っている。

随時

2-3. 区域外就学

9．市民が区域外就学申請役

所に行って申請を行い、役所が

決定通知書を送付するため紙

と時間がかかる。

(0.5*7) (5.0*7) (30.0*7) (1.0*7)

2-3 住民から居住地に属する小中学校区以外への就学願いを受け付ける



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿(ﾈｯﾄﾜｰｸ型) 次期業務フロー （4/7）

住民

区域外市

町村

送付

協議の回答

区域外就学の

協議についての

同意書

A

3/7から

受取

区域外就学の

協議についての

同意書

決定通知書

作成

小中学校

区域外就学の

協議についての

同意書

受取

区域外就学

決定通知書

保管

2-3-6 2-3-7 2-3-9

教育委員会

学校教育

担当組織

学齢簿情報

次期システム（学齢簿）

区域外就学

決定通知書

区域外就学決定通知

書をシステムから出力可

能になる。（課題6）

協議の決裁と通知の

決裁を併せて決裁する

ために不要（課題7）

随時

2-3. 区域外就学

受取

区域外就学決定通知

書をシステムから出力可

能になる。（課題8）

(0.5*7) (1.0*7) (1.0*7)

2-3 住民から居住地に属する小中学校区以外への就学願いを受け付ける



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿 現行業務フロー （5/7）

住民

教育委員会

学校教育課

小中学校

申請

指定校変更

承認申請書

受付・相談

指定校変更

承認申請書

決裁

決定通知書

作成

保管

指定校変更

承認申請書

指定校変更

承認決定通

知書

指定校変更

承認決定通

知書

指定校変更

承認申請書

指定校変更

承認決定通

知書

通知内容確認

指定校変更

承認決定通

知書

通知

受取

指定校変更

承認決定通

知書

2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4

12．市民が申請役所に行って申請

を行い、役所が指定校変更承認

決定通知書を送付するため紙と時

間がかかる。

11．通知書の内容を学齢簿

に手書きで記入しなければな

らない。

2-4. 指定校変更

送付

10．「指定校変更

承認決定通知

書」を手作業で作

成している。

随時

(5.0*7) (5.0*7)
(30.0*7) (1.0*7)

2-4 住民から居住地区域外の小中学校への就学願いを受け付ける



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿(ﾈｯﾄﾜｰｸ型) 次期業務フロー （5/7）

住民

小中学校

申請

指定校変更

承認申請書

受付・相談

指定校変更

承認申請書

決裁

決定通知書

作成

保管

指定校変更

承認申請書

指定校変更

承認決定

通知書

指定校変更

承認決定

通知書

指定校変更

承認申請書

通知

受取

指定校変更

承認決定

通知書

2-4-1 2-4-2
2-4-3 2-4-4

2-4. 指定校変更

教育委員会

学校教育

担当組織

学齢簿情報学齢簿情報

次期システム（学齢簿）

指定校変更承認決定

通知書をシステムから

出力するため手間がか

かる。（課題10）

通知内容確認

送付

随時

指定校変更承認決定通

知をシステムから照会また

学齢簿に自動的に反映

されるため学齢簿に手書

きする作業が廃止される。

（課題11）

(5.0*7) (1.0*7)
(30.0*7)

(1.0*7)

2-4 住民から居住地区域外の小中学校への就学願いを受け付ける



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿 現行業務フロー （6/7）

住民

電算センター

教育委員会

学校教育課

3-1. 新就学児童健康診断案内

健康診断（学校）

立会・欠席の確認

確認・送付

１１月

新就学児童健康診

断の案内作成処理

新就学児童健康診断

の案内の作成依頼

依頼書

新就学児童健康診断の案

内の作成依頼受付

依頼書

学齢簿情報

新就学児童健康診断

の案内受取

新就学児童健康

診断の案内

新就学児童健康

診断の案内

新就学児童健康

診断の案内

受取

新就学児童健康

診断の案内

欠席者への

連絡

個別に健康診断

廃棄

健康診断（学校）

受診

新就学児童

一覧

新就学児童

一覧

新就学児童

FD

新就学児童

FD

新就学児童

FD

3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-5

学齢簿管理システム

13．学齢簿管理システムから健

康診断の案内を教育委員会で

出力できず、電算センターに出力

作業を依頼しなければならない。

(480.0*1)

(5.0*1)

(120.0*1) (180.0*1) (5.0*5)

3-1 新就学予定児童に対して、健康診断案内を行う



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿(ﾈｯﾄﾜｰｸ型) 次期業務フロー （6/7）

住民

3-1. 新就学児童健康診断案内

健康診断（学校）

立会・欠席の確認

確認・送付

１１月

新就学児童健康診断

の案内印刷

学齢簿情報

新就学児童健康

診断の案内

新就学児童健康

診断の案内

受取

新就学児童健康

診断の案内

欠席者への

連絡

個別健康診断

廃棄

健康診断受診

新就学児童

一覧

新就学児童

一覧

3-1-1 3-1-2 3-1-4 3-1-5

新就学児童

一覧

教育委員会

学校教育

担当組織

次期システム（学齢簿）

健康診断の案内を直接出力するこ

とで、電算センターとのやり取りと電

算センターでの作業を廃止。（課題

13）

(1.0*1) (120.0*1) (180.0*1) (5.0*5)

3-1 新就学予定児童に対して、健康診断案内を行う



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿 現行業務フロー （7/7）

住民

電算センター

入学案内

作成処理

入学案内

作成依頼

依頼書

入学案内の作成依

頼受付

依頼書

学齢簿情報

入学案内受取

入学案内

入学案内

１月中旬

学齢簿

保管

学齢簿との確

認・入学案内

書送付

入学案内

受取

入学案内

教育委員会

学校教育課

3-2-1 3-2-2

3-2. 入学案内

3-2-4

14．入学案内を教育委員会で出力で

きず、電算センターに印刷作業を依頼

している。

新入学児童

一覧

新入学児童

一覧

学齢簿差分作成

学齢簿

15．学齢簿を手書き

するため、時間と手

間がかかる。

3-2-3

16．入学案内が学齢簿に沿って

出力されない場合があるため学

齢簿を確認しながら入学案内の

宛先を確認している。

学齢簿管理システム

(480.0*1) (60.0*1) (1,920.0*1)

(120.0*1)

3-2 新就学予定児童に対して、入学案内を行う



システム

必要情報

時期

概要

学齢簿(ﾈｯﾄﾜｰｸ型) 次期業務フロー （7/7）

住民

入学案内作成

学齢簿情報

１月中旬

入学案内書送付

名簿チェック

入学案内

受取

入学案内

教育委員会

学校教育

担当組織

3-2-1 3-2-4

3-2. 入学案内

次期システム（学齢簿）

入学案内

入学案内作成を教育委

員会で行うことで、電算セ

ンターでの作業を廃止。

（課題14）

最新の学齢簿に基づく入学案内

を出力できるため、学齢簿参照

による確認作業を廃止。

（課題16）

システムで作成できるため、学齢

簿の手書きが無くなる。

（課題15）

(1.0*1) (120.0*1)

3-2 新就学予定児童に対して、入学案内を行う
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

就学援助 現行業務フロー （1/5）

住民

教育委員会

小中学校

1-1. 支給額決定

県

次年度準要保

護候補者選定

次年度準要保

護候補者報告
準要保護

候補者名簿

次年度支給基

準額決定

就学援助費

交付要綱

支給基準額

通知書（保管）

保管

次年度準要保護候

補者調査依頼

準要保護候補者

調査依頼書

次年度候補者全体

の名簿作成

申請書配布・調査・

意見照合依頼

準要保護

候補者名簿

全体名簿

（保管）

申請書（様式）

保管

次年度支給額

決定資料

保管

準要保護候補者調

査依頼書

支給基準額

通知

支給基準額

通知書

申請書配布
申請書（様式）

申請書受取 申請書

保管

全体名簿

エクセル

1-1-1 1-2-1

1-2-2 1-3-1

1．次年度支給額決定後の候

補者選定依頼を紙で行ってい

る。

3．名簿をエクセルで管理して

いるため、関係組織との情報

連携が難しい。

4．小中学校で申請書を作成

できないため、教育委員会か

ら申請書を送付しなければな

らない。

1-2. 候補者選定

1-3. 申請資料配布

２．次年度支給額決定後の

候補者選定から名簿作成を

効率的に行う仕組みがない。

準要保護候補者名簿を紙

で受渡しなければならず、時

間がかかると同時に保管等の

作業が発生する。

2．次年度支給額決定後の

候補者選定から名簿作成を

効率的に行う仕組みがない。

準要保護候補者名簿を紙

で受渡しなければならず、時

間がかかると同時に保管等の

作業が発生する。

10月 11月

A

2/5へ

(1.0*1) (480.0*1)

(480.0*1)
(480.0*1)

1-1 都道府県から通知される支給基準額を基に支給額を決定する

1-2 小中学校を通じて就学援助支給候補となる準要保護者を選定する

1-3 住民へ就学援助の申請資料を配布する



システム

必要情報

時期

概要

就学援助（ﾈｯﾄﾜｰｸ型） 次期業務フロー （1/5）

住民

教育委員会

小中学校

県

次年度準要保

護候補者登録

次年度支給基

準額決定

就学援助費

交付要綱

支給基準額

通知書

保管

支給基準額

通知

支給基準額

通知書

申請書受取

申請書（様式）

保管

A

2/5へ

1-1-1 1-2-1

就学援助情報

次年度候補者全

体の名簿確認

1-2-2

次年度準要

保護候補者選定

準要保護候補者

調査依頼書

準要保護候補者

調査依頼書

名簿作成は行わずに、システムでの

情報連携を行い、小中学校にて登

録した内容を照会する。（課題3）

次年度候補者調査依頼を電

子メールでする。（課題1）

申請書配布・調査・

意見照合依頼

1-3-1

B

2/5へ

申請書

作成・配布

申請書（様式）

1-1. 支給額決定

1-2. 候補者選定

1-3. 申請資料配布

小中学校にて候補者選定・

登録を行う。小中学校と教育

委員会が同一システムを扱う

ことにより、名簿の授受は必要

なくなる。（課題2）

申請書を小中学校で印

刷できるため、教育委員

会での申請書送付業務

を廃止（課題4）

10月 11月

(1.0*1)

(240.0*1)

(60.0*1) (150.0*1)

次期システム（就学援助）

次年度準要保護候

補者調査依頼

1-1 都道府県から通知される支給基準額を基に支給額を決定する

1-2 小中学校を通じて就学援助支給候補となる準要保護者を選定する

1-3 住民へ就学援助の申請資料を配布する



システム

必要情報

時期

概要

就学援助 現行業務フロー （2/5）

住民

教育委員会

小中学校

民生委員

申請受付

家庭状況等聞き

取り調査

学校長意見書

作成依頼

民生委員

意見書作成依頼

依頼書 依頼書

関係情報確認

課税証明

（税務課）

児童扶養手当

支給状況（福祉課）

国保加入状況

（住民課）

国民年金加入状況

（住民課）

固定資産課税状況

（税務課）

意見書作成
意見書

意見書

意見書作成

意見書

Ｂ

3/5へ

聞き取り対応

申請

申請書

依頼内容

確認

依頼内容

確認

依頼書

調査メモ 調査メモ

保管

１月中旬

2-1-1
2-2-1

2-2-2 2-2-3 2-2-4

5．市町の職員は小中学校に

比べ父兄の接触が少なく効率

的な調査を行うことが難しい。

2-1. 申請受付

2-2. 情報収集

情報収集の

同意を含む。

6．「税務証明」｢児童福祉手

当支給状況」「国保加入状

況」「国民年金加入状況」

「固定資産課税状況」をシス

テム画面で確認出来ない為、

各課に対する資料要求を

行っている。

A

1/5から

(5.0*50)
(40.0*50)

(240.0*1)

(240.0*1)

(480.0*1)

依頼書

申請書

2-1 住民からの就学援助受給の申請を受け付ける

2-2 庁舎内他組織や小中学校、民生委員等を通じて就学援助受給申請者の情報を収集する



システム

必要情報

時期

概要

申請受付

就学援助（ﾈｯﾄﾜｰｸ型） 次期業務フロー （2/5）

住民

教育委員会

小中学校

2-2. 情報収集

民生委員

家庭状況等聞き

取り調査

意見書

作成依頼

依頼書

関係情報

確認

意見書・調査票・申

請書とりまとめ登録

意見書作成

意見書

（民生委員）

C

3/5へ

聞き取り対応

申請

依頼内容

確認

依頼書

調査票

A

1/5から

申請書

申請書

申請書

調査票

申請書

調査票

申請書

意見書

（民生委員）

2-2-4

就学援助情報 国保情報 年金情報 課税情報手当支給情報

Ｂ

1/5から

学校長の

意見書作成

意見書

（学校長）

次期システム（国保・年金・個人住民税）

意見書

（学校長）

意見書

（民生委員）

調査票

申請書

意見書

（学校長）

１月中旬

家庭状況聞き取り調査や意

見書作成依頼業務を小中学

校に移管する。

（課題5）

現行で税務課、住民課、福祉課から課税

証明、固定資産税課税状況、国民年金

加入状況、国保加入状況を書類で受取り

関係情報を確認していたが、画面上で必要

情報のみが確認できる。これにより、教育委

員会だけでなく副次的効果として関係組織

の業務量も削減できる。

（課題6）

福祉システム次期システム（就学援助）

(240.0*1)

家庭状況聞き取り調査や意見書作成依頼業務を小中学校に移管する場合

2-2 庁舎内他組織や小中学校、民生委員等を通じて就学援助受給申請者の情報を収集する



システム

必要情報

時期

概要

就学援助 現行業務フロー （3/5）

住民

教育委員会

小中学校

3-1. 調書準備

民生委員

調書作成 認定審議

認定通知書

認定通知書作成

認定通知書

認定通知書送付

Ｂ

2/5から

認定に関する

調書

認定に関する

調書

認定に関する

調書

7．認定審査調書の審議に必要となる申

請関係資料を電子的に参照できる仕組

みがない。後の審議もシステム上で実施

出来ない。

通知内容確認

通知内容確認

通知内容確認

認定通知書

認定通知書

認定通知書

保管

１月下旬

給食センター
通知内容確認

認定通知書

保管

3-1-1 3-2-1 3-3-1

3-3-2

3-2. 審議

3-3. 認定通知

9．紙の認定通知書により連絡が行

われているため、タイムラグの発生や、

資料の保管･管理にて手間かかる。

8．認定通知書の作成が自

動でない為、手作業で行っ

ている。

(120.0*1) (120.0*1) (720.0*1)

(120.0*1)

3-1 支給認定に関する調書を準備する

3-2 支給認定に関する審議を行う

3-3 小中学校を通じて支給認定者へ認定通知を発送する



システム

必要情報

時期

概要

就学援助（ﾈｯﾄﾜｰｸ型） 次期業務フロー （3/5）

住民

教育委員会

小中学校

3-1. 調書準備

3-2. 審議

民生委員

調書作成 認定審議

認定通知書

作成

認定通知書

C

2/5から

通知内容

確認

通知内容確認

通知内容確認
認定通知書

認定通知書

給食センター
通知内容確認

認定通知書

3-1-1 3-2-1 3-3-1

就学援助情報

認定に関する

調書

認定に関する

調書

保管

次期システム（就学援助）

申請関係業務をシステムで管

理する仕組みを構築する。（課

題7）

認定審議完了時に認定通知

書を自動出力。

（課題8）

3-3. 認定通知

通知内容をシステムで確

認できるようにし、認定通

知書での連絡作業を廃

止。（課題9）

3-3-2

１月下旬

(16.0*1)

(90.0*1) (1.0*1)

認定通知書

送付

(120.0*1)

認定通知書

認定通知書

3-1 支給認定に関する調書を準備する

3-2 支給認定に関する審議を行う

3-3 小中学校を通じて支給認定者へ認定通知を発送する



システム

必要情報

時期

概要

就学援助 現行業務フロー （4/5）

住民

教育委員会

小中学校

会計課

送付

支給計画通知書

作成

支払伝票作成 支払決裁 支払伝票送付

支給計画通知書

全体名簿

エクセル

支払伝票 支払伝票 支払伝票

支給計画通知書

通知内容確認

後送付

受取

支給計画通知書

支給計画通知書

支払伝票

受領

支払伝票

支給決裁

支給計画通知書

保管

4-1-1 4-1-2 4-1-3

ｃ

4-2-1 4-2-2 4-2-3

4-1. 支給計画作成

4-2. 支払処理

10．支給計画通知書作成は、

Excelファイルの情報を参照し

ながら手作業で行っている。

随時 5,6,1月に支給

(720.0*1) (30.0*3) (120.0*1)

(5.0*150)

11．支払処理の依頼を効率

的に行う仕組みがないため、

支払伝票の作成や受渡しが

発生している。

(30.0*3) (1.0*3)

4-1 小中学校を通じて支給認定者へ該当年度の支給計画書を発送する

4-2 支給認定者へ支払いを行う



システム

必要情報

時期

概要

就学援助（ﾈｯﾄﾜｰｸ型） 次期業務フロー （4/5）

住民

教育委員会

小中学校

4-1. 支給計画作成

4-2. 支払処理

会計課

支給決裁

支給計画

通知書作成

送付

支払伝票

作成

支払伝票送付

支給計画通知書

支払伝票

支給計画通知書

通知内容確認

後送付

受取

支給計画通知書

支給計画通知書

支払伝票

受領

支払伝票

4-2-1 4-2-3

就学援助情報

支給計画通知書

エクセルの全体名簿を廃止し、

支給計画通知書を自動出力。

（課題10）

支払決裁

4-2-2

支払伝票

随時

4-1-1 4-1-2 4-1-3

5,9,1月に支給

次期システム（就学援助）

支払伝票
(122.0*1) (30.0*3) (120.0*3)

(3.0*150) (30.0*3)

(1.0*3)

4-1 小中学校を通じて支給認定者へ該当年度の支給計画書を発送する

4-2 支給認定者へ支払いを行う



システム

必要情報

時期

概要

就学援助 現行業務フロー （5/5）

住民

教育委員会

小中学校

支給通知書

作成

支給通知書

送付

支給通知書

支給実績管理

支給通知書

12．支給通知書作成はExcel

ファイルの情報を参照しながら

手作業で行っている。

通知内容確認

後送付

受取

支給通知書

支給通知書

支払情報

会計システム

5-1. 支給通知

5-2. 支給実績管理

全体名簿

エクセル

支給実績

エクセル

13．支給実績をエクセルファイ

ルで管理しており、システム上

で管理出来ていない（セキュリ

ティの問題あり）。

随時

5-1-1 5-1-2 5-2-1

(480.0*3) (240.0*3)
(480.0*3)

5-1 小中学校を通じて住民へ支給通知を発送する

5-2 支給実績の管理、集計を行う



システム

必要情報

時期

概要

就学援助（ﾈｯﾄﾜｰｸ型） 次期業務フロー （5/5）

住民

教育委員会

5-1. 支給通知

支払情報

会計システム

就学援助情報

支給通知書

送付

支給通知書

小中学校

通知内容確認

後送付

受取

支給通知書

支給通知書

5-1-2

支給通知書

作成

次期システム（就学援助）

システムに登録されている情

報から通知書を作成できる仕

組みを構築する。

（課題12）

支給実績をシステムで管理し、

エクセルファイルでの管理を廃

止）。

（課題13）

5-1-1

支給通知書

(1.0*3)
(2.0*3)

5-1 小中学校を通じて住民へ支給通知を発送する
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （1/22）

税務課

給与支払

報告書提出依頼

給与支払

報告書受付

給与・年金等

支払報告

支払情報資料の

住所地へ回送

未確認分

問合せ

給与支払報告

書準備

給与・年金

支払報告書

提出依頼

給与・年金

支払報告書

提出依頼

年金等支払

報告書

給与支払報告書

住民情報

ATOMS

回答

A

2/22へ

特別徴収

義務者

(事業者)

給与支払報告書

給与支払報告書
提出日

集計表

給与支払報告書

1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4

1-1-5

2．ATOMSの住民情報を

確認しながら給与・年金

支払報告書に修正を加

えており、手間がかかって

いる。

1-1. 支払情報収集

3．給与支払報告

書受付を手作業で

管理しているため、

手間がかかっている。

他自治体

(住所地)

12月

年金等支払

報告書

転出者、誤送付の場合

年金等支払

報告書

(1,440.0*1)

(10.0*18,000)

(3.0*18,000)

(5.0*100)

(3.0*50)

年金等支払

報告書

給与支払報告書

1．給与支払報告書や年

金支払報告書を紙で受

取っているため保管や管理

に手間がかかる。

住基情報確認

登録用データ修正

支払情報資料

受取

給与支払報告書

年金等支払

報告書

1-1 特別徴収義務者（事業所、年金保険者）から支払報告書を受領する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （1/22）

税務担当

特別徴収

義務者

(事業者)

1-1. 支払情報収集

給与・年金等

支払報告

給与支払報告

書準備

給与・年金支払

報告書提出依頼

（バーコード付）

給与支払報告書

年金等支払報告書

eLTAX

電子申告サービス対応の場合(2割想定)

給与支払報告書提

出資料作成・依頼

前年度申告情報

給与・年金支払

報告書提出依頼

（バーコード付）

次期システム（個人住民税）

給与支払報告書、年金

支払報告書をデータで受

取る事により、保管や管理

作業が軽減される。

（課題1）

給与支払

報告書受付

申告情報

次期システム

1-1-1 1-1-2

12月

未確認分

問合せ

回答

支払情報資料の

住所地へ回送

1-1-4

1-1-5

他自治体

(住所地)

A

2/22へ

給与支払報告書

転出者、誤送付の場合 年金等支払

報告書

バーコードによる受付で提

出日集計表作成及び給

与支払報告書受付業務

が軽減される。

（課題3）

年金等支払

報告書

給与・年金支払

報告書提出依頼

（バーコード付）

給与支払報告書

年金等支払

報告書

給与・年金支払

報告書提出依頼

（バーコード付）

給与支払報告書

(1,000.0*1) (7.0*18,000)

(5.0*100)

(3.0*50)

紙申告(8割想定)

支払情報資料

受取

給与支払報告書

年金等支払

報告書

1-1 特別徴収義務者（事業所、年金保険者）から支払報告書を受領する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （2/22）

税務課

電算センター

パンチ用資料

とりまとめ

A

1/22から

申告情報

申告支援システム

パンチ入力

（申告情報登録）

年金等支払

報告書

給与支払報告書

年金等支払

報告書

給与支払報告書

年金等支払

報告書

不備資料返送

申告情報

ATOMS

不備資料修正

年金等支払

報告書

2-1-1

2-1-2
2-1-3

2-1-4

4．ATOMSの世帯

コードを給与・年金

支払報告書に記入

しており、手間がか

かっている。

5．ATOMSの特徴

コードを給与・年金

支払報告書に記入

しており、手間がか

かっている。

6．給与・年金支払

報告書を紙で受取っ

ているため、電算セン

ターにパンチ入力を依

頼しないといけない。

2-1. 支払情報登録

保管

不備資料がある場合

給与支払報告書

B

9/22へ

7．申告支援システムの

データを直接直せないた

め、紙資料のやり取りと

手修正が行われている。

8．資料を紙で

管理するために、

資料を探すため

時間がかかる。

1月から2月

給与支払報告書

年金等支払

報告書

給与支払報告書

年金等支払

報告書

給与支払報告書

(0.5*18,000)
(0.4*18,000)

(0.1*7,500) (5.0*50)

世帯コード

確認

特徴コード

確認

世帯コード等

エラーリスト

世帯コード等

エラーリスト

内容確認

エラー修正

年金等支払

報告書

給与支払報告書

2-1-10
(30.0*1)

2-1 特別徴収義務者から提供された公的年金等支払報告書、給与支払報告書の情報を申告情報として登録する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （2/22）

税担当組織

パンチ用資料

とりまとめ

A

1/22から

申告書イメージ

パンチ入力

（申告情報登録）

不備資料修正

2-1. 支払情報登録

保管

スキャン

イメージNo付番

外部委託業務の場合

給与・年金支払

報告書提出依頼

（バーコード付）

給与・年金支払

報告書提出依頼

（バーコード付）

給与・年金支払

報告書提出依頼

（バーコード付）

不備資料返送

年金等支払

報告書

給与支払報告書

年金等支払

報告書

給与支払報告書

C

9/22へ

不備がある場合

資料イメージを登

録することで、資料

の検索性を向上。

(課題8）

2-1-3 2-1-4

給与・年金支払

報告書提出依頼

（バーコード付）

1月から2月

年金等支払

報告書

年金等支払

報告書

給与支払報告書 給与支払報告書

給与・年金支払

報告書提出依頼

（バーコード付）

年金等支払

報告書

給与支払報告書

内容確認・

エラー修正

給与・年金支払

報告書提出依頼

（バーコード付）

年金等支払

報告書

給与支払報告書

2-1-10

(0.4*18,000)

(5.0*50)

(30.0*1)

パンチ作業の際に画面上

で住基情報（名前、住

所）の確認が可能になり、

２回の作業を１回に減らす

事が出来る。

（課題2、4、5）

申告情報

画面上で申告情報を修

正できるようになることによ

り、紙資料修正後修正依

頼のやり取りを削減。

（課題7）

次期システム（個人住民税）

2-1 特別徴収義務者から提供された公的年金等支払報告書、給与支払報告書の情報を申告情報として登録する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （3/22）

税務課

電算センター

住民情報

確認・修正

申告情報修正

（2月以降）

年金支給情報

申告情報

C

9/22へ

公的年金

情報登録

申告支援システム

リストナビ

eLTAX

年金支払

情報

年金支払

情報

年金支払

情報

年金支払情報

取得

年金対象者

リスト送付

年金支払

情報

申告情報修正

（1月まで）

年金支払

情報

年金対象者

リスト

1-1-6 2-1-5 2-1-6

9．税務課で年金対象

者リストをATOMSに直

接登録できないため、

電算センターに登録を

依頼しなければならな

い。

10．年金対象者のエラー

情報を直接確認できない

ため電算センターが集計

したデータをリストナビで確

認しなければならない。

2-1-7 2-1-8

1-1. 支払情報収集

2-1. 支払情報登録

住民税情報（住記）

11．入力内容が同じで

あるが、時期によって、

使うシステムが異なる。

課税台帳

ATOMS

1月から2月

(5.0*1) (5.0*1) (5.0*30) (5.0*160) (5.0*16)

1-1 特別徴収義務者（事業所、年金保険者）から支払報告書を受領する

2-1 特別徴収義務者から提供された公的年金等支払報告書、給与支払報告書の情報を申告情報として登録する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （3/22）

税担当組織

住民情報

確認・修正

年金支払情報

D

9/22へ

申告情報

eLTAX

年金

支払情報

年金支払

情報取得

年金対象者

情報登録

申告情報修正

1-1-6 2-1-5 2-1-6 2-1-7

次期システム（個人住民税）

取得した年金対象者データを

直接システムに登録できるた

め、電算センターでのデータ登

録作業を廃止。

（課題9）

エラー内容をリストナビを

使わず、システムで確認

作業を補助し、修正でき

る。（課題10）

年金

支払情報

年金

支払情報

年金

支払情報

1-1. 支払情報収集

2-1. 支払情報登録

次期によって、使うシス

テムを分けなくても済む。

（課題11）

1月から2月

(5.0*1) (5.0*1) (2.0*30) (5.0*176)

1-1 特別徴収義務者（事業所、年金保険者）から支払報告書を受領する

2-1 特別徴収義務者から提供された公的年金等支払報告書、給与支払報告書の情報を申告情報として登録する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （4/22）

住民

税務課

税務署

電算センター

住民税申告書

案内・申告書

送付

確定申告書送付

者リスト
案内書

住民税申告書

世帯台帳を基礎資料

として他資料を確認し

ながら作業を実施

住民異動情報

ATOMS

案内・申告書

送付決裁

12．毎年、同じように紙

媒体にて決裁を行うので

効率が悪く、手間がかか

る。

1-2-1 1-2-2 1-2-3

13．確定申告書送付リスト

を紙で受取っているため案内

対象者の抽出に手間がかか

る。

1-2. 申告情報収集

案内対象者

抽出

案内対象者

リスト

保管

3月

前年データ

開廃業通知書

世帯台帳

案内対象者

リスト

退職者

リスト

転入・転出・

転居・出生リスト

案内書

14．世帯台帳を基礎資料と

して、住民税申告書を送付

する対象者を手作業で行う

ために手間がかかる。

(33,600.0*1)
(30.0*1)

(960.0*1)

確定申告書送

付者リスト送付

確定申告書送付

者リスト

案内・申告書

受取

案内書

住民税申告書

1-2 税務署から税務署へ確定申告を行った対象の名簿を受領し、特別徴収及び税務署申告の非対象者へ住民税の申告案内を行う

※Ｈ２３年より税務署の確定申告書送付者リストと世帯台帳の突合処理(1-2-1)が廃止となる



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （4/22）

住民

税務課

税務署

1-2. 申告情報収集

住民税申告書送付を役場で行う場合。

3月

住民税申告書

案内・申告書

送付

確定申告書送付

者リスト

世帯台帳を基礎資料

として他資料を確認し

ながら作業を実施

課税情報

次期システム

案内・申告書

送付決裁

1-2-1 1-2-2 1-2-3

案内対象者

リスト

保管案内対象者

リスト

案内書

申告案内対象者リストがシス

テムから出力され、対象抽出

の手間が軽減。

（課題13, 14）

案内対象者

抽出

(3,360.0*1)
(30.0*1) (960.0*1)

確定申告書送

付者リスト送付

確定申告書送付

者リスト

案内・申告書

受取

住民税申告書

案内書

住民税申告書

案内書

1-2 税務署から税務署へ確定申告を行った対象の名簿を受領し、特別徴収及び税務署申告の非対象者へ住民税の申告案内を行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （5/22）

税務課

税務署

申告相談受付

申告相談

申告データ登録

保管

会場予約、車の手配、回線工事手配、

オンライン申告システム準備、申告書

フォーム確認、研修実施など多数の作

業と決裁を実施。

申告情報

申告支援システム

住民税申告書

D

9/22へ

E

9/22から

相談会場準備

未申告者については前年度登録情報

により申告データを作成。

年金についても給与支払い報告書と同

じ扱い。

確定申告資料

送付

住民税申告書

1-2-7

1-2. 申告情報収集

2-2. 申告情報登録

1-2-5 1-2-6 2-2-1

住民

（申告会場）

3月

課税資料

課税資料

相談会場

決裁

1-2-4

確定申告書

確定申告書

住民税申告書

課税資料

確定申告書

課税資料

確定申告書

所得情報に変更がある場合

15．住民税申告書を

紙で管理する事で該

当者の検索に手間が

かかる。

S

14/22から

(30.0*1) (4,800.0*1) (25.0*4,200)

(5.0*2,250)

(5.0*4,200)

確定申告資料

受取

課税資料

確定申告書

1-2 税務署から税務署へ確定申告を行った対象の名簿を受領し、特別徴収及び税務署申告の非対象者へ住民税の申告案内を行う

2-2 住民税申告の内容を登録する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （5/22）

住民

（申告会場）

税担当組織

税務署

申告相談受付

申告相談

申告データ登録

保管

申告情報

E

9/22へ

確定申告資料

送付

相談会場準備

未申告者については前年度登録情報

により申告データを作成。

年金についても給与支払報告書と同じ

扱い。

スキャン

イメージＮｏ付番

申告書イメージ

次期システム（個人住民税）

住民税申告書をイ

メージ化する事により、

検索性を向上する。

（課題15）

申告支援システム

1-2. 申告情報収集

2-2. 申告情報登録

1-2-5 1-2-6 2-2-12-2-5

申告情報

3月

相談会場の

決裁

1-2-4

住民税申告書

住民税申告書

課税資料

課税資料

確定申告書

確定申告書

E

9/22から

所得情報に変更がある場合

課税資料

確定申告書

1-2-7

住民税申告書

確定申告書

住民税申告書

課税資料

S

14/22から

(30.0*1)
(4,800.0*1)

(25.0*4,200)

(5.0*2,250)

(5.0*4,200)

(0.1*4,200)

確定申告資料

受取

課税資料

確定申告書

1-2 税務署から税務署へ確定申告を行った対象の名簿を受領し、特別徴収及び税務署申告の非対象者へ住民税の申告案内を行う

2-2 住民税申告の内容を登録する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （6/22）

税務課

税務署

確定申告書入手 申告内容登録

住民の所在

確認

他自治体向け

付表返送

住民情報

ATOMS

他自治体

(転出先等)

申告情報

申告支援システム

F

9/22へ

確定申告書

第一・二表（住）

確定申告書

第一・二表（住）

確定申告書

第一・二表（住）

2-2-2

18．確定申告書を見

ながら申告支援シス

テムに申告内容を登

録しており、手間がか

かる。

16．確定申告書を税務

署から紙で受取っており、

管理や保管及び検索に

手間がかかる。

17．確定申告書を見

ながら住所確認を確

認しており手間がかか

る。

1-2. 申告情報収集

2-2. 申告情報登録

1-2-8 1-2-9

1-2-10

3月から4月

保管

他自治体資料である場合

19．紙で保管するため、

管理や検索に手間が

かかる。

(40.0*20)

(3.0*1,700)

(5.0*20)

(5.0*1,700)

確定申告書送付 確定申告書

第一・二表（住）

他自治体向け

付表受取

確定申告書

第一・二表（住）

確定申告書

第一・二表（住）

1-2 税務署から税務署へ確定申告を行った対象の名簿を受領し、特別徴収及び税務署申告の非対象者へ住民税の申告案内を行う

2-2 住民税申告の内容を登録する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （6/22）

税担当組織

税務署

確定申告書入手

他自治体

(転出先等)

申告情報

1-2-8

パンチ資料

取りまとめ

スキャン

イメージＮｏ付番

申告書イメージ

1-2. 申告情報収集

2-2. 申告情報登録

次期システム（個人住民税）

資料イメージを登録す

ることで、資料の保管

及び検索性を向上。

（課題16、19）

外部委託対象業務

G

9/22へ
申告内容登録

他自治体向け

付表返送

エラー修正

2-2-3

確定申告書

第一・二表（住）

確定申告書

第一・二表（住）

確定申告書

第一・二表（住）

確定申告書

第一・二表（住）

確定申告書

第一・二表（住）

保管

確定申告書

第一・二表（住）

申告内容登録の際に画

面上で住民の所在確認

が行える様になる。（課

題17）

1-2-10

1-2-11

3月から4月

申告内容の登録作

業を外部委託する事

により職員の手間を

軽減する。（課題18）

他自治体資料である場合

(40.0*20)

(5.0*20)

(0.4*1,700）

(3.0*100)

確定申告書送付

他自治体向け

付表受取

確定申告書

第一・二表（住）

確定申告書

第一・二表（住）

申告情報

申告支援システム

1-2 税務署から税務署へ確定申告を行った対象の名簿を受領し、特別徴収及び税務署申告の非対象者へ住民税の申告案内を行う

2-2 住民税申告の内容を登録する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （7/22）

住民

税務課

税務署

現地調査

決裁

過去の調査

データ

事業者

所在地確認

事業状況の

現地調査

家屋敷

課税申告依頼

居住地に

所得照会

依頼書

一般収支内訳書

申告書

申告情報

現地調査 申告

依頼書

申告受付

対象者コード

取得

所得証明

所得証明

家屋敷申告

情報登録

申告情報

申告期間外の場合

申告依頼実施

決裁

申告支援システム

家屋敷課税(事業所課税)

- 均等割り

1-3-1 1-3-2

1-3-3 1-3-4

1-3-5

1-3-6 2-3-1 2-3-2

21．事業者の所

在地を過去の調

査データで確認し

ており情報の検

索性が低い。

22．決裁無しで現地調

査を行っても問題は無い

と思われる。

23．決裁を紙文書で

行っているため、関係資

料の管理や保管に手間

がかかる。

1-3. 家屋敷課税情報収集

2-3. 家屋敷課税情報登録

課税台帳

登録

家屋敷登録

課税台帳 家屋敷情報

ATOMS

G

9/22へ

24．住登外登録実施

後、割り振られた対象

者のコードを住民税申

告書に転記するのは効

率が悪い。

2-3-3

3月から4月、随時

申告がない場合

1-3-7

2-3-4

住民税申告書

住民税申告書 住民税申告書

確定申告書

(960.0*1)

(30.0*1)

(480.0*1)

(30.0*1)

(1.0*30)

(1.0*30)

(10.0*10)

(15.0*20)

(10.0*3)

(3.0*10) (5.0*10)

所得証明

住民税申告書

事業者

所在地確認

一般収支内訳書

申告書

1-3 地方税法第294条に該当する、当該自治体内に家屋等を所有する住民ではない個人または法人の情報を収集する

2-3 地方税法第294条に該当する対象の情報を登録する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （7/22）

住民

税担当組織

税務署

事業者

所在地確認

事業状況の

現地調査

家屋敷課税

申告依頼

居住地に

所得照会

依頼書

一般収支内訳書

申告書

現地調査

申告

依頼書
住民税申告書

申告受付

住民税申告書

家屋敷申告

情報登録

所得証明

所得証明

申告依頼実施

決裁

1-3-1 1-3-3 1-3-4 1-3-5 1-3-6

過年度実績

保管

H

9/22へ

システムで事業者

情報を確認すること

で、所在地確認作

業を軽減。（課題

21）

2-3-2

1-3. 家屋敷課税情報収集

2-3. 家屋敷課税情報登録

現地調査起案及び決裁を

なくし、現地調査までの処

理時間を短縮する。

（課題22）

3月

家屋敷課税(事業所課税)

- 均等割り

1-3-7

申告がない場合

申告期間外の場合

課税台帳

登録

2-3-3

課税台帳

(960.0*1) (480.0*1)

(30.0*1) (1.0*30)

(1.0*30) (10.0*3)

(5.0*10)

(10.0*10)

申告情報

申告支援システム

住民税申告書

次期システム（個人住民税）

現地調査起案及び決裁を

なくし、現地調査までの処

理時間を短縮する。

（課題22）

氏名や生年月日で検索で

きるようになることから、対

象者のコードを申告書に

転記する必要がなくなる。

（課題24）

事業者

所在地確認

一般収支内訳書

申告書

1-3 地方税法第294条に該当する、当該自治体内に家屋等を所有する住民ではない個人または法人の情報を収集する

2-3 地方税法第294条に該当する対象の情報を登録する



システム

必要情報

時期

概要

申告書

所得関連

資料送付

個人住民税 現行業務フロー （8/22）

事業者

税務課

該当市町村

居住地確認申告情報確認

対象市町村向

通知書作成

住民登録外

賦課決定通知書

住民登録外

賦課決定通知書

所得関連資料

所得関連資料

保管

課税台帳

住民

所得関連資料

受領

H

16/22へ

住所地

本人確認

住所地回答

決裁

住民登録外

賦課決定通知書

対象市町村向

通知書送付

住民登録外

賦課決定通知書

当初に間に合わない場合、修

正申告として取り扱う

生活の本拠地課税

1-4. 生活の本拠地課税情報収集

2-4. 生活の本拠地課税情報登録

申告情報

給与支払報告書

生活の本拠地課

税申告

ATOMS申告支援システム

1-4-1

申告書

26．紙の給与支払報

告書を受取っているた

め、保管や管理に手

間がかかる。

年金支払報告書

1-4-2 1-4-3

2-4-3

2-4-4

2-4-5

2-4-2

27．紙資料による決裁

を行っており、資料の回

覧や管理に手間がかか

る。

申告情報

登録

2-4-1

3月

保管

住所地回答

給与支払報告書
給与支払報告書

年金支払報告書

申告書

(1.0*60)

(1.0*60) (1.0*60) (5.0*60)

(5.0*60)

(30.0*30)

(2.0*15)

(1.0*20)

支払報告書

送付

給与支払報告書

年金支払報告書

1-4 地方税法第294条の第3項に該当する、住民票は他自治体にあるが生活の実態が当該自治体にある個人の情報を、他自治体への照会等を通じて収集する

2-4 地方税法第294条の第3項に該当する対象の情報を登録する



システム

必要情報

時期

概要

所得関連

資料送付

個人住民税 次期業務フロー （8/22）

事業者

税担当組織

住民票があ

る市町村

居住地確認申告情報確認

対象市町村向

通知書作成

所得関連資料

所得関連資料

保管

申告情報

住民

所得関連

資料受領

I

16/22へ

住所地

本人確認

住所地回答

決裁

通知書送付

当初に間に合わないので、修

正申告として取り扱う。

生活の本拠地課税

2-4-3

2-4-4

2-4-5

1-4. 生活の本拠地課税情報収集

2-4. 生活の本拠地課税情報登録

申告情報

登録

次期システム（個人住民税）

年金支払

報告書

eL-TAX

電子申告サービス対応の場合

生活の本拠地課

税申告

申告書

給与支払報告書

申告書

年金支払報告書

1-4-1 1-4-2 1-4-3
2-4-2

2-4-1

住民登録外賦課

決定通知

住民登録外賦課

決定通知

住民登録外賦課

決定通知

電子申告サービス対

応する場合は、年金

支払報告書情報を

データで受取る。

（課題26）

3月

保管

給与支払報告書 給与支払報告書

年金支払報告書

申告書

(1.0*60)

(1.0*60) (1.0*60) (5.0*60)

(2.0*60)

(30.0*30)

(2.0*15)

(1.0*20)

住民登録外賦課

決定通知

支払報告書

送付

給与支払報告書

年金支払報告書

1-4 地方税法第294条の第3項に該当する、住民票は他自治体にあるが生活の実態が当該自治体にある個人の情報を、他自治体への照会等を通じて収集する

2-4 地方税法第294条の第3項に該当する対象の情報を登録する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （9/22）

住民

税務課

登録データ妥当性

確認

控除重複・

所得漏れ確認

申告情報

C

3/22から

D

5/22から

E

5/22へ

修正申告の

お願い

申告指導

（必要者のみ）

税務署

対応連絡

連絡箋

連絡箋

I

11/22へ

29．控除の重複や所得

の漏れを自動的に判別

できていないので手間が

かかる。

2-5-1 2-5-2

2-5-5

2-5-7

28．登録データの妥当

性確認を人手でおこなっ

ており手間がかかる。

F

6/22から

B

2/22から

2-5. 登録内容確認

G

7/22から

3月から4月

保管

ダンプリスト

（支払報告書）

給与支払報告書

年金支払報告書

住民税申告書

修正内容確認

確定申告書

世帯台帳

給与支払報告書

年金支払報告書

住民税申告書

確定申告書

世帯台帳

保管

調査実施

調査対応

2-5-4

20．確定申告書を

参照しながら要調

者を抽出してるので

効率が悪い。

調査対象者

選定

2-5-3

19．紙で保管するため、

管理や検索に手間が

かかる。

2-5-6

修正・指導が必要な場合

申告支援システム

30．申告関連資料とダ

ンプリストで入力データ

精度を確認・修正してお

り手間がかかる。

(3.0*25,000)
(2.0*25,000)

(2.0*480) (60.0*17)

(15.0*100)

(5.0*5)

(5.0*70)

2-5 登録内容を確認する申告内容に不備があれば対象者へ修正申告を依頼する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （9/22）

住民

税担当組織

登録データ妥当性

確認及び関係組

織周知

申告情報

保管

税務署

支払

報告書

住民税

申告書

J

11/22へ

2-5. 登録内容確認

2-5-8
2-5-1

G

6/22から

H

7/22から

合算指示

支払報告書

住民税申告書

次期システム（個人住民税）

登録内容の妥当性や控除の

重複論理エラーをシステムで行

うため、人手による作業を軽減

する。（課題28、29）

システムから出されたエラー分に

ついてのみ確認･修正を行うこと

で、確認に要する手間を削減。

（課題30）

D

3/22から

E

5/22から

C

2/22から

3月から4月

調査対象選定者をシステ

ムで、補助することで、補

助作業を軽減する。（課題

20）

F

5/22へ

修正申告の

お願い

申告指導

（必要者のみ）

対応連絡

連絡箋

連絡箋

2-5-5

2-5-7

調査実施

調査対応

2-5-4

調査対象者

選定

2-5-3

2-5-6

修正・指導が必要な場合

(1.0*1)
(3.0*25,000)

(2.0*480)
(60.0*17)

(15.0*100)

(5.0*5)
(5.0*70)

修正内容確認

2-5 登録内容を確認する申告内容に不備があれば対象者へ修正申告を依頼する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （10/22）

他市町村

税務課

住登外被扶養

者リスト出力

市外在住

被扶養者リスト

住所地選定

世帯台帳

前年申告書

現年度申告書

給与支払報告書

市外在住

被扶養者リスト

本人に確認

事業所確認

税理士に確認

所得照会

決裁

所得・扶養重複

状況確認

家族情報

申告支援システム

J

16/22へ

更正の場合

住民登録外被扶養者調査

保管

該当市町村

所得照会

所得資料送付

所得資料

所得資料

2-6-1 2-6-2

2-6-3

2-6-4

2-6-5

2-6-6 2-6-7 2-6-8

31．住登外被扶養

者一覧をシステム

で確認できないため、

市外在住被扶養

者リストを出力して

いる。

32．住所地を特

定するために多く

の紙資料を参照

する必要がある。

33．紙資料による決

裁を行っており、資料

の回覧や管理に手間

がかかる。

2-6. 扶養状況調査

K

11/22へ

当初課税の場合

6月から8月

本人・

別の扶養者

回答

回答書

回答書(10.0*1)
(240.0*1)

(120.0*1)

(120.0*1)

(120.0*1)

(30.0*1)
(360.0*1)

(10.0*300)

2-6 住民税申告者の被扶養者となっているが、他自治体に住民票を持つため当該自治体に申告資料がない対象の所得状況等を調査する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （10/22）

市町村

税担当組織

住登外被扶養者

住所確認

本人に確認

事業所確認

税理士に確認

所得照会

決裁

K

16/22へ

更正の場合

住民登録外被扶養者調査

2-6-1

2-6-3

2-6-4

2-6-5

2-6-6

2-6. 扶養状況調査

住所地を特定できる資料を検索出

来、資料イメージが画面で確認でき

る。（課題32）

申告書イメージ

次期システム（個人住民税）

L

11/22へ

当初課税の場合

随時

所得・扶養重複

状況確認

該当市町村

所得照会

所得資料送付

所得資料

所得資料

2-6-7 2-6-8

回答

回答書

回答書

本人・

別の扶養者

(5.0*1)

(120.0*1)

(120.0*1)

(120.0*1)

(30.0*1) (360.0*1)

(10.0*300)

住登外被扶養者をシ

ステムで抽出できるよう

になることにより、市外

在住被扶養者からの

抽出作業を削減。

（課題31）

扶養情報

2-6 住民税申告者の被扶養者となっているが、他自治体に住民票を持つため当該自治体に申告資料がない対象の所得状況等を調査する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （11/22）

住民

税務課

電算センター

納税通知書

送付（5月）

納税通知書

送付（6月）

納税通知書

納税通知書 納税通知書

申告情報受渡し

課税情報

課税計算

計算結果確認

（特殊な人のみ）

申告情報

K

10/22から

課税計算結果

納税通知書

印刷・送付

34．申告受付する申告支

援システムがＡＴＯＭＳと別

システムであるので、電算セ

ンターに申告情報受け渡し

を依頼しなければならない。

ATOMS

決裁

（5月）

決裁

（6月）

納税通知書 納税通知書
3-1-1

3-1-2 3-1-3

3-1-4 3-1-5

35．紙資料による決裁

を行っており、資料の回

覧や管理に手間がかか

る。

36．大量の納税通知書

送付を行うため多くの職員

が動員されている。

3-1. 当初賦課

I

9/22から

5月から6月

特徴義務者

(30.0*2)

(30.0*1) (30.0*1)

(160.0*1) (800.0*1)

申告支援システム

納税通知書

受取

納税通知書

納税通知書

受取 納税通知書

3-1 当初申告内容から個人住民税の当初賦課額を計算する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （11/22）

住民

税担当組織

印刷・封入封緘

（5月）

納税通知書

課税計算

計算結果確認

（特殊な人のみ）

3-1. 当初賦課

L

10/22から

課税計算結果

決裁

（５月）

3-1-1

印刷・封入封緘

（6月）

納税通知書

納税通知書作成

納税

通知書

納税

通知書

3-1-5

J

9/22から

決裁

（６月）

納税

通知書

納税通知書の送付を

外部に委託し、職員

による送付作業を廃

止。（課題36）

外部委託対象業務

3-1-6

3-1-33-1-2

次期システム（個人住民税）

連携する事で申告情

報の受け渡しを電算

センター依頼しなくて

済むようになる。（課

題34）

5月から6月

特徴義務者

(30.0*2)

(30.0*1)
(30.0*1)

(30.0*2)

(1.0*2)

送付 送付

納税通知書 納税通知書

特別徴収の場合

(給与天引き)

普通徴収の場合

(個人納付)

3-1-7 3-1-8

(10.0*1) (10.0*1)

申告情報

申告支援システム

受取
納税通知書

受取

納税通知書

3-1 当初申告内容から個人住民税の当初賦課額を計算する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （12/22）

住民

税務課

電算センター

納付書発送（6月は3日かかる。通常月は1日以内）

地区別仕分け

納付書

封入 住所読合せ

納付書送付対象

リスト

納付書送付対象

リスト

重量別

仕分け

郵便番号別

仕分け

発送件数確認

納付書

納付書送付

対象リスト

納付書

納付書送付

納付書

保管

納付書 納付書

納付書送付対象

リスト

納付書 納付書

決裁

3-2-1

3-2-2 3-2-3 3-2-4 3-2-5 3-2-6 3-2-7 3-2-8

38．納付書の仕分けや送付

作業に多くの職員が動員され

通常業務に影響を与えること

も想定される。

M

16/22から

L

15/22から

3-2. 納付書送付

現行では、個人住民税・固定資産税・国保税の課税担当が地区担当で作業を行っている。

決定通知書

決定通知書 決定通知書 決定通知書 決定通知書 決定通知書 決定通知書

決定通知書

保管

納付書送付

対象リスト

納付書

決定通知書

納付書

決定通知書

37．決裁に紙資料を用い

ており、資料の保管・管理

に手間がかかる。

7月から翌年4月

(30.0*10)

(0.2*19,500)

(20.0*10)
(30.0*10)

(20.0*10) (5.0*10) (5.0*10)

(1.0*10)

決定決議書

決定決議書

決定決議書 決定決議書 決定決議書

3-2 金融機関で個人住民税を納付するための納付書を発行する

特別な封入封緘が必要な場合



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （12/22）

住民

税担当組織

決裁

3-2. 納付書送付

課税計算結果

M

15/22から

納付書、

決定通知書作成

納付書

決定通知書

納付書

決定通知書

納付書

決定通知書

現行で存在する封入、仕分けなどの作業は送付に纏

め、外部委託先で実施する。

N

16/22から

保管

外部委託対象業務

印刷指示

納付書

決定通知書

電算センターに依頼して納付書作成するのが税担当により作成可能になる。

納付書送付作業を

外部に委託し、職員

による納付書の仕分

け、送付作業を廃止。

（課題38）

納付書発送（6月は3日かかる。通常月は1日以内）

3-2-9 3-2-1 3-2-10

納付書

決定通知書

(30.0*10)(1.0*3)
(10.0*1)

決定決議書 決定決議書

次期システム（個人住民税）

納付書

決定通知書

(1.0*10)

7月から翌年4月

地区別仕分け 住所読合せ

重量別

仕分け

郵便番号別

仕分け

発送件数確認

納付書 納付書納付書 納付書

3-2-3 3-2-4 3-2-5 3-2-6 3-2-7

決定通知書 決定通知書 決定通知書 決定通知書

納付書

決定通知書

特別な封入封緘が必要な場合

送付

3-2-11

印刷・

封入封緘

(20.0*10) (30.0*10) (20.0*10) (5.0*10) (5.0*10)

3-2 金融機関で個人住民税を納付するための納付書を発行する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （13/22）

郵便局

税務課

住民課

所在不明

納付書受領

所在確認

申告書

給与支払報告書

所在確認

（本人）

実態調査依頼

実態調査結果

納付書送付

公示送達

（翌月）

保管

保管

実態調査

調査依頼資料

実態調査依頼

決裁

公示送達

決裁

3-3-4

3-3-5

39．住民の所在情報を保

管されている数の紙資料で

確認しているため、業務が

煩雑になっている。

3-3. 公示送達

納付書

調査依頼資料 調査結果資料

住所特定された場合

住所特定されなかった場合

調査結果

確認

調査結果資料

40．紙資料による

決裁を行っており、

資料の回覧や管

理に手間がかか

る。

3-3-9
納税通知書・

納付書

（所在不明）

納税通知書・

納付書

（所在不明）

3-3-1 3-3-2 3-3-3

3-3-6 3-3-7 3-3-8

調査結果資料

随時

(5.0*11)

(10.0*40) (10.0*100)

(30.0*1)

(30.0*2)

(1.0*2) (30.0*11)
(30.0*11)

(70.0*1)

所在不明

納付書送付

納税通知書・

納付書

（所在不明）

納付書受取

納付書

3-3 地方税法第20条の第2項に該当する、送達できない文書について公示送達の手続きを行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （13/22）

郵便局

税務課

住民課

所在不明

納付書受領

所在確認

（本人）

実態調査依頼

実態調査結果

納付書送付

公示送達

（翌月）

保管

実態調査

調査依頼資料

実態調査依頼

決裁

公示送達

決裁

3-3-3

3-3-4

3-3-5

3-3. 公示送達

調査依頼資料

調査結果

資料

調査結果

資料

住所特定された場合

住所特定された場合

調査結果

確認

調査結果資料

所在確認は、申告書、給

与支払報告書は次期シス

テムのデータを照会する。

実態調査結果は保管帳

票を使用する。

申告情報

次期システム（個人住民税）

電子メールによる受取

保管

納税通知書・

納付書

（所在不明）

納税通知書・

納付書

（所在不明）

3-3-1

3-3-6 3-3-7 3-3-8

3-3-9

随時

(5.0*11) (5.0*40)
(10.0*100)

(30.0*1)

(30.0*2)

(1.0*2)
(30.0*11)

(30.0*11)

(70.0*1)

所在確認

3-3-2

システムで住民の所在情報を

検索確認できるため、複数の

紙資料の確認作業を軽減。

（課題39）

所在不明

納付書送付

納税通知書・

納付書

（所在不明）

納付書受取

納付書

納付書

3-3 地方税法第20条の第2項に該当する、送達できない文書について公示送達の手続きを行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （14/22）

税務課

保険会社

報酬情報

提出依頼

報酬情報

作成送付

申告情報確認

未申告の場合

修正申告の場合

報酬情報

外交員リスト、

依頼書作成

報酬情報

支払調書作成

支払調書

外交員リスト 外交員リスト

外交員リスト

報酬情報提出

依頼書

報酬情報提出

依頼書

41．外交員リストを手作業で

表計算ソフト管理しているので

手間がかかる。

44．支払調書を手

作業で表計算ソフ

ト管理しているので

手間がかかる。

報酬情報提出

依頼書

決裁

外交員リスト

報酬情報提出

依頼書

申告情報

申告内容調査

（8月）

ATOMS

申告内容

調査結果

支払調書4-1-1
4-1-2 4-1-3

4-1-4 4-1-5

42．紙資料による決裁を

行っており、資料の回覧や

管理に手間がかかる。

43．報酬情報を紙資料で

受取っているため保管や管

理に手間がかかる。

45．申告内容調査を表

計算ソフトの支払調書

とATOMSの申告情報

を参照しながら行ってい

るため手間がかかる。

N

16/22へ

O

18/22へ

4-1. 保険外交員申告調査

1月、8月

S

5/22へ

4-1-6

報酬情報

確定申告の場合

(30.0*1)
(90.0*1)

(30.0*1)

(120.0*1)

(120.0*1) (150.0*1)

4-1 保険会社を通じて、保険外交員の事業所得分の申告漏れ調査を行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （14/22）
4-1. 保険外交員申告調査

税務課

保険会社

報酬情報

提出依頼

報酬情報

作成送付

申告情報確認

未申告の場合

修正申告の場合

報酬情報

外交員リスト

依頼書作成

報酬情報

支払調書作成

支払調書

外交員リスト 外交員リスト

外交員リスト

報酬情報提出

依頼書

報酬情報提出

依頼書

報酬情報提出

依頼書

決裁

外交員リスト

報酬情報提出

依頼書

申告情報

申告内容調査

（8月）

次期システム(個人住民税)

申告内容

調査結果

支払調書

4-1-1
4-1-2 4-1-3 4-1-4 4-1-5

4-1-6
N

16/22へ

O

18/22へ

2月から8月

報酬情報

S

5/22へ

確定申告の場合

(30.0*1) (90.0*1) (30.0*1) (120.0*1)

(120.0*1) (150.0*1)

4-1 保険会社を通じて、保険外交員の事業所得分の申告漏れ調査を行う。



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （15/22）

税務課

電算センター

回付データ

出力・送付

消し込み

対象者情報

修正

回付データ

税額・特徴結果

年金支払日前の死亡者について、1日から14日まで、を対象に強制的に普徴に変える。

電算センターにリスト作成依頼 月末に依頼、月末に普徴処理

対象者データ

受取

対象者データ

対象者データ

登録

対象者データ

対象者情報

確認

年金特徴者情報

税額情報

回付データ

税額・特徴結果

eLTAX

L

12/22へ

46．年金特別徴収対象者デー

タを税務課で登録できず、電算

センターに依頼するしかない。

リストナビ

ATOMS

ATOMS

年金特徴者情報

対象者データ

登録依頼

対象者データ

eLTAX

対象者エラーリ

スト

4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-2-5

47．ATOMSでエラーリストを直

接確認できないため、電算セン

ターからエラーリストを受取って対

象者を確認した後に、修正を行

わなければならない。

48．税額・特徴結果

の回付データを税務

課でシステムに登録

し消し込み作業が行

えないため、電算セン

ターに消し込みを依

頼している。

4-2. 年金特徴者調査

随時

(1.0*12) (10.0*12) (2.0*30)

(30.0*1)
(30.0*12)

4-2 隔月の公的年金等支払報告書と突合し、更正の有無確認、特別徴収から普通徴収への切替処理等を行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （15/22）

税担当組織

回付データ

取得

消し込み

回付データ

税額・特徴結果

年金支払日前の死亡者について、1日から14日まで、を対象に強制的に普徴に変える。

対象者データ

受取

対象者

データ

エラーリスト

確認・修正

課税情報

税額情報

回付データ

税額・特徴結果

eLTAX

N

12/22へ

次期システム（個人住民税） 次期システム（個人住民税）

対象者データ

登録

4-2. 年金特徴者調査

4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-5 4-2-6

対象者

データ

年金特徴者情報

eLTAX

エラーリストを税担当組織で

システムで直接確認し、一度

に修正を行うことができる。電

算センターによるエラーリストの

リストナビ登録作業を廃止。

（課題47）

対象者データを税担当組

織でシステムに取り込むこ

とで、電算センターでの

データ登録作業を廃止。

（課題46）

税額・特徴結果の回付

データをシステムに直接

登録できるようになるた

め、電算センターで行っ

ている登録作業を廃止。

（課題48）

随時

(1.0*12) (3.0*12)

(1.0*30)

(30.0*12) (10.0*1)

4-2 隔月の公的年金等支払報告書と突合し、更正の有無確認、特別徴収から普通徴収への切替処理等を行う



システム

必要情報

時期

概要

一時所得・雑

所得者リスト

個人住民税 現行業務フロー （16/22）

住民

税務課

事業者

課税情報

申告情報

確認

修正申告確認

・修正内容確認

住民税申告書

（修正）

申告情報

修正

更正決定用

資料出力

確定申告

追加・修正情報

給与支払い報告

書（修正）
証拠資料

更正決定通知書

更正決議書

P

18/22から

N

14/22から

保管

M

12/22へ

50．扶養情報、

状況メモ等が

オンラインで見

ることができな

いため紙資料

で確認してい

る。

H

8/22から

J

10/22から

保管

納付書

ATOMS

決裁

49．事業者から

受取る確定申告

の追加・修正情

報や給与支払報

告書が全て紙資

料であり、保管や

管理に手間がか

かる。

51．決定通知と納付

書発行の両方で決裁

を行っている。

5-1. 修正・期限後申告及び更正

前年データ

世帯台帳

所得計算結果

6月中旬から翌年3月

7月から10月

税務署

5-1-1 5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-1-5(5.0*500)

(1.0*500) (5.0*500)
(1.0*300)

(30.0*10)

住民税申告書

送付

住民税申告書

（修正）

証拠資料

確定申告

情報送付

確定申告

追加・修正情報

給与支払い報告

書（修正）

一時所得・雑所

得者リスト送付

一時所得・雑

所得者リスト

5-1 住民や事業所、税務署からの修正申告を受け付け処理する



システム

必要情報

時期

概要

一時所得・雑

所得者リスト

個人住民税 次期業務フロー （16/22）

住民

税担当組織

事業者

修正申告確認

・修正内容確認

申告情報確認・修正

確定申告

追加・修正情報

Q

18/22から

O

14/22から

N

12/22へ

I

8/22から

5-1-1 5-1-3

給与支払報告書

（修正）

住民税申告書

（修正）

証拠資料

課税情報

次期システム（個人住民税）

更正決定と納付書の起

案・決裁を1回で行ってい

る。（課題51）

決裁時に「更正決定通知書」「更正決

議書」「納付書」を打ち出す。

K

10/22から

6月中旬から翌年3月

税務署

7月から10月

5-1. 修正・期限後申告及び更正

(5.0*500) (5.0*500)

申告情報確認を

システムで行う。

扶養情報、状況メモ等を画面

状で確認できるようになることによ

り、紙資料での確認作業を削減。

（課題50）

住民税申告書

送付

住民税申告書

（修正）

証拠資料

確定申告

情報送付

一時所得・雑所

得者リスト送付

一時所得・雑

所得者リスト

確定申告

追加・修正情報

給与支払報告書

（修正）

5-1 住民や事業所、税務署からの修正申告を受け付け処理する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （17/22）

住民

税務課

厚労省

その他年金

組織

課税情報

年金修正資料

申告情報

登録・修正

更正決定用

資料出力

決裁

年金内容

問合わせ

納付書

保管

保管

リストナビ

情報提供

5-2-2 5-2-3 5-2-4

55．紙資料による決裁を

行っており、資料の回覧や

管理に手間がかかる。

54．通知書・決議書・納付書

の出力が、世帯番号順になっ

ているため、郵便番号順に並

び替える作業に時間がかかる。

年金修正資料

保管

52．紙の年金修正資料を受

取っているため、資料の保管や

管理に手間がかかる。

5-2. 過年度分年金更正

5-2-5

納付書

更正決定通知書

更正決議書

納付書

更正決定通知書

更正決議書

更正決定通知書

納付書

納付書仕分け

納付書送付

5-2-7

5-2-6

随時

更正決定通知書

年金修正資料

修正内容確認

5-2-1

年金綴

確定申告書

年金支払い額

リスト

住民税申告書

（該当期間分）

世帯台帳

53．修正内容確認に必

要な資料が多く、収集す

るのに時間がかかる。世

帯台帳は5年分の履歴を

参照するために使用する。

ATOMS

(10.0*300)

(5.0*6) (5.0*300) (1.0*100) (30.0*100)

(2.0*300)

(2.0*100)

年金修正

資料送付

年金修正資料

納付書受取

納付書

更正決定通知書

5-2 年金保険者からの過年度分の支払額修正報告を受け付け、更正を行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （17/22）

住民

税担当組織

厚労省

その他年金

組織

課税情報

修正内容確認

年金修正資料

申告情報登録・修

正

年金内容

問合わせ

5-2. 過年度分年金更正

保管

情報提供

決裁

保管

申告関連資料

更正決定用資料

出力

保管

更正決議書

納付書

更正決定通知書

更正決議書

納付書

更正決定通知書

納付書

更正決定通知書

次期システム（個人住民税）

修正内容システム確認で

きるようになり、事前の確

認作業を軽減。

（課題53）

通知書・決議書・納付書

の出力が郵便番号順に

なる。

（課題54）

年金修正資料

保管

納付書送付

5-2-1 5-2-2

5-2-3 5-2-4 5-2-5

随時

5-2-7

納付書仕分け

5-2-6

納付書

更正決定通知書

年金修正資料

保管

(1.0*300)

(5.0*6)

(5.0*300)

(1.0*100)

(30.0*100) (2.0*300) (2.0*100)

年金修正

資料送付

年金修正資料

納付書

受取

納付書

更正決定通知書

5-2 年金保険者からの過年度分の支払額修正報告を受け付け、更正を行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （18/22）

住民

税務課

未申告者リスト

作成

未申告者

リスト

申告指導通知

作成

申告の指導

未申告者の

申告相談

所得証明取得時、滞納

対応時、他部署からの情

報により確認

未申告者

リスト

57．未申告者を手

作業で表計算ソフ

ト管理しているので

手間がかかる。

O

14/22から

申告指導通知

決裁

申告指導通知

送付

申告指導通知

申告指導通知

P

16/22へ

申告指導通知 申告指導通知

申告内容

調査結果

保管

59．紙資料による決裁を

行っており、資料の回覧や管

理に手間がかかる。

6-1. 未申告者特定 6-3.申告指導

6-2. 申告指導通知作成

58．未申告者リスト全員分を打ち出し

てから、申告指導を送付する。対象者

を決めて抜き出して送付するので、紙

の無駄が生じる。

6-1-1 6-2-1 6-2-2 6-2-3 6-3-1

6月以降随時

(960.0*1)

(480.0*1)
(30.0*1)

(2.0*360)

(10.0*70)

未申告(無申告)

6-1 住民税の申告を行っていない対象を特定する

6-2 住民税未申告者に対して申告を勧奨する

6-3 未申告者の申告相談を受け付け、指導を行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （18/22）

住民

税担当組織

未申告者

リスト出力

申告の指導

未申告者の

申告相談

P

14/22から

申告指導通知

決裁

申告指導通知

Q

16/22へ

6-1-1

申告情報

未申告者リスト 未申告者リスト

申告指導通知

作成

次期システム（個人住民税）

申告指導通知

6-2-1 6-3-1

未申告の疑いがある住民をシ

ステムであらかじめ抽出するこ

とで、表計算ソフトの要調者リ

ストでの管理作業を廃止。

（課題57）

申告内容調査結果

（保健外交員）

申告指導通知

（ひな形）

申告指導通知（案）を先ず

決裁した後に、未申告者リ

ストから送付する人を決定

し、申告指導通知を打ち

出す事により、紙を削減す

る。（課題58）

申告指導通知

送付

申告指導通知

6-1. 未申告者特定 6-3.申告指導

6-2. 申告指導通知作成

6-2-2 6-2-3

6月以降随時

(5.0*1)

(30.0*1) (0.1*360)

(2.0*360)
(10.0*70)

6-1 住民税の申告を行っていない対象を特定する

6-2 住民税未申告者に対して申告を勧奨する

6-3 未申告者の申告相談を受け付け、指導を行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （19/22）

税務課

特別徴収

義務者

月額徴収額

調定（毎月）

異動確認

異動届

異動届

異動登録

異動の調定

（課内）

収納額

確認・調査

異動届(修正)

提出催促

事業者への

確認

異動報告

7-1. 異動確認

課税対象者情報

ATOMS

回答

63．異動確認

時に収納情報

を確認できない。

調定簿

保管

収納担当者との共

同作業

税額集計表

保管

異動届 異動届

保管

7-1-1
7-1-2 7-2-1 7-2-2 7-3-1

7-3-2 7-3-3

61．調定情報を紙資料

で管理しているため、管

理に手間がかかっている。

7-2. 異動登録

7-3. 収納額確認

給与支払

報告書

保管

62．異動届の内容を給

与支払報告台帳と確認

した後に、異動登録の

チェックを行っている事によ

り手間がかかる。

Q

20/22へ

月次処理(随時)

(60.0*12)

(3.0*1,000)

(5.0*1,000) (240.0*12)

(5.0*120)

(15.0*120) (5.0*120)

7-1 特別徴収義務者からの支払報告書、住民からの更正申告等の内容チェックを行う

7-2 特別徴収義務者からの支払報告書、住民からの更正申告等による異動を登録する

7-3 既に収納済みの額と、更正により過誤納がないか確認する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （19/22）

税担当組織

特別徴収

義務者

月額徴収額

調定（毎月）

異動届

異動登録

異動調定

（課内）

収納額確認・

調査

異動届(修正)

提出催促

事業者への

確認

異動報告

課税対象者情報

回答

異動届
保管

7-3-2
7-3-3

収納情報

異動者リスト

出力

異動者リスト異動者リスト

R

20/22へ

システムで収納情報の

確認を行い、紙資料で

の調定作業を廃止。

（課題63）

システムによる調定登録を行い、

紙資料での調定作業を廃止。

（課題61）

異動登録をする際に画面

上の給与報告書と確認し

ながら、異動登録チェック

を行う。（課題62）

7-1. 異動確認

7-2. 異動登録

7-3. 収納額確認

7-1-1 7-2-1 7-2-2 7-3-17-2-3

月次処理(随時)

(10.0*12) (2.0*1,000)

(3.0*12)

(240.0*12)

(1.0*120)

(15.0*120)
(5.0*120)

次期システム（個人住民税）

7-1 特別徴収義務者からの支払報告書、住民からの更正申告等の内容チェックを行う

7-2 特別徴収義務者からの支払報告書、住民からの更正申告等による異動を登録する

7-3 既に収納済みの額と、更正により過誤納がないか確認する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （20/22）

住民

税務課

電算センター

特別徴収

義務者

異動結果

資料出力

異動結果通知書

事業者用

異動結果通知書

住民用

税額納入書

異動結果

資料送付

異動結果通知書

事業者用

異動結果通知書

住民用

税額納入書

異動結果通知書

事業者用

異動結果通知書

住民用

税額納入書

7-4-1 7-4-2

7-4. 異動結果通知

Q

19/22から

月次処理(随時)

(1.0*12)

(0.5*700)

異動結果

資料受取

異動結果通知書

事業者用

異動結果通知書

住民用

税額納入書

異動結果

通知書送付

異動結果通知書

住民用

異動結果

通知書受取

異動結果通知書

住民用

7-4 異動結果を納付義務者へ通知する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （20/22）

住民

税担当組織

特別徴収

義務者

異動結果通知書

事業者用

異動結果通知書

住民用

税額納入書

7-4. 異動結果通知

異動結果

異動内容

確定

7-4-1

異動結果

資料出力

異動結果通知書

事業者用

異動結果通知書

住民用

税額納入書

R

19/22から

7-4-3

異動結果

資料送付

システム上で異動内容を確

定させる。

杵藤電算センターに資料を

もらっていたのが、直接シス

テムから打ち出せる様になる。

7-4-2

異動結果通知書

事業者用

異動結果通知書

住民用

税額納入書

月次処理(随時)

(1.0*12) (0.5*700)
(0.5*700)

異動結果

資料受取

異動結果

通知書送付

異動結果

通知書受取

異動結果通知書

住民用

異動結果通知書

住民用

次期システム（個人住民税）

7-4 異動結果を納付義務者へ通知する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （21/22）

県

税務課

税務協議会

電算センター

依頼内容確認 回答資料送付

64．県や税務協議会への回答

の際に、その都度電算センター

に資料作成を依頼し、紙資料を

集め回答している。

回答資料作成

必要資料準備

必要資料

必要資料

必要資料

準備依頼

8-1-1

8-1-2

8-1-3 8-1-5

8-1. 調査対応

随時

決裁

8-1-4

(5.0*6)

(15.0*6)

(360.0*6)

(30.0*6)

(360.0*6)

回答資料

調査回答

依頼

回答資料

回答資料

調査回答

依頼

回答資料回答資料

回答資料

受取

回答資料

回答資料

受取

回答資料

回答資料

8-1 都道府県や税務協議会から個人住民税に関する調査依頼を受け、調査・回答を行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （21/22）

県

税担当組織

税務協議会

依頼内容確認 回答資料送付

8-1. 調査対応

回答資料

作成

回答資料

8-1-1 8-1-3 8-1-5

汎用回答
課税情報

次期システム（個人住民税）

作成頻度の高い回答資料を

あらかじめシステムで自動作成

することで、資料作成作業を

軽減。（課題64）

随時

決裁

8-1-4

回答資料

(5.0*6) (240.0*6)

(30.0*6) (360.0*6)

回答資料

調査回答

依頼

調査回答

依頼

回答資料

回答資料

回答資料

回答資料

受取

回答資料

受取

回答資料

回答資料

8-1 都道府県や税務協議会から個人住民税に関する調査依頼を受け、調査・回答を行う



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 現行業務フロー （22/22）

税務課

財政担当

組織

電算センター

次年度予算

計画資料送付

次年度

予算計画資料

次年度

予算計画資料

65．次年度予算計画資

料を手作業で作成するの

で時間と手間がかかる。

予算計画資料

作成

必要資料準備

必要資料

次年度

予算計画資料

必要資料

必要資料

準備依頼

8-2-1 8-2-2 8-2-3

8-2. 予算計画作成

11月から12月

(15.0*1) (240.0*1)
(10.0*1)

次年度予算

計画資料受取

8-2 次年度の税収見込みから予算計画を策定する



システム

必要情報

時期

概要

個人住民税 次期業務フロー （22/22）

税担当組織

財務課

次年度予算計画

資料作成

8-2. 予算計画作成

必要情報参照

8-2-1 8-2-2

調定情報

次期システム（個人住民税）

次年度予算計画

資料送付

8-2-3

次年度

予算計画資料

必要情報をシステムで確認で

きるようにし、回答資料作成作

業を軽減。(課題65）

11月から12月

(10.0*1)

(240.0*1)

(10.0*1)

次年度予算

計画資料送付

次年度

予算計画資料

次年度

予算計画資料

8-2 次年度の税収見込みから予算計画を策定する
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 現行業務フロー （1/9）

事業所

課税担当

県税事務所

申告書発送 月の中旬に実施

登記情報入手

法人商業登記申

請書閲覧による

登記事項調査表

法人商業登記申

請書閲覧による

登記事項調査表

異動対象

法人リスト

法人登録

法人商業登記申

請書閲覧による

登記事項調査表

法人データ

財務会計システム

保管

1．異動対象法人を把握

するために財務会計システ

ムを参照して表計算ソフト

に入力し、一覧を作成して

いる。

1-1. 法人登録

1-1-1
1-1-3

随時

(1.0*12) (5.0*120) (5.0*120)

異動事業者確

認・リスト作成

1-1-2

登記事項

調査表送付

法人商業登記申

請書閲覧による

登記事項調査表

登記事項

調査表送付

法人商業登記申

請書閲覧による

登記事項調査表

1-1 法人商業登記申請状況を照会し、当該自治体に新規登記・異動のあった法人または支社を管理する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 次期業務フロー （1/9）

事業所

税担当組織

県税事務所

申告書発送 ： 月の中旬に実施

異動事業者

登録・確認

登記情報入手

法人商業登記申

請書閲覧による

登記事項調査表

法人商業登記申

請書閲覧による

登記事項調査表

法人データ

次期システム（法人住民税）

保管

1-1. 法人登録

1-1-1 1-1-2

法人の情報をシステムで管

理できるため、表計算ソフ

トの一覧作成を廃止。（課

題1）

随時

(1.0*12) (0.5*120)

登記事項

調査表送付

登記事項

調査表送付

法人商業登記申

請書閲覧による

登記事項調査表

法人商業登記申

請書閲覧による

登記事項調査表

1-1 法務局への法人商業登記申請を照会し、当該自治体に新規登記・異動のあった法人または支社を管理する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 現行業務フロー （2/9）

事業所

税務課

申告書発送 月の中旬に実施

申告・納付

関連資料準備

宛名シール

確定申告書

（前月決算月）（様式）

封入・仕分け

封書

発送

申告済事業者も同様に取り扱う

申告対象法人データ

封書

財務会計システム

2．申告資料を整理する

のに、書式が複数あるの

で時間がかかる。

保管

1-2. 申告資料送付

1-2-1
1-2-2 1-2-3

予定申告書

6ヵ月後決算対象

（様式）

納付書

法人住民税

名簿リスト

随時

(30.0*12)

(2.0*900)

(2.0*12)

受取

封書

1-2 法人へ申告資料を発送する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 次期業務フロー （2/9）

事業所

税担当組織

申告書発送 ： 月の中旬に実施

申告・納付

関連資料出力

確定申告書

（前月決算月）

予定申告書

6ヵ月後決算対象

納付書

封入・仕分け

封書

発送

法人データ

封書

次期システム（法人住民税）

1-2.申告資料送付

1-2-1 1-2-2 1-2-3

用意する申告資料はシ

ステムより出力されるので

時間が削減される。（課

題2）

随時

(30.0*12)

(2.0*900) (2.0*12)

宛名シール

法人住民税

名簿リスト

保管

受取

封書

1-2 法人へ申告資料を発送する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 現行業務フロー （3/9）

事業所

税務課

申告受付 申告内容確認

法人住民税の

確定申告書

申告内容登録

申告情報

法人住民税の確

定申告書

保管

申告内容出力

法人住民税

調定表

法人住民税の確

定申告書

内容読合せ

月次に一括して実施 予定申告、修正、更正も同じ流れ

現年度・過年度

税額集計

現年度・過年度

税額集計表

法人住民税の

確定申告書

保管

財務会計システム

保管

法人住民税

調定表

法人住民税の確

定申告書

法人住民税の確

定申告書

登録内容修正

5．財務会計システムで入力情報

の読み合わせができていない。また、

画面上でその都度修正できる機能

があれば業務効率が高まる。 6．現年度・過年度

の税額集計表を手

作業により作成して

いる。

不備があった場合

2-1. 申告受付

前年度資料

保管

4．前年度の情報を確

認するために、資料の

収集や紙資料から検

索しなければならず時

間がかかってしまう。

A

5/9へ

3．紙資料による申告

が行われているため、

データをシステムに登録

しなければならない。

2-2. 申告内容登録

2-3. 申告内容確認・修正

2-4. 税額集計

随時

2-1-1 2-1-2 2-2-1 2-2-2 2-3-1 2-3-2 2-4-1

(1.0*900) (3.0*900)

(2.0*900) (1.0*900)

(1.0*900) (5.0*90)

(1.0*900)

確定申告書

送付

法人住民税の

確定申告書

2-1 法人からの申告を受け付ける

2-2 法人からの申告内容を登録する

2-3 申告内容に不備がないかチェックし、必要があれば修正を行う

2-4 現年度、過年度含めて賦課計算後の税額集計を行う



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 次期業務フロー （3/9）

事業所

税担当組織

申告受付 申告内容確認

法人住民税の

確定申告書

申告内容登録

申告情報

法人住民税の確

定申告書

申告内容出力

法人住民税

調定表

法人住民税の確

定申告書

内容読合せ

月次に一括して実施 予定申告、修正、更正も同じ流れ

法人住民税の

確定申告書

法人住民税の確

定申告書

登録内容修正・

税額集計

不備があった場合

2-1-1 2-1-2 2-2-1 2-2-2 2-3-1 2-3-2

保管

eLTAXエラー

修正

次期システム（法人住民税）

eLTAXの申告情報を指定の

タイミングで取得し、法人住

民税の申告情報に取り込む

ため、申告書の受取および、

申告内容登録に関る作業

を軽減。（課題3）

申告情報登録内容修正

後に自動集計を行うため、

現年度、過年度税額の

集計結果の確認のみに

作業を軽減。

（課題6）

随時

2-1. 申告受付

2-2. 申告内容登録

2-3. 申告内容確認・修正

(1.0*900) (3.0*900) (2.0*720)

(5.0*18)

(1.0*900)

(1.0*900) (0.5*90)

システムで現年度、過年

度の情報を確認できるた

め時間を削減できる。

（課題4）

申告内容を直接システムで

登録・修正できるので、業

務効率が高まる。

（課題5）

申告情報

eLTAX

確定申告書

送付

法人住民税の

確定申告書

2-1 法人からの申告を受け付ける

2-2 法人からの申告内容を登録する

2-3 申告内容に不備がないかチェックし、必要があれば修正を行う



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 現行業務フロー （4/9）

事業所

県税事務所

税務担当

月次に一括して実施

税額確認 必要に応じ指導

指導内容確認

保管

保管

7．税額確認の際には保

管している通知書から検

索しなければならず事務が

煩雑である。また、未申告

法人の抽出も紙資料で

行っているため、作業精度

の点で懸念がある。

指導実施

決裁

2-5. 申告指導

9．未申告調査・未申告

一覧の紙資料作成によ

る決裁は資料の作成・

保管などに手間がかかる。

法人住民税の

確定申告書

申告漏れ確認

法人税額通知書

申告内容一式

随時

2-5-1

2-5-2 2-5-3 2-5-4

8．保管されている昨年分

の法人住民税確定申告

書と比較しながら今年度

分申告漏れを手作業で行

う。

(1.0*840) (10.0*5)
(30.0*5) (30.0*5)

法人税額

通知書送付 法人税額通知書

2-5 未申告の法人に対して申告指導を行う



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 次期業務フロー （4/9）

事業所

県税事務所

税担当組織

月次に一括して実施

税額確認 必要に応じ指導申告漏れ確認

指導内容確認

保管

指導実施

起案・決裁

2-5-1 2-5-2 2-5-3 2-5-4

2-5. 申告指導

未申告調査票

未申告一覧

申告情報

次期システム

（法人住民税）

システムで未申告調査票

及び未申告一覧を出力し、

申告漏れ確認作業を軽減。

（課題8）

随時

(1.0*840)
(1.0*5)

(30.0*5) (30.0*5)

法人税額通知書

申告内容一式

法人税額

通知書送付

法人税額通知書

2-5 未申告の法人に対して申告指導を行う



システム

必要情報

時期

概要

還付台帳確認

法人住民税 現行業務フロー （5/9）

課税担当

収納担当

月次で一括して実施

調定資料作成 決裁

法人住民税調定

累計表

多額調定法人

一覧

調定情報確認

保管 法人住民税の確

定申告書

還付台帳作成

還付台帳

確定申告事業者、更正請求のみ

調定累計表

作成

法人住民税調定

累計表

調定資料 調定資料

多額調定法人

一覧

還付台帳

10．調定累計表を手作

業で作成しなければなら

ない。

11．調定資料を手作業で

作成しなければならない。

12．起案資料が紙のため、

決裁までには人手による回

覧が必要となってしまう。

14．電子的に決裁結果と収納実

績を合議し台帳として管理できれば

必要ない作業であるが、現状では

実施しなければならない。

13．還付結果を電子的

に管理できないことから、

還付台帳を作成しなけ

ればならない。

法人住民税

調定表

3-1. 調定資料準備

A

3/9から

3-1-1
3-1-2 3-2-1 3-3-1

3-2. 調定決議

3-3. 還付登録

保管

調定資料

保管

随時

(3.0*900) (5.0*60)

(30.0*12)

(30.0*12)

3-1 調定資料と収納状況資料の準備を行う

3-2 過誤納のあった法人に対する還付について決裁を行う

3-3 過誤納のあった法人に対して、還付手続きを行う



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 次期業務フロー （5/9）

税担当組織

収納担当

組織

月次で一括して実施

調定資料作成 起案・決裁 還付台帳作成

確定申告事業者、更正請求のみ

調定資料 調定資料

申告情報 収納情報

調定情報照会

次期システム（法人住民税）

法人住民税調定累計表及

び多額調定法人一覧作成

をシステムで自動的に行い、

手作業での資料作成作業を

軽減。（課題10、11）

還付台帳作成をシステム作成さ

せるため、表計算ソフトによる還

付の管理を廃止。（課題13）

還付台帳照会

次期システム（収納）

還付台帳作成完了通知を

受け、還付台帳を確認。

（課題13）

収納担当組織では、随時調定

情報の照会が可能になり、合議

が要らなくなります。（課題14）

随時

3-1. 調定資料準備

3-2. 調定決議

3-3. 還付登録

3-1-2 3-2-1 3-3-1

(1.0*60) (30.0*12)

(5.0*12)

3-1 調定資料と収納状況資料の準備を行う

3-2 過誤納のあった法人に対する還付について決裁を行う

3-3 過誤納のあった法人に対して、還付手続きを行う



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 現行業務フロー （6/9）

事業所

税務課

未納確認

（2ヶ月に1回）

遅延金計算

保管

遅延納付通知・課内決裁・合議

遅延金計算書

ファイル

遅延金計算結

果印刷

遅延金計算書 遅延金計算書

遅延金

計算結果一覧

納付書

遅延金計算

結果一覧作成

遅延金計算書

遅延金

計算結果一覧

通知文

通知文

納付書送付

納付書

15．遅延金計算は表計算ソフト用ファ

イルを用いた手作業で実施しなければ

ならない。また、修正申告があった法人

を探すのにも時間がかかる。

16．遅延金計算書結果

を紙出力しており非効率

である。

17．遅延金計算結果一

覧を紙出力しており非効

率である。

18．遅延納付の通知文

は手作業で作成しなけれ

ばならない。

19．決裁文書を紙で管

理している。

4-1. 遅延金計算

4-1-2 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-3-1 4-3-2

4-1-1

4-3. 納付書再送付

4-2. 遅延金決議

20．事業所は遅延金の内訳

がわからない。

随時

納付書作成

(手書き)

(10.0*80)

(20.0*80)

(2.0*80)

(2.0*80)

(130.0*6)

(2.0*80)

(2.0*80)

調定資料

（エクセル）

納付書

受取

納付書

通知文

4-1 未納のある法人について、未納金に対して遅延金の計算を行う

4-2 遅延金の追徴に関する決裁を行う

4-3 遅延金まで含めた納付書を法人へ送付する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 次期業務フロー （6/9）

事業所

税担当組織

未納確認

申告情報

保管

遅延納付通知・課内決裁・合議

延滞金計算書

（通知文）

納付書作成

納付書

遅延金計算

延滞金計算書

（通知文）

延滞金計算書

（通知文）

納付書送付

納付書

4-2-3 4-3-1 4-3-2

調定明細表

次期システム（法人住民税）

遅延金計算をシステムで行い

表計算ソフトでの遅延金計算

作業を廃止。

（課題15、16、17、18）

4-1-24-1-1

事業所は遅延金の内訳がわ

かるようになる。

（課題20）

随時

4-1. 遅延金計算 4-3. 納付書再送付

4-2. 遅延金決議

(2.0*80) (0.5*80)

(130.0*6)
(2.0*80) (2.0*80)

納付書

受取

納付書

延滞金計算書

（通知文）

4-1 未納のある法人について、未納金に対して遅延金の計算を行う

4-2 遅延金の追徴に関する決裁を行う

4-3 遅延金まで含めた納付書を法人へ送付する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 現行業務フロー （7/9）

事業所

県税事務所

税務担当

問合わせ

問合わせ

問合わせ受付

法人住民税調定

累計表

多額調定法人

一覧

調定情報確認

申告内容確認

法人住民税の

確定申告書

保管

収納状況確認

収納情報

財務会計システム

回答

回答確認

回答確認

21．問い合わせ対応時に

調定情報を確認する際に

は、複数の表計算ソフト用

ファイルを参照しなければな

らない。

22．問い合わせ対応時に紙管

理の申告情報を保管場所から

取り出して確認しなければなら

ず、事務が煩雑である。

5-1. 問合せ受付

5-1-1 5-2-1

5-2-2

5-2-3

5-3-1

5-2. 回答準備

5-3. 回答

随時

(3.0*20)

(30.0*7)

(30.0*3)

(30.0*10)

(10.0*20)

財務会計の台帳より法人

収納の明細を確認するの

に手間がかかる。

5-1 法人や都道府県税事務所からの問い合わせを受け付ける

5-2 法人や都道府県税事務所からの問い合わせに関する資料を準備する

5-3 法人や都道府県税事務所からの問い合わせに対して回答する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 次期業務フロー （7/9）

事業所

県税事務所

税担当組織

問合わせ

問合わせ

問合わせ受付

申告内容確認

収納状況確認

収納情報

次期システム（収納）

回答

回答確認

回答確認

5-1-1

5-2-1

5-2-2

5-2-3

5-3-1

申告情報

調定情報確認

法人税住民税の申告情報を確認

できるようになり、申告書の保管や

参照作業を軽減。

（課題22）

調定情報をシステムで確認できるた

め、表計算ソフト用ファイルによる確

認作業を廃止。（課題21）

次期システム（法人住民税）

随時

5-1. 問合せ受付

5-2. 回答準備

5-3. 回答

(3.0*20)
(5.0*7)

(5.0*3)

(5.0*10)

(10.0*20)

法人収納台帳より収納状況

が出力されるので手間がかか

らない。

5-1 法人や都道府県税事務所からの問い合わせを受け付ける

5-2 法人や都道府県税事務所からの問い合わせに関する資料を準備する

5-3 法人や都道府県税事務所からの問い合わせに対して回答する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 現行業務フロー （8/9）

県

税務担当

6-1. 課税状況調

課税状況調

作成

課税状況調

法人増減表

法人数管理表

鹿島に本店のある

法人の課税リスト

法人設立届け

課税状況調

送付

決裁

24．課税状況調の作成にあ

たっては、複数の情報を参照し

ながら手作業で行わなければな

らない。

25．決裁が紙資料で行われる

ため、文書の保管や検索に手

間がかかる。

23．課税状況調の作成に必要

な情報を集めるのに時間がかか

る。

課税状況調 課税状況調

依頼内容確認

「課税状況調」

作成依頼

法人税管理リスト

連結法人リスト

随時

6-1-1 6-1-2 6-1-3 6-1-4

(5.0*1)

(1,920.0*1) (30.0*1)
(10.0*1)

「課税状況調」

作成依頼

「課税状況調」

作成依頼

「課税状況調」

受取

課税状況調

6-1 課税状況調について調査・作成し、都道府県へ報告する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 次期業務フロー （8/9）

県

税担当組織

課税状況調

送付

課税状況調

起案・決裁

課税状況調

6-1.課税状況調

申告情報

次期システム（法人住民税）

課税状況調

作成

依頼内容確認

課税状況調

課税状況調をシステムで自

動作成できることから、作成

作業を大幅に軽減。

（課題23、24）

「課税状況調」作

成依頼

随時

6-1-1
6-1-2 6-1-3 6-1-4

(5.0*1)

(10.0*1) (30.0*1) (10.0*1)

「課税状況調」

作成依頼

「課税状況調」

受取

「課税状況調」作

成依頼

課税状況調

6-1 課税状況調について調査・作成し、都道府県へ報告する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 現行業務フロー （9/9）

県

税務担当

6-2. 法人税割に関する調

依頼内容確認

法人税割に関す

る調作成

多額法人リスト

前年度の「調」

法人調定表

法人住民税申告書

市町村税徴収実績

収納情報

法人税割に関す

る調送付

決裁

収納情報

財務会計システム

27．法人税割に関する調の作成

にあたっては、複数の情報および

財務会計システムの収納情報を

参照しながら手作業で行わなけ

ればならない。

28．決裁が紙資料で行われる

ため、文書の保管や検索に手

間がかかる。

26．法人税割に関する

調の作成に必要な情

報を集めるのに時間が

かかる。

「法人税割に関す

る調」作成依頼

「法人税割に関す

る調」作成依頼

「法人税割に関す

る調」作成依頼

「法人税割に関す

る調」作成依頼

随時

6-2-1 6-2-2 6-2-3 6-2-4

(15.0*1)

(2,400.0*1)

(30.0*1) (10.0*1)

法人税割に関す

る調作成依頼 法人税割に関す

る調受取

「法人税割に関す

る調」作成依頼

「法人税割に関す

る調」作成依頼

6-2 法人税割に関する調について調査・作成し、都道府県へ報告する



システム

必要情報

時期

概要

法人住民税 次期業務フロー （9/9）

税担当組織

依頼内容確認

法人税割に

関する調作成

法人税割に

関する調

法人税割に

関する調送付

法人税割に

関する調

起案・決裁

法人税割に

関する調

6-2-1 6-2-2 6-2-3 6-2-4

6-2.法人税割に関する調

申告情報

法人税割に関する調をシステ

ムで自動作成できることから、

作成作業を大幅に軽減。

（課題26、27）

次期システム（法人住民税）

県

随時

(15.0*1) (10.0*1) (30.0*1) (10.0*1)

「法人税割に関する

調」作成依頼

法人税割に関す

る調作成依頼

法人税割に関す

る調受取

「法人税割に関する

調」作成依頼

法人税割に

関する調

6-2 法人税割に関する調について調査・作成し、都道府県へ報告する
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 現行業務フロー （1/6）

事業所

収納担当

課税調定金額と

の整合性確認

調定前収入

資料作成

調定額リスト

作成

督促状

作成・送付

調定額リスト

（Excel）

調定前収入リスト

（Excel）

調定額リスト

（月計表）（Excel）

調定前収入リスト

（Excel）

2．調定額を確認するためには、

Ｅｘｃｅｌを用いた調定額リストを

作成しなければならない。

法人市民税調定

累計表（Excel)

法人市民税調定

累計表（Excel)

1．調定前収入を把握

するためには、必要

データの抽出と転記を

手作業で行わなけれ

ばならない。

納入額不足また

は未納の場合

納付書作成

（督促翌月20日）

納付書

（手書き）

納付書

督促状

（様式）

A

3/6へ

1-1. 収入確認資料作成

超過納入の場合

1-1-1

1-1-2

1-2-1 2-1-1 2-1-2

3．納付書を手書きで作成している

ため業務効率が悪い。

督促状を手作業で作成しているた

めに手間がかかる。

1-2. 収入過不足確認 2-1. 督促

随時

(0.5*900)

(240.0*12)

(0.5*900)
(3.0*120) (30.0*12)

督促状

受取

督促状

納付書

1-2 法人税の収納額について過不足を確認する

2-1 未納のある法人に対して督促状を発送する1-1 法人ごとの法人税収納額を確認するための資料を作成する



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 次期業務フロー （1/6）

事業所

収納担当

組織

納入過不足

確認

督促資料送付

納入額不足また

は未納の場合

納付書、督促状作成

（督促翌月20日）

納付書 納付書

督促状

A

3/6へ

超過納入の場合

1-2-1 2-1-1 2-1-2

収納情報

督促状

次期システム（収納）

納入過不足をシステムで

確認できるため、現行1-

1-1、1-2-1、1-3-1作

業を廃止。

（課題1、2）

納付書をシステムから打ち出せる様になる

ため、手書きする手間が省かれる。

督促状をシステムから打ち出せる様になる

ため、手間が省かれる。（課題3）

随時

1-2. 収入過不足確認

2-1. 督促

(0.1*12) (1.0*120)
(30.0*12)

督促資料受取

督促状

納付書

1-2 法人税の収納額について過不足を確認する

2-1 未納のある法人に対して督促状を発送する



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 現行業務フロー （2/6）

事業所

収納担当

会計課

電話催告

事業者訪問

事業者

財産調査

差し押さえ検討

未納法人

確認

催告確認

納付

2-2. 催告

領収済通知書

調定前収入・

調定額

リスト（Excel）

収入金額確認

消込

領収済通知書

財務会計シス

テム消込

領収済通知書

未納情報

財務会計システム

調定前収入・

調定額

リスト（Excel）

保管

6．未納法人の確認を手作

業で作成したエクセルで行っ

ているので事務が煩雑になり、

手間がかかる。

D

6/6から

2-2-1

2-2-2

2-2-3
2-2-4

2-2-5

2-2-6

2-3-1

2-3-2

5．消し込み作業をエ

クセルを使い手作業

で行っている。

4．入金内容を紙の領収済

通知書で受取るため、消し込

み作業に手間がかかる。

2-3. 差押

随時

7．催告書が自動に

打ち出し出来ない。

(0.5*900)

(1.0*900)

(5.0*900)

(1.0*12)

(5.0*60)

(60.0*3)

(15.0*30)

(60.0*1)

2-2 未納のある法人に対して催告書を発送する

2-3 未納のある法人に対して資産の差し押さえ手続きを行う



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 次期業務フロー （2/6）

事業所

収納担当

組織

会計担当

組織

電話催告

事業者訪問

事業者

財産調査

差し押さえ検討

未納法人

確認

催告確認

納付

領収済通知書
収入金額確認

領収済通知書

消込

領収済通知書

保管

D

6/6から

2-2-1

2-2-2
2-2-4 2-2-7

2-2-5

2-3-1

2-3-2

収納情報

催告書

催告書

催告書

出力・送付

未納法人をシステムで確認

することで、エクセルでの確

認作業を廃止。

（課題6）

消し込み作業をシステ

ムで行い、エクセルでの

作業を廃止。

（課題5）

次期システム（収納）

2-2-6

催告書が自動的に打ち

出せる。（課題7）

随時

2-2. 催告

2-3. 差押

(0.5*900)

(0.5*900)

(1.0*12)

(5.0*60)

(60.0*3)

(1.0*12)

(15.0*30)

(60.0*1)

2-2 未納のある法人に対して催告書を発送する

2-3 未納のある法人に対して資産の差し押さえ手続きを行う



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 現行業務フロー （3/6）

事業所

収納担当

還付台帳

法人口座

確認依頼作成

口座確認

依頼書

口座情報

口座確認

口座報告

振込口座

登録

A

1/6から

法人口座

確認依頼送付

口座確認

依頼書

口座確認

依頼書

保管

口座情報

口座情報

口座情報

B

4/6へ

9．口座確認依頼書の

作成は、還付台帳を参

照しながら手作業で行わ

なければならない。

3-1. 還付額決定

電話確認の場合もある

法人情報確認 還付台帳記録

還付台帳

課税担当との

還付協議

8．還付台帳を手作業

で作成しなければなら

ない。

財務会計システム

3-2. 振込口座確認

E

6/6から

随時

3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-2-1 3-2-2 3-2-3 3-2-4

法人情報

エクセル

(2.0*24)

(5.0*24) (3.0*24)

(10.0*10)

(1.0*10) (5.0*10) (2.0*10)

3-1 過納のある法人に対して還付額を決定する

3-2 過納のある法人に対して振り込みを行うための口座を確認する



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 次期業務フロー （3/6）

事業所

収納担当

組織

法人口座

確認依頼作成

口座確認

依頼書

口座確認

口座報告

振込口座

登録

A

1/6から

法人口座

確認依頼送付

口座情報

口座情報

B

4/6へ

3-2. 振込口座確認

法人情報確認

法人情報

消込処理

課税担当との

還付協議

財務会計システム

次期システム

（法人住民税）

収納情報

次期システム（収納）

3-1. 還付額決定

還付情報をシステムで管理し、

紙台帳での管理を廃止。

（課題8）

E

6/6から

随時

3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-2-1 3-2-2 3-2-3 3-2-4

(2.0*24)
(5.0*24) (1.0*24) (10.0*10) (1.0*10) (5.0*10) (2.0*10)

口座確認

依頼書

口座確認

依頼書

口座情報

口座情報

3-1 過納のある法人に対して還付額を決定する

3-2 過納のある法人に対して振り込みを行うための口座を確認する



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 現行業務フロー （4/6）

会計課

収納担当

支出伝票作成 決裁 支出伝票送付

B

3/6から

支出情報

支出伝票 支出伝票 支出伝票

財務会計システム

10．紙媒体を回覧し決裁を行って

いるので時間と手間がかかる。

11．支出処理を行うためには、主管

課から会計担当組織へ紙を回さな

ければならない。

3-3-1

3-3. 支出

3-3-2 3-3-3

随時

(2.0*24)
(30.0*24)

(1.0*24)

支出伝票受取

支出伝票

3-3 過納のある法人に対して過納分の収納額を還付する



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 次期業務フロー （4/6）

会計担当

組織

収納担当

組織 支出伝票作成 決裁 支出伝票送付

B

3/6から

支出情報

支出伝票 支出伝票 支出伝票

財務会計システム

3-3-1

3-3. 支出

3-3-2 3-3-3

随時

(2.0*24) (30.0*24) (1.0*24)

支出伝票受取

支出伝票

3-3 過納のある法人に対して過納分の収納額を還付する



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 現行業務フロー （5/6）

事業所

収納担当

未納法人確認

法人関係者

調査

調査結果

情報提供

検討会議 執行停止

欠損処理対象

データ作成

調定前収入・

調定額リスト

（Excel）

調定前収入・

調定額リスト

（Excel）

欠損処理

報告書

欠損登録

課税情報

財務会計システム

13．欠損処理対象法人の登録を

手作業でエクセルで行っているので

事務が煩雑になる懸念があり、手

間がかかる。

12．未納法人の確認を手作業で

作成したエクセルで行っているので

事務が煩雑になり、手間がかかる。

14．欠損処理報告書の

作成を手作業で行ってい

る。

4-1-1 4-1-2 4-2-1 4-2-2

4-3-1 4-3-2

随時

4-1. 未納法人情報収集

4-2. 執行停止

4-3. 欠損登録

(240.0*10)

(60.0*1)
(30.0*1) (1.0*10)

(10.0*1)
(5.0*10)

4-1 未納のある法人に対して状況を調査する

4-2 催告、差し押さえ等の滞納処分の執行停止手続きを行う

4-3 不能欠損の手続きを行う



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 次期業務フロー （5/6）

事業所

収納担当

組織

4-1. 未納法人情報収集

未納法人確認

法人関係者

調査

調査結果

情報提供

検討会議 執行停止

欠損登録

4-1-1
4-1-2 4-2-1 4-2-2

4-3-2

収納情報

次期システム（収納）

4-2. 執行停止

4-3. 欠損登録

未納法人をシステムで確

認できることで、エクセルに

よる未納法人確認作業を

廃止。（課題12）
欠損管理をシステムで行い、

システムで報告書を作成。

（課題13、14）

欠損処理

報告書

随時

(10.0*1)

(240.0*10)

(30.0*1) (1.0*10)

(1.0*10)

4-1 未納のある法人に対して状況を調査する

4-2 催告、差し押さえ等の滞納処分の執行停止手続きを行う

4-3 不能欠損の手続きを行う



システム

必要情報

時期

概要

調査結果

法人収納 現行業務フロー （6/6）

収納担当

決算

財政課

調定前収入・

調定額

リスト（Excel）

収納過不足

確認

過不足原因

調査

報告書作成

決算処理

5-1. 収納状況調査

D

2/6へ

調査結果

調査結果

法人住民税過誤

納金還付整理簿

15．収納の過不足を手作業で

作成したエクセルで確認してい

るので事務が煩雑になり手間が

かかる。

5-1-1 5-1-2 5-2-1

16．報告書作成が手作

業で行われているため、

手間がかかる。

5-2. 報告書作成

催告時

E

3/6へ

還付時

随時

法人住民税過誤

納金還付整理簿

(1.0*1) (960.0*1)

(480.0*1)

5-1 収納状況の調査を行う

5-2 調査結果を財政担当組織へ報告する



システム

必要情報

時期

概要

法人収納 次期業務フロー （6/6）

収納担当

組織

決算

財政担当

組織

収納過不足

確認

過不足原因

調査

報告書作成

D

2/6へ

調査結果

5-1-1 5-1-2 5-2-1

収納情報

次期システム（収納）

収納過不足の確認をシス

テムで行えるため、エクセル

での管理作業を廃止。

（課題15）

法人住民税過誤納金還

付整理簿を電子的に作成

することで、報告書作成作

業を軽減。

（課題16）

E

3/6へ

催告時 還付時

随時

決算処理

法人住民税過誤

納金還付整理簿

調査結果

法人住民税過誤

納金還付整理簿

調査結果

(1.0*1) (960.0*1)

(240.0*1)

5-1. 収納状況調査

5-2. 報告書作成

5-1 収納状況の調査を行う

5-2 調査結果を財政担当組織へ報告する
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （1/18）

不動産鑑

定協会

税務課

路線評価

調査依頼

評価替え

調査

電算センター

評価替調査

対象選定

6月に調査結果が届く

1-1. 評価対象土地選定

評価替リスト

（EXCEL）

評価替対象リスト

評価替対象リスト

3年毎の作業

評価結果

登録依頼

鑑定評価

結果

鑑定評価

結果

データ登録

評価結果確認

鑑定評価

結果

鑑定評価

結果

土地課税情報

1-1-1 1-2-1

1-2-2

1-3-1

固定資産税システム

1-2. 土地評価調査

1-3. 土地評価登録

(960.0*0.3)

(60.0*0.3)

(4,800.0*0.3)

(60.0*0.3)

1-1 評価を見直すべき土地を選定する（３年毎）

1-2 評価替対象の土地の調査を行う

1-3 評価替対象の土地の調査結果を登録する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （1/18）

不動産鑑

定協会

税担当組織

路線評価

調査依頼

評価替え

調査

評価替調査

対象選定

評価替

対象リスト

評価替

対象リスト

評価結果

登録

鑑定評価

結果

鑑定評価

結果

1-1-1 1-2-1

土地情報

1-1. 評価対象土地選定

1-2. 土地評価調査

1-3. 土地評価登録

次期システム（固定資産税）

3年毎の作業 6月に調査結果が届く

評価替

リスト

(960.0*0.3) (60.0*0.3)

評価結果

確認

鑑定評価

結果

1-2-2

(4,800.0*0.3)

1-3-1

(60.0*0.3)

1-1 評価を見直すべき土地を選定する（３年毎）

1-2 評価替対象の土地の調査を行う

1-3 評価替対象の土地の調査結果を登録する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （2/18）

不動産鑑

定協会

税務課

電算センター

データ登録依頼

鑑定評価

結果

鑑定評価

結果

評価替え調査

（時点修正）

データ登録

調査結果確認

（1月末）

鑑定評価

結果

鑑定評価

結果

土地課税情報

WEB固定資産税システム

1-4-1 1-4-2

1-4. 時点修正

随時

(960.0*1) (10.0*1)

1-4 通常は土地の評価は評価替年度のものを３年間引き継ぐが、下落傾向が著しい物件に対して評価修正を行う



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （2/18）

不動産鑑

定協会

税担当組織

評価替え調査

（時点修正）

鑑定評価

結果

鑑定評価

結果

評価結果

登録

調査結果確認

（1月末）

土地情報

次期システム（固定資産税）

1-4. 時点修正

随時

(30.0*1)(960.0*1)

1-4-1 1-4-2

鑑定評価

結果

1-4 通常は土地の評価は評価替年度のものを３年間引き継ぐが、下落傾向が著しい物件に対して評価修正を行う



システム

必要情報

時期

概要

登記済通知書の受取りは、土地情報及び

家屋情報の両方を頂く。

6．登記済通知書と住民

コードの手作業による同定

処理に多大な時間を要して

いる。

固定資産税 現行業務フロー （3/18）

住民

税務課

農業委員会

登記済通知

書訪問入手

登記済通知書

地目変更資料

申告書(変更）

法務局

変更申告

登記済通知書

地目変更資料

土地課税台帳

保管

評価変更リスト

作成

評価変更リスト

（EXCEL）

議案資料

受渡

地目変更資料

入手

登記済通知書

受渡

評価変更申請

受付（随時）

申告書

（変更）

地目変更資料

（議案）

申告書

(変更）

登記済通知書

2-1. 土地異動情報収集

地籍管理システム

A

4/18へ

土地課税台帳

パスカル

2-1-1 2-1-2

2-1-3

2-1-4

登記済リスト

7．評価変更リストをエ

クセルで作成し管理し

ているため手間がかか

る。

随時

土地情報(地図)を参考にしながら、

評価変更リストを作成する。

(60.0*12) (1.0*12)

(5.0*10)

(15.0*7,000)

2-1 法務局から受領する登記済通知書等から名義変更や地目変更等の異動情報を収集する



システム

必要情報

時期

概要

登記済通知書の受取りは、土地情報及び

家屋情報の両方を頂く。

固定資産税 次期業務フロー （3/18）

住民

税担当組織

農業委員会

登記済通知書

訪問入手

法務局

変更申告

評価変更対象

土地確認

議案資料受渡

地目変更資料

入手

登記済通知書

受渡

評価変更受付

（随時）

申告書

（変更）

申告書

(変更）

Ｂ

4/18へ

土地台帳

2-1-1

2-1-2

2-1-3

2-1-4

土地情報

異動発生

土地登録

次期システム

（固定資産税）

地籍管理システム

2-1-7

2-1. 土地異動情報収集

登記済通知

登記済通

知書登録

2-1-5

登記済

通知書

登記済

通知書

土地登記済

通知書

土地登記済

通知書確認

土地登記済

通知書
保管

2-1-6

次期システム（固定資産税）

調査対象土地をシステム

で管理することで、表計算

ソフトによる管理作業を廃

止。（課題7）

法務局から登記済み

通知書をデータで入手

することで、手作業を

廃止。(課題6)

A

5/18へ

随時

土地情報(地図)を参考にしながら、

評価変更リストを作成する。

地目変更資料

申告書(変更）

土地登記済

通知書

地目変更資料

申告書(変更）

地目変更資料

地目変更資料

（議案）

(1.0*12)

(5.0*10)

(5.0*7,000)

(1.0*40)

(5.0*7,000) (1.0*10)

(60.0*12)

登記済

通知書

登記済

通知書

保管

保管

2-1 法務局から受領する登記済通知書等から名義変更や地目変更等の異動情報を収集する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （4/18）

税務課

分筆・合筆分

地図修正

現地調査用資

料作成

現地調査

結果登録

地図情報

現地調査

評価変更リスト

（EXCEL）

現地調査用

資料

現在の評価、課税標準額の特例

現地調査用

資料

保管

調査用地図

所有権移転、地目変更、分筆、合

筆、必要性判断土地を対象

地目変更は複数回実施

現地調査用

資料

調査用地図

A

3/18から

調査用地図

出力

調査用地図

調査用地図

地籍管理システム

保管

登記済リスト

総評価見込書

作成・送付

総評価見込書

総評価見込

受取

総評価見込書

国

WEB固定資産税システム

9．手書きされた調査資

料の内容を登録するのは

効率的ではない。

10．総評価見込書をシ

ステムの評価額を確認し

ながら手作業で作成して

いる。

2-2. 土地形状登録

2-2-1 2-3-2 2-3-3 2-4-1 2-4-2

8．現地調査作業が固定資産

税業務に閉める割合が高く、多

くの時間を調査に費やしている。

2-3. 土地調査

2-4. 評価額決定

2-3-1

随時

(10.0*40)

(2.0*40)

(10.0*40) (720.0*40) (30.0*40) (480.0*1)

2-2 分筆・合筆異動のあった土地の形状登録を行う

2-3 異動のあった土地の現地調査を行う

2-4 登記済通知書の情報や現地調査の結果から総評価見込書を作成する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （4/18）

税担当組織

分筆・合筆分

地図修正

現地調査用

資料確認

現地調査

結果登録

地図情報

現地調査

調査用地図調査用地図

Ｂ

3/18から

調査用地図

総評価見込書
国

総評価見込書

作成・送付

2-2-1
2-3-2

2-3-3
2-4-1

2-4-2

土地情報

保管

総評価見込書

次期システム（固定資産税）

総評価見込書データ

をシステムから出力す

ることで、総評価見

込書の手作業での作

成を廃止。（課題10）

調査用地図

出力

調査用地図

地籍管理システム

総評価見込

受取

随時

現地調査用データを準備

することで、調査結果のシス

テム登録が容易になる。

（課題9）

2-2. 土地形状登録

2-3. 土地調査

2-4. 評価額決定

2-3-1

(10.0*40)

(2.0*40)

(1.0*40)
(720.0*40) (30.0*40) (1.0*1)

現地調査用

資料

現地調査用

資料

現地調査用

資料

2-2 分筆・合筆異動のあった土地の形状登録を行う

2-3 異動のあった土地の現地調査を行う

2-4 登記済通知書の情報や現地調査の結果から総評価見込書を作成する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （5/18）

住民

税務課

まちなみ建

設課

登記済通知書

入手（家屋分）

登記済通知書

申請書受渡

申請書受渡

申請書、図面

コピー入手

建築確認申請書

コピー

図面

コピー

建築確認申請書

コピー

図面

コピー

建築確認申請書

コピー

図面

コピー

B

6/18へ

3-1. 家屋異動情報収集

3-1-1

3-1-2

11．家屋異動情報収集では

多くの紙資料を取り扱うため、

資料の確認をする際に検索

性が低くなっている。

登記済通知書は土地情報と併せて入手済み。

保管

随時

(60.0*12)

(5.0*5)

紙の綴りから家屋分の登記済通知書を単

純に探し出したい

3-1 法務局から受領する登記済通知書等から名義変更や新増改築・解屋等の異動情報を収集する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （5/18）

住民

税担当組織

建設担当

組織

申請書受渡

申請書受渡

申請書、図面

コピー入手

建築確認申請書

コピー

図面

コピー

建築確認申請書

コピー

図面

コピー

建築確認申請書

コピー

図面

コピー

C

6/18へ

3-1-1

3-1-2

3-1. 家屋異動情報収集

登記済通知

家屋分のみ

家屋登記済

通知書確認

次期システム（固定資産税）

既に法務局からのデータで登録された登記

済通知書情報を利用する

A

3/18から

随時

登記済通知書は土地情報と併せて入手済み。

(30.0*12)

(5.0*5)

保管

登記済通知

書

3-1 法務局から受領する登記済通知書等から名義変更や新増改築・解屋等の異動情報を収集する



システム

必要情報

時期

概要

農業委員会の議

案書資料受取

固定資産税 現行業務フロー （6/18）

住民

税務課

随時現地調査

評価変更リスト

（EXCEL）

農業委員会

現地調査対象

家屋選定

評価変更リスト

作成

評価変更リスト

（EXCEL）

C

7/18へ

議案資料

受渡

定例総会議案説

明書

定例総会議案

説明書

保管

定例総会議案

説明書

B

5/18から

本人（司法書士）

申出

家屋建築および

住宅用地申請書

13．現地調査実施対

象をエクセルで管理して

いるため選定に手間が

かかる。

家屋異動

申請受付

3-1-3

3-1-4

3-2-1

3-1. 家屋異動情報収集

3-2. 異動対象家屋選定

家屋解屋届出書

家屋解屋届出書 家屋解屋届出書

家屋建築および住宅

用地申請書

建築確認申請書

コピー

図面

コピー

登記済通知書

現地調査

結果

現地調査

結果

随時

12．評価変更対象をシステム

で管理できておらず、情報を

必要とする作業の都度、

Excelを参照しなければならな

い。また、セキュリティ上の問

題もある。登記済通知書を

紙で管理している。

家屋建築および

住宅用地申請書

3-2-2 3-2-3(1.0*360)

(2.0*12)

(360.0*10)

(480.0*12)

(240.0*12)

3-1 法務局から受領する登記済通知書等から名義変更や新増改築・解屋等の異動情報を収集する

3-2 異動のあった家屋の中から、再評価のための調査を行う対象を選定する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （6/18）

システム

住民

税担当組織

随時現地調査

農業委員会

現地調査対象

家屋選定

評価変更

家屋登録

D

7/18へ

議案資料受渡

定例総会議案

説明書

農業委員会の議

案書資料受取

C

5/18から

本人（司法書士）

申出

家屋建築および

住宅用地申請書

家屋異動

申請受付

家屋建築および

住宅用地申請書3-1-3

3-1-4 3-2-1

3-2-2
3-2-3

定例総会議案

説明書

家屋情報

保管

次期システム（固定資産税）

家屋解屋届書

家屋解屋届書

現地調査

結果

現地調査

結果

定例総会議案

説明書

家屋解屋届書

家屋建築および

住宅用地申請書

保管

3-1. 家屋異動情報収集

3-2. 異動対象家屋選定

評価変更対象をシステ

ムで管理し、表計算ソフ

トでの管理作業を廃止。

（課題12）

建築確認申請書

コピー

現地調査実施対象をシ

ステムで管理し、表計算

ソフトでの管理作業を廃

止。（課題13）

図面コピー

登記済通知書

随時

(1.0*360)

(2.0*12)

(360.0*10)

(192.0*12)

(96.0*12)

3-1 法務局から受領する登記済通知書等から名義変更や新増改築・解屋等の異動情報を収集する

3-2 異動のあった家屋の中から、再評価のための調査を行う対象を選定する



システム

必要情報

時期

概要

家屋調査案内

（電話、文書）

家屋調査案内

確認

固定資産税 現行業務フロー （7/18）

住民

税務課

現地調査地区担当

（６班２名１組、年３回、４回 １３０から１５０件)

評価一覧表

未着工、未完成、完成

新増改築家屋の評価

について（お願い）

新増改築家屋の評価

について（お願い）

日程確認

家屋調査

日程の回答

C

6/18から
家屋調査研修

家屋調査課税計算の説明

図面と評価調書の作成

（課税係、２日、１２名）

家屋調査実施

（現地調査）

D

8/18へ

家屋評価調書

作成

家屋評価調書

（手書き）

家屋評価調書

（手書き）

3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-4 3-3-5

3-3. 家屋調査

家屋評価

調書(案)作成

家屋評価調書

（手書き）

3-3-6

図面（手書き） 図面（手書き）

評価一覧表

（EXCEL）

評価一覧表

（EXCEL）

6月末から7月初

(30.0*10) (3.0*10) (960.0*1) (10.0*150) (1,440.0*150) (20.0*150)

14．家屋の現地調査

に多くの時間を割いて

いる。

3-3 異動のあった家屋の現地調査を行う



システム

必要情報

時期

概要

家屋調査案内

（電話、文書）

家屋調査案内

確認

固定資産税 次期業務フロー （7/18）

住民

税担当組織

新増改築家屋の評価

について（お願い）

新増改築家屋の評価

について（お願い）

日程確認

家屋調査

日程の回答

D

6/18から
家屋調査研修

家屋調査実施

（現地調査）

E

8/18へ

家屋評価調書

作成

3-3-1 3-3-2 3-3-3 3-3-5 3-3-6

3-3. 家屋調査

家屋評価調書

（手書き）

家屋評価調書

（手書き）

家屋評価

調書(案)作成

家屋評価調書

（手書き）

3-3-4

6月末から7月初

現地調査地区担当

（６班２名１組、年３回、４回 １３０から１５０件)

家屋調査課税計算の説明

図面と評価調書の作成

（課税係、２日、１２名）

(30.0*10) (3.0*10) (960.0*1) (1,440.0*150)

(20.0*150)

図面（手書き） 図面（手書き）

評価一覧表 評価一覧表

評価一覧表

未着工、未完成、完成

(10.0*150)

家屋情報

次期システム（固定資産税）

3-3 異動のあった家屋の現地調査を行う



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （8/18）

税務課

家屋外形図

家屋評価調書

（手書き）

図面（手書き）

面積計算

面積計算

（EXCEL）

部材確認

評価結果一覧

（EXCEL）

E

9/18へ

D

7/18から

家屋評価調書

（手書き）

図面（手書き）

外形図情報

出力

外形図情報

家屋評価計

算書出力

固定資産税家屋

評価計算書

（EXCEL）

図形の外形

登録

固定資産税家屋評

価計算書

図面

（手書き）

評価結果一覧

（EXCEL）

家屋調査

（EXCEL）

15．面積計算はMSオフィ

スを使って手作業で行って

おり、その結果もMSオフィ

スにて管理している。

固定資産税家屋評

価計算書作成

評価結果一覧

（EXCEL）

家屋評価調書

（手書き）

図面（手書き）

面積計算

（EXCEL）

家屋調査

（EXCEL）

固定資産税家屋

評価計算書

（EXCEL）

家屋調査

（EXCEL）

面積計算

（EXCEL）

16．評価計算では何度も

Excelファイルを操作しなけれ

ばならず、事務が煩雑になっ

ている。

17．家屋の評価計算書の

出力には複数のExcelファ

イルで管理しているデータ

が必要であり、事務が非

常に煩雑なものとなってい

る。

パスカル

保管

家屋評価調書

（手書き）

3-4-1

3-4. 家屋評価計算

3-4-2 3-4-3

3-4-4

3-4-5 3-4-6

随時

(120.0*150) (30.0*150)

(30.0*150)

(1.0*150)

(5.0*150) (1.0*150)

3-4 登記済通知書の情報や現地調査の結果から家屋評価の再計算を行う



システム

必要情報

時期

概要

税担当組織

家屋外形図

家屋評価調書

（手書き）

図面（手書き）

面積計算

面積計算

（EXCEL）

部材確認

評価結果一覧

F

9/18へ

E

7/18から

家屋評価調書

（手書き）

図面（手書き）

外形図情報

出力

外形図情報

家屋評価計

算書出力

固定資産税家屋

評価計算書

（EXCEL）

図形の外形

登録

固定資産税家屋評

価計算書

図面

（手書き）

評価結果一覧

家屋調査

（EXCEL）

固定資産税家屋評

価計算書作成

評価結果一覧

家屋評価調書

（手書き）

図面（手書き）

面積計算

（EXCEL）

家屋調査

（EXCEL）

固定資産税家屋

評価計算書

（EXCEL）

家屋調査

（EXCEL）

面積計算

（EXCEL）

地籍管理システム

保管

家屋評価調書

（手書き）

3-4-1

3-4. 家屋評価計算

3-4-2
3-4-3

3-4-4

3-4-5 3-4-6

固定資産税 次期業務フロー （8/18）

家屋評価システムが必要

システムがないので手作業で管理

随時

(120.0*150) (30.0*150)
(30.0*150)

(1.0*150)

(5.0*150) (1.0*150)

3-4 登記済通知書の情報や現地調査の結果から家屋評価の再計算を行う



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （9/18）

税務課

電算センター

保管

家屋課税台帳

E

8/18から

種類年次別家屋

リスト出力依頼

リスト

出力登録

修正対象

家屋確認

保管

修正が必要な場合

種類年次別

家屋リスト

固定資産税家屋評

価計算書

確認、修正

評価結果登録

（11月頃）

19．種類年次居別家屋リ

ストを税務課で出力でき

ないため、電算センターに

出力を依頼している。

18．家屋の評価結

果登録に使用する

紙資料の保管や管

理に手間がかかる。

WEB固定資産税システム

種類年次別

家屋リスト

図面（手書き）

固定資産税家屋評

価計算書

当初課税時期に固定資産

税システムにデータ引継ぎ。

保管

リストナビ

3-5-1 3-5-2 3-5-3 3-5-4 3-5-5

3-5. 家屋評価決定

随時

図面、評価計算、

外形図の確認

20．紙の種類年次別家屋

リストを使い個々のデータを

修正しているため手間がか

かる。

固定試算税の

家屋マスター

データ参照

評価計算書

番号記入

(5.0*150)
(5.0*1)

(40.0*1)

(1,440.0*1)

(0.5*150)

3-5 家屋の評価額を決定する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （9/18）

税担当組織

F

8/18から

修正対象家屋

確認、修正

3-5-4

3-5. 家屋評価決定

家屋情報

新築家屋

評価結果登録

3-5-1

保管

図面（手書き）

固定資産税家屋評

価計算書

保管

3-5-5

次期システム（固定資産税）

固定資産税家屋

評価計算書

固定資産税家屋

評価計算書

修正対象家屋をシステム

で確認できることで、電算

センターでの作業を廃止。

（課題19）

随時

評価計算書

番号記入

固定試算税の

家屋マスター

データ参照

システム画面で確認し

ながら修正する事が可

能となる。（現行）3-5-

3、3-5-4の課程が１つ

になる。（課題20）

(720.0*1)

(40.0*1)

(0.5*150)

3-5 家屋の評価額を決定する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （10/18）

税務課

電算センター

次年度分

所有権移転リスト

出力依頼

リストナビ印刷

登録

次年度分所有権

移転リスト出力

次年度分所有権

移転リスト

土地課税台帳

4-1. 次年度分土地所有権移転情報修正

メールで依頼

21．次年度分所有権

移転リストの印刷におい

ては、その都度電算セン

ターへ依頼しなければな

らない。

リストナビ

1月～2月実施

所有権情報

の確認

次年度分

所有権移転リスト

所有者情報

修正

次年度分

所有権移転リスト

次年度分

所有権移転リスト

再出力依頼

所有者情報

再確認

保管

所有者情報

次年度分

所有権移転リスト

22．紙の次年度分所

有権移転リストの受

渡しで作業を進めるの

は効率的ではない。

23．「次年度分所有権移転

リスト」を参照しながら所有

者情報を修正するのは効率

的ではない。

24．システム内に修正済の情

報が存在する「次年度分所

有権移転リスト」のデータをシ

ステム画面で確認できず、電

算センターへリスト作成を依

頼している。

次年度分

所有権移転リスト

保管

土地所有者リスト

WEB固定資産税台帳システム

リストナビ

保管

土地所有者リスト

4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-1-4 4-1-5 4-1-6

印刷設定

(1.0*1) (10.0*1) (4,800.0*1)

(1.0*20)

(10.0*1)

(1.0*20)

4-1 次年度に所有者が変更となる物件のリストを出力し、誤りがある対象は所有者の修正を行う



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （10/18）

住民

税担当組織

法務局

固定資産情報

次期システム（固定資産税）

所有権移転が発生した登記済リストを

システムから出力でき、電算センターへ

の作業依頼を廃止。

（課題21）

次年度分をシステムで自動作成で

きるため、紙の次年度分所有権移

転リストの受渡作業を廃止。（現

行）4-1-1～4-1-6の作業が廃止。

（課題22、23、24）

4-1. 次年度分土地所有権移転情報修正

1月～2月実施

4-1 次年度に所有者が変更となる物件のリストを出力し、誤りがある対象は所有者の修正を行う



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （11/18）

住民

税務課

所有権移転登

記済通知書

入手

未登記の建物

所有権の確認書

類送付

所有者変更届け

受付

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届け

登記済通知書

土地・家屋課税台帳

受取

土地異動

の場合

家屋異動

の場合

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届け

所有者変更

登録

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届け

変更がある場合変更届けを司法書士

に作成依頼し、税務課まで持参。

WEB固定資産台帳システム

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届け

保管

登記済通知書

住登外登録

住登外リスト

（EXCEL）

G

13/18から

住登外リスト

（EXCEL）

25．住登外登録の管理

をエクセルを使って行って

いる。

4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4 4-2-5

4-2. 所有者変更登録

保管

家屋台帳記入

登記済通知書

保管

4-2-6

家屋異動リスト

出力

家屋異動リスト

家屋情報

WEB固定資産税システム

異動結果確認

登記異動リスト

（EXCEL）

4-2-8

電算センター

家屋異動リスト

出力依頼

4-2-7

家屋異動リスト

所有権変更時は、納税義務者コード記

入の有無を確認。

26．家屋台帳の管理がシ

ステム化できていないため、

紙台帳で管理しなければ

ならない。

27．異動情報をシステ

ムで集計できていないた

め、電算センターに家屋

異動リストを出力しても

らっている。

随時

地目が宅地に変更された場

合、家屋が建てられる可能

性がある為実施

家屋台帳

(60.0*12)

(3.0*90)

(1.0*90)

(3.0*10)
(1.0*90)

(5.0*250)

(10.0*1)

(960.0*1)

4-2 所有者の変更届を受け付け、異動をかける



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （11/18）

住民

税担当組織

所有権確認

書類送付

所有者変更届

受付

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届

固定資産情報

受取

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届

所有者変更

登録

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届

保管

住登外登録

G

12/18から

4-2-2

4-2-4

宛名情報

次期システム（宛名管理）

4-2. 所有者変更登録

固定資産情報

所有権移転があったもの

土地異動

データ抽出

登記済通知

登記済通知リ

スト

次期システム（固定資産税）

4-2-9

所有権移転

登記済リスト

抽出

異動結果確認

システムに登録された情報から異動

があった分を表示させ確認するため、

現行の4-2-6、4-2-7作業と、それに

付随する電算センターの作業を廃止。

（課題25、26、27）

土地異動の場合

家屋異動の場合

随時

次期システム（固定資産税）

4-2-1 4-2-3 4-2-5 4-2-8

(5.0*12)

(3.0*90)

(1.0*90)

(1.0*10) (1.0*90)
(384.0*1)

(10.0*12)

法務局からきた所有者変更届の通知書内容を既に次期

システムに取り込まれているため、現行の4-2-6及び4-2-7

を削除可能となる。

4-2 所有者の変更届を受け付け、異動をかける



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （12/18）

税務課

市民課

法務局

所有者

死亡連絡

所有者死亡

確認

G

11/18へ

所有者変更届

提出依頼

依頼内容確認

住民

未登記の場合

登記済の場合

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届け

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届け

所有者変更届

提出依頼

依頼確認

所有者変更届

所有者変更届

4-3. 死亡相続

4-3-1

4-3-3

4-3-2

随時

(1.0*170)

(5.0*10)

(5.0*160)

登記済通知書

(150件）

58条通知

（20件）

登記済

通知書送付

登記済通知書

(150件）

登記済

通知書送付

58条通知

（20件）

4-3 物件の所有者が死亡した場合に所有者の変更手続きを行う



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （12/18）

税担当組織

住民課
58条通知

所有者

死亡連絡

所有者

死亡確認

G

11/18へ

所有者変更届

提出依頼(未登記)

依頼内容確認

住民

未登記の場合

登記済の場合

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届

未登記家屋の所有

者（納税義務者）の

変更届

所有者変更届

提出依頼(登記済)

依頼確認

所有者変更届

所有者変更届

4-3-1 4-3-2

4-3-3

4-3. 死亡相続

法務局

随時

(1.0*170)

(5.0*10)

(5.0*160)

58条通知

58条通知

登記済通知書

登記済

通知書送付

登記済通知書

4-3 物件の所有者が死亡した場合に所有者の変更手続きを行う



システム

必要情報

時期

概要

送付先、書類不

備チェック

固定資産税 現行業務フロー （13/18）

税務課

問合せがある場合

電算センター

住民

固定資産税に関

する問合せ対応

受取

固定資産税に

関する問合せ

税務課管理

随時更新エクセル

固定資産情報

I

15/18から

保管

封入・送付

封書

封書

６月以降は納

付書のみを送

付する

5-1. 当初賦課

29．紙資料中心での情報

検索による問合せ対応に時

間がかかる。

課税明細書

納付書

口座引落票

一覧表

納付関係

書類出力

課税明細書

納付書

口座引落票

一覧表

電話：90%

窓口：9%

文書：1% 程度

送付先

変更リスト

送付先

変更リスト

28．変更後の送付先はExcelで

しか管理できないため手書きし

なければならない。また、個人

情報をExcelで扱うという点でセ

キュリティ上の問題も懸念される。

また、納付関連資料送付に係

わる業務量も多い。

5-1-2 5-1-3

5-1-4

当初賦課

計算指示

3月末：縦覧用計算

5月末：納付書用計算

6月中旬以降：更正で対応

課税台帳

ATOMS（固定資産税システム）

更正期間外の

課税基礎計算

ＷＥＢシステム

入力

WEB固定資産税システム

更正期間外の課

税計算連絡

5-1-5

5-1-6

5-1-1

30．期間外の場合は、手計

算で課税基礎通知の計算

を行い、WEBへ入力し、電

算センターへ連絡しなければ

ならない。

証拠資料

保管

随時

31．WEBの課税台帳（翌

年度情報）より、当初賦

課を行い、固定資産税シ

ステムへ新年度情報とし

て登録する。

32．納付書の仕分けや

送付作業に多くの職員

が動員され通常業務に

影響を与えることも想定

される。

現行では、個人住民税・固定資産税・

国保税の集合徴収を行い、納付書を

発行している。

(2.0*1)

(480.0*1)

(7,000.0*1)

(20.0*70)

(10.0*30)

(2.0*30)

5-1 該当年度の物件ごとの課税額を計算し、納税義務者で名寄せした結果を通知する



システム

必要情報

時期

概要

外部委託業務の場合

送付先、書類不

備チェック

固定資産税 次期業務フロー （13/18）

税担当組織

問合せがある場合

住民

問合せ対応

受取

固定資産税に

関する問合せ

固定資産情報

H

15/18から

封入封緘

封書

封書

課税明細書

納付書

口座引落票

当初賦課

計算指示

3月末：縦覧後修正分再計算

4月末：計算完了

6月中旬以降：更正で対応

5-1-4

保管

証拠資料

5-1. 当初賦課

問い合わせ対応をシステムを

確認しながら行うことで、紙

資料の確認を最小限に留め

る。（課題29）

変更後の送付先をシステムで管

理し、表計算ソフトでの送付先

管理を廃止。（課題28）

更正期間がなく、システムにて

税担当組織が賦課計算出来

る様になる。（課題30）

固定資産の情報が

１つのシステムで管

理されるので、デー

タの差替えが不要

である。（課題31）

随時

5-1-1

5-1-2

納付書の仕分けを外部委託す

ることで職員の負担を軽減。

（課題32）

(1.0*1)

(480.0*1)

(15.0*70)

封書

送付

(10.0*1)
5-1-3

封書

封入封緘

（特殊な場合）

約１割程が、特別な封入

封緘が必要

5-1-7

(700.0*1)

次期システム（固定資産税）

5-1 該当年度の物件ごとの課税額を計算し、納税義務者で名寄せした結果を通知する



システム

必要情報

時期

概要

家屋建築および住宅

用地申請書

固定資産税 現行業務フロー （14/18）

更正申請

住民

家屋建築および住宅

用地申請書

解屋届け

更正申請受付

解屋届け

5-2-1

5-2. 更正

税務課

更正賦課

計算指示

電算センター

固定資産情報課税台帳

納付関係書類

出力

課税明細書

納付書

口座引落票

一覧表

課税明細書

納付書

口座引落票

一覧表

保管

送付先、書類不

備チェック

送付先

変更リスト

5-2-2

封入・送付

送付先

変更リスト

封書

税務課管理

随時更新エクセル

受取

封書

5-2-3

随時

ATOMS（固定資産税システム）

(10.0*10)

(5.0*102)

(5.0*102)

電算センターに更正処理を依

頼しているので時間がかかる。

35．電算センターに更正

処理を依頼しているので

時間がかかる。

5-2 年度途中の家屋建築・住宅用地申請および解屋届を受け付け、異動をかける



システム

必要情報

時期

概要

5-2. 更正

住民

税担当組織

固定資産税 次期業務フロー （14/18）

更正申請

更正申請受付

送付先、書類不

備チェック

5-2-1 5-2-2 5-2-3

封書

固定資産情報

課税明細書

納付書

口座引落票

受取

封書

封入・送付

賦課更正

処理

5-2-4

次期システム（固定資産税）

随時

家屋建築および住宅

用地申請書

家屋建築および住宅

用地申請書

解屋届け

解屋届け

(10.0*10) (2.0*10) (2.0*10)
(5.0*10)

更正処理を原課で直接行えるこ

とにより、時間を削減できる。

電算処理を原課で直接行え

る事により、時間が削減され

る。（課題35）

5-2 年度途中の家屋建築・住宅用地申請および解屋届を受け付け、異動をかける



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （15/18）

税務課

縦覧・閲覧

申請

住民

縦覧・閲覧

申請受付

土地・家屋価格等縦

覧帳簿縦覧申請書

保管

縦覧状況を県に報告する

事もある

縦覧･閲覧

I

13/18へ

問合せがある場合

縦覧期間通知

縦覧は地番毎の評価額（課税状況）

閲覧は納税者毎の固定資産税の情報を見ることができ

る(名寄せ)

縦覧・閲覧対象は土地・家屋課税台帳

土地・家屋価格等縦

覧帳簿縦覧申請書

6-1. 期間周知

広報誌、HPによ

る周知

6-1-1 6-2-1

6-2. 縦覧閲覧受付

縦覧期間

4月～6月

6-1-2

(10.0*1)

(60.0*1)

(5.0*200)

6-1 縦欄（地番毎の土地評価額）の開示期間を周知する

6-2 縦欄（地番毎の土地評価額）の閲覧申請を受け付け、開示する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （15/18）

税担当組織

縦覧･閲覧

申請

住民

縦覧・閲覧

申請受付

土地・家屋価格等縦

覧帳簿縦覧申請書

保管

縦覧状況を県に報告する

事もある

閲覧・縦覧

H

13/18へ

問合せがある場合

縦覧期間

4月～6月

縦覧期間通知

土地・家屋価格等縦

覧帳簿縦覧申請書

広報誌、HPによ

る周知

6-1-1 6-2-1

6-1. 期間周知

6-2. 縦覧閲覧受付

縦覧は地番毎の評価額（課税状況）

閲覧は納税者毎の固定資産税の情報を見ることができ

る(名寄せ)

縦覧・閲覧対象は土地・家屋課税台帳

6-1-2

(10.0*1)

(60.0*1)

(5.0*200)

6-1 縦欄（地番毎の土地評価額）の開示期間を周知する

6-2 縦欄（地番毎の土地評価額）の閲覧申請を受け付け、開示する



システム

必要情報

時期

概要

受取

固定資産税 現行業務フロー （16/18）

税務課

住民

申請

評価証明書・評

価通知申請書

評価通知書

固定資産情報

申請受付印刷

指示

保管

評価証明書・評

価通知申請書

固定資産税システム

7-1. 発行受付

証明書・通知書

交付

評価証明書

評価通知書

＜証明書種類＞

・資産証明（市民課） ・評価証明(市民課）

・公課証明 ・名寄せ帳

・償却資産証明書

代金受取 集計

代金支払

評価証明書・評

価通知申請書

7-3. 代金受取

7-2. 交付 7-4. 集計

評価証明書

レジ打ち

領収書
領収書

領収書

随時

7-1-1 7-2-2 7-3-1 7-4-17-2-1

(1.0*100) (0.5*100) (1.0*100) (1.0*100) (10.0*12)

7-1 資産証明、評価証明等の発行を受け付ける

7-2 資産証明、評価証明等を住民へ交付する

7-3 証明書手数料を受け取る

7-4 証明書の発行状況を集計する



システム

必要情報

時期

概要

受取

固定資産税 次期業務フロー （16/18）

税担当組織

住民

申請

評価証明書・評

価通知申請書

固定資産情報

申請受付印刷

指示

保管

評価証明書・評

価通知申請書

次期システム（固定資産税）

証明書・通知書

交付

＜証明書種類＞

・資産証明・評価証明・公課証明・名寄せ帳

・無資産証明・家屋滅失証明・償却資産証明書

代金受取 集計

代金支払

評価証明書・評

価通知申請書

7-1-1

7-2-2
7-3-1 7-4-1

レジ打ち

領収書 領収書

領収書

随時

7-1. 発行受付 7-3. 代金受取

7-2. 交付 7-4. 集計

7-2-1

評価証明書

評価通知書

評価証明書

評価通知書

(1.0*100) (0.5*100)
(1.0*100)

(1.0*100) (10.0*12)

7-1 資産証明、評価証明等の発行を受け付ける

7-2 資産証明、評価証明等を住民へ交付する

7-3 証明書手数料を受け取る

7-4 証明書の発行状況を集計する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （17/18）

税務課

電算センター

11月の作業

土地課税計算

依頼

計算結果

確認

計算指示

土地情報

WEB固定資産税システム

リストナビ

予算書データ

登録

土地予算書

（EXCEL）

時点修正データ

（EXCEL）

土地予算書

印刷

土地予算書

33．土地予算書の作成は、

時点修正データを参照しな

がら手作業で実施しなけれ

ばならない。

8-1-1 8-1-2
8-1-3 8-1-4

8-1. 土地予算書作成

時点修正データ

（EXCEL）

(10.0*1) (60.0*1)

(480.0*1)

(5.0*1)

8-1 時点修正を考慮し、該当年度の登記済土地から翌年度の税収見込み額を試算し予算書を作成する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （17/18）

税担当組織

調定表

出力

8-1-2

予算書作成

土地予算書

賦課計算

指示

固定資産情報

調定表

次期システム（固定資産税）

8-1-1 8-1-4

土地の予算書作成に必要な情報を

システムで管理し、表計算ソフトによ

る管理を廃止。

（課題33）

11月の作業

8-1. 土地予算書作成

(5.0*1) (5.0*1) (5.0*1)

8-1 時点修正を考慮し、該当年度の登記済土地から翌年度の税収見込み額を試算し予算書を作成する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 現行業務フロー （18/18）

税務課

8-2. 家屋予算書作成

データ加工

・計算

異動リスト

（EXCEL）

新築家屋一覧

（EXCEL）

家屋予算書

（EXCEL）

家屋予算書

作成

家屋予算書

（EXCEL）

家屋予算書

11月の作業

34．家屋予算書の作成では

複数のExcelデータを加工・

計算しなければならず、事

務が煩雑である。

8-2-1

8-2-2

家屋予算書

印刷

8-2-3

家屋予算書

(480.0*1)

(5.0*1) (5.0*1)

8-2 家屋の異動状況を考慮し、該当年度の登記済家屋から翌年度の税収見込み額を試算し予算書を作成する



システム

必要情報

時期

概要

固定資産税 次期業務フロー （18/18）

税担当組織

調定表

出力

8-2-2

予算書作成

賦課計算

指示

固定資産情報

調定表

次期システム（固定資産税）

8-2-1 8-2-3

家屋予算書

11月の作業

8-2. 家屋予算書作成

家屋の予算書作成に必要な情報を

システムで管理し、表計算ソフトによ

る管理を廃止。

（課題34）

(5.0*1) (5.0*1)
(5.0*1)

8-2 家屋の異動状況を考慮し、該当年度の登記済家屋から翌年度の税収見込み額を試算し予算書を作成する
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

簡易申告書記入

（住民から聞取り記

入する）

国保（賦課） 現行業務フロー （1/17）

住民

武雄市外住民

所得状況入力

国保税情報

課税システム

税務課

課税係

簡易申

告書

1-1. 簡易申告

申告

簡易申

告書

簡易申

告書

1-1-1 1-1-2

保管

随時

(1.0*250) (1.0*250)

A

9/17へ

B

11/17へ

当初賦課(1月から5月)

賦課更正

1-1 個人住民税未申告の被保険者に対して、国保税の賦課根拠とする所得の簡易申告をとる



システム

必要情報

時期

概要

簡易申告書記入

（住民から聞取り記

入する）

国保（賦課） 次期業務フロー （1/17）

住民

市内外住民

所得状況入力

国保情報

次期システム（国保）

税担当組織

簡易申

告書

1-1. 簡易申告

申告

簡易申

告書

簡易申

告書

1-1-1 1-1-2

保管

随時

(1.0*250) (1.0*250)

A

9/17へ

B

11/17へ

賦課更正

当初賦課(1月から5月)

1-1 個人住民税未申告の被保険者に対して、国保税の賦課根拠とする所得の簡易申告をとる



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （2/17）

転入元

自治体

税務課

課税係

所得状況入力

国保税情報

1-2. 所得照会(住登外)

賦課資料受取

賦課資料

出力指示

国民健康保険税

賦課資料について

（照会）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

国民健康保険税

賦課資料について

（照会）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

封入封緘

・送付

国民健康保険税

賦課資料について

（照会）

国保税情報

課税システム

賦課資料回答

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

保管

1-2-1 1-2-2
1-2-3

課税システム

随時

1．所得照会の照会回答

が紙資料の郵送で行い、

時間と手間がかかる。

(1.0*600) (1.0*600) (5.0*600)

２９４の３

通知書

２９４の３

通知書

1-2 １月１日（住民税賦課期日）時点に当該自治体の住民でなく、所得申告情報を当該自治体で管理していない

被保険者に対して、１月１日時点に在住していた自治体に所得の照会を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （2/17）

転入元

自治体

税担当組織

所得状況入力

国保情報

1-2. 所得照会(住登外)

賦課資料受取

賦課資料

出力指示

国民健康保険税

賦課資料について

（照会）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

封入封緘

・送付

国保情報

次期システム（国保）

賦課資料回答

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

保管

1-2-1 1-2-2

1-2-3

随時

国民健康保険税

賦課資料について

（照会）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

(1.0*240) (1.0*240)
(1.0*240)

国民健康保険税

賦課資料について

（照会）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

次期システム（国保）

２９４の３

通知書

２９４の３

通知書

1-2 １月１日（住民税賦課期日）時点に当該自治体の住民でなく、所得申告情報を当該自治体で管理していない

被保険者に対して、１月１日時点に在住していた自治体に所得の照会を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （3/17）

施設・

住民

３月中旬

案内書作成

（ワード）

○学・○特リス

ト出力指示

国保資格情報

○学・○特

リスト

国保税所得

申告

エクセル作成

受付（郵送）

４月末まで

５月中旬

税務課

課税係

○学・○特

リスト

施設入所者

リスト

国保税算定の

ための申告依頼

案内書

施設入所者

リスト

案内書、国保課

税申告書送付

国保税算定の

ための申告依頼

案内書

案内書、国保課

税申告書受取

国保税所得

申告

国保税算定の

ための申告依頼

案内書

申告

国保税所得

申告

国保税所得

申告

保管

受付（窓口）

４月末まで

国保税所得

申告

1-3-1 1-3-2 1-3-3

1-3-4

1-3-5 1-3-6

1-3. 所得照会（施設入所者）

C

11/17へ

2．対象者をエクセルで管

理し、案内書を手作業で

作成するため、手間がかか

る。

1．所得照会の照会回答

が紙資料の郵送で行い、

時間と手間がかかる。

(1.0*1) (3.0*30) (3.0*30)

(5.0*30)

(1.0*24) (10.0*6)

国保システム

所得状況入力

国保税情報

課税システム

国保税所得

申告

1-3-7

(5.0*30)

1-3 当該自治体の国保の被保険者であるが、生活の本拠地が自治体外の施設で他自治体に所得申告を行っている対象に対して、施設所在自治体に所得の照会を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （3/17）

施設・

住民

３月中旬

案内書、国保課

税申告書送付

施設入所者リ

スト作成

国保情報

受付（郵送）

４月末まで

５月中旬

税担当組織

案内書、国保課

税申告書受取

国保税所得

申告

国保税算定の

ための申告依頼

案内書

申告

国保税所得

申告

国保税所得

申告

受付（窓口）

４月末まで

国保税所得

申告

1-3-1 1-3-4

1-3-5 1-3-6

1-3. 所得照会（施設入所者）

次期システム（国保）

国保税算定の

ための申告依頼

案内書

国保税所得

申告

国保税算定の

ための申告依頼

案内書

C

11/17へ

エクセル管理が不要になりシステ

ムから申告依頼案内書が出力可

能になる。（課題2）

(1.0*1) (5.0*30)

(1.0*24)
(10.0*6)

施設入所者リスト 施設入所者リスト

国保情報

次期システム（国保）

所得状況入力

1-3-7

(1.0*30)

国保税所得

申告

1-3 当該自治体の国保の被保険者であるが、生活の本拠地が自治体外の施設で他自治体に所得申告を行っている対象に対して、施設所在自治体に所得の照会を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （4/17）
1-4. 所得照会（電子照会）

現在電子的な所得照会は行っていない。

1-4 「所得照会（住登外）」「所得照会（施設入所者）」の業務を、当システム導入自治体同士の情報共有により行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （4/17）

税担当組織

国保情報

1-4. 所得照会（電子照会)

所得照会対象

者抽出

所得照会依頼

所得照会回答

所得照会（依頼）文

書管理

保管

所得照会を電子化する

ことにより、封入・封緘な

どの事務作業がなくなる。

（課題１）

随時

所得照会結果

一括登録

所得照会（回答）文

書管理

保管

回答文書が電子化されているた

め、回答内容を手入力しない。そ

のため業務量の軽減が見込まれ

るだけではなく、誤入力の防止に

もつながる。（課題１）

転入元

自治体

(杵藤地区)

1-4-1 1-4-2 1-4-3

次期システム（国保）

(5.0*12) (1.0*12)
(1.0*12)

1-4 「所得照会（住登外）」「所得照会（施設入所者）」の業務を、当システム導入自治体同士の情報共有により行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （5/17）

転出先

自治体

税務課

課税係

所得情報

1-5. 所得照会（回答）

随時

課税システム

1．所得照会の照会回答

が紙資料の郵送で行い、

時間と手間がかかる。

送付

受取 所得照会回答

所得回答書

送付

所得回答書

受取

保管

1-5-1 1-5-2 1-5-3

(1.0*600) (5.0*600) (1.0*600)

国民健康保険税

賦課資料について

（照会）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

国民健康保険税

賦課資料について

（照会）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

所得回答書

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

２９４の３

通知書

２９４の３

通知書

1-5 他自治体から受けた所得照会依頼に対して回答を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （5/17）

転出先

自治体

送付

受取
税担当組織

所得照会回答

所得回答書

国保情報

送付

所得回答書

受取

保管

1-5-1 1-5-2 1-5-3

1-5. 所得照会(回答)

次期システム（国保）

随時

(1.0*240) (5.0*240) (1.0*240)

国民健康保険税

賦課資料について

（照会）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

国民健康保険税

賦課資料について

（照会）

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

所得回答書

国民健康保険税

賦課資料について

（回答）

２９４の３

通知書

２９４の３

通知書

1-5 他自治体から受けた所得照会依頼に対して回答を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （6/17）
1-6. 所得照会（電子回答）

現在電子的な所得照会は行っていない。

1-6 「所得照会（電子回答）」の業務を、当システム導入自治体同士の情報共有により行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （6/17）

税担当組織

1-6. 所得照会（電子回答）

随時

所得照会を電子化する

ことにより、封入・封緘な

どの事務作業がなくなる。

（課題１）

回答文書を出力し

ないため、紙資源の

使用軽減にもつなが

ることが期待できる。

（課題１）

随時

転出先

自治体

(杵藤地区)

国保情報

所得照会依頼

所得照会確認

1-6-1

所得照会回答

所得照会結果

一括登録

1-6-2

次期システム（国保）

回答文書が電子化されているため、回

答内容を手入力しない。そのため業務

量の軽減が見込まれるだけではなく、誤

入力の防止にもつながる。

（課題１）

(3. 5*360)
(1.0*12)

1-6 「所得照会（電子回答）」の業務を、当システム導入自治体同士の情報共有により行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （7/17）

住民

税務課

課税係

申請

軽減申請書

受付 審査・決裁 軽減入力

保管

軽減申請書 軽減申請書 軽減申請書

課税情報

1-7-1 1-7-2 1-7-3

1-7. 軽減申請

3．軽減申請の決裁に時間

がかかるときがある。

随時

課税システム

(1.0*200) (30.0*10) (5.0*200)

1-7 所得の低い国保世帯に対して、国保税平等割、所得割の軽減申請を行ってもらう



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （7/17）

住民

税担当組織

申請

軽減申請書

受付 決裁 軽減入力

保管

軽減申請書 軽減申請書 軽減申請書

国保情報

1-7-1 1-7-2 1-7-3

1-7. 軽減申請

次期システム（国保）

随時

(1.0*200) (30.0*10) (5.0*200)

1-7 所得の低い国保世帯に対して、国保税平等割、所得割の軽減申請を行ってもらう



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （8/17）

住民

届出

保管

送付先変更届

行政基本ステム

送付先情報

送付先変更

入力

税務課

管理係

送付先変更届

受付

送付先変更届 送付先変更届

1-8-1 1-8-2

1-8. 送付先変更

随時

(5.0*80)

(10.0*80)

1-8 被保険者の希望により書類送付先の変更を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （8/17）

住民

届出

保管

送付先変更届

送付先情報

送付先変更

入力

税担当組織

送付先変更届

受付

送付先変更届 送付先変更届

1-8-1 1-8-2

1-8. 送付先変更

次期システム（宛名管理）

随時

(5.0*80) (5.0*80)

1-8 被保険者の希望により書類送付先の変更を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （9/17）

住民

税務課

課税係

当初課税台帳

確認

５月中旬

国保税情報

住民税のダン

プリスト出力

住民税のダンプ

リスト

住民税情報

５月末の当初賦

課税台帳確認

５月末

簡易申告入力

住民税のダンプ

リスト

４月末

住民税のダンプ

リスト

国民健康保険

簡易申告書

国民健康保険

簡易申告書

D

10/17へ

保管

旧被扶養者の国

保税賦課確認

国保税賦課

画面コピー

2-1. 当初賦課

旧被扶養者

エクセル
１月から５月まで申告書を

まとめておく。

4．当初賦課の確認を台帳画

面と住民税のダンプリストの紙

資料で行っている。

6．旧被扶養者の減免

計算を手作業で行うため、

賦課情報を確認している。

5．簡易申告書の確認を

紙資料と画面で行ってい

る。

当初賦課

電算センター

2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4 2-1-5

旧被扶養者

エクセル

税制改正に関わる賦課を

する方を対象に確認する。

(60.0*1) (120.0*1)

(1.0*150)

(0.7*7)

(240.0*1)

電算に依頼する

A

1/17から

保管

課税システム

2-1 当該年度の各国保世帯の加入状況、個人住民税所得申告、固定資産税算出結果に基づき、国保税の賦課を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （9/17）

住民

税担当組織

５月中旬

国保情報課税情報（住民税）

５月末

未申告リスト

確認

４月末

D

10/17へ

2-1. 当初賦課

2-1-4

当初賦課

2-1-13

(5.0*1)

(5.0*1)

A

1/17から

次期システム（国保）

住民税の情報が画面参照できるため、

ダンプリストと紙資料による確認作業を

削減。（課題4） １月から５月の簡易申告書が随時入力

でき、未申告者が抽出できるようになる

ため、被保険者全員の確認作業を削

減。（課題5）

2-1 当該年度の各国保世帯の加入状況、個人住民税所得申告、固定資産税算出結果に基づき、国保税の賦課を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （10/17）

住民

６月１０日前後

税務課

課税係

旧被扶養者に

かかる減免額

入力

国保税情報

減免額計算手

で計算

集合税画面で

調定額の期割

の確認

減免入力終了

連絡（電話）

納付書、納税通

知書を取りに行く

受取

封筒詰め

送付

D

9/17から

旧被扶養者

エクセル

国保税賦課

画面コピー

減免額結果を旧

被扶養者エクセ

ルに入力

旧被扶養者

エクセル

旧被扶養者

エクセル

国保税賦課

画面コピー

国保税賦課

画面コピー

納付書

納税通知書

納付書、納税通

知書作成完了

連絡（電話）

旧被扶養者

エクセル

国保税賦課

画面コピー

保管

納付書

納税通知書

納付書

納税通知書

納付書

納税通知書

電算

センター

2-1-6

2-1-7 2-1-8 2-1-9 2-1-10

2-1-11

2-1-12

7．減免額計算が手作

業で行い、エクセルで

結果を管理している。

2-1. 当初賦課

8．封入封緘作業

に時間がかかってい

る。

納付書、納税通

知書作成処理

課税システム

現行では、個人住民税・固定資産税・国保税の

集合徴収を行い、納付書を発行している。

(17.0*7)

(0.7*7)

(2.1*7) (0.7*7)
(1.0*1)

(30.0*1)

(1.0*7,300)

2-1 当該年度の各国保世帯の加入状況、個人住民税所得申告、固定資産税算出結果に基づき、国保税の賦課を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （10/17）

住民

６月１０日前後

税担当組織

国保情報

納付書、納税通

知書作成処理

受取

確認・送付

D

9/17から

2-1-10

2-1-12

2-1. 当初賦課

封入封緘

納付書および納税通知書の封

入封緘作業を外部委託先に依

頼するため、作業量軽減が期待

できる。（課題8）

減免の年次更新（旧被扶

養者のみ）をシステムで処

理する。（課題7）

納付書

納税通知書

納付書

納税通知書

納付書

納税通知書

納付書印刷

納付書

納税通知書

外部委託対象業務

旧被扶養者減

免計算及び更新

旧被扶養者

エクセル

2-1-8

次期システム（国保）

(1.0*1)

(0.1*7,300)

(2.1*7)

保管

減免の年次更新（旧被扶

養者のみ）の減免額計算

がシステムで可能になる。

（課題6）

2-1 当該年度の各国保世帯の加入状況、個人住民税所得申告、固定資産税算出結果に基づき、国保税の賦課を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （11/17）

被保険者情報

月初め

武雄市に住所が

ない国保加入者

リスト出力指示

簡易申告漏れ

チェック

税務課

課税係

賦課期日現在武雄

市に住所がない国

保加入者リスト

賦課期日現在武雄

市に住所がない国

保加入者リスト

9．簡易申告漏れ者チェッ

クを手作業でするため手

間がかかる。

2-2-1

2-2. 賦課更正

施設入所者

所得情報チェック

過年度遡及

対象者リスト

出力

国保税過年度遡

及更正データ作成

（エクセル）

過年度遡及

対象者リスト

過年度遡及

対象者リスト

課税資料

国保税過年度

遡及更新データ

2-2-5
2-2-6

10．課税資料を基に過

年度遡及更正データをエ

クセルで作成するのに時

間を要している。

簡易申告書

受付簿

賦課期日現在武雄

市に住所がない国

保加入者リスト

2-2-3

E

12/17へ

保管

国保課税計算

更正・確認

国保税過年度

遡及更新データ

国保システム

2-2-2 2-2-4

課税資料

(1.0*11) (60.0*11)

(1.0*11)

(5.0*400)

(5.0*400)

(30.0*11)

保管

簡易申

告書

保管

B

1/17から

保管

国保税

所得申告

C

3/17から

2-2 世帯員の加入・離脱、所得の更正申告があった世帯に対して、それに応じた国保税賦課状況の更正を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （11/17）

税担当組織

2-2. 賦課更正

施設入所者

所得情報チェック

未申告

リスト出力

未申告リスト

保管

国保賦課

更正・確認

E

12/17へ

異動者リスト

出力

2-2-5

2-2-4

簡易申告漏れ者を

システムでチェック可

能になる。（課題9）

未申告リスト

国保情報

随時

2-2-2 2-2-3

保管

保管

C

3/17から

(1.0*11)

(1.0*11)

(5.0*400)

(30.0*11)

B

1/17から

年度に関係なく、賦課対象の

期間内の異動は課税計算処

理の中で国保税過年度更正

データが作成されるので、国保

過年度遡及更正データ作成

作業が削減できる。（課題10）

異動者

リスト

異動者

リスト

次期システム（国保）

簡易申告書

国保税

所得申告

2-2 世帯員の加入・離脱、所得の更正申告があった世帯に対して、それに応じた国保税賦課状況の更正を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （12/17）

国保税情報

月初め
１０日前後

税務課

課税係

決定通知書、

伺書作成

F

13/17へ

納付書作成

納付書

電算

センター

納付書を取りに

行く

決定

通知書

納付書

11．決定通知書、更正

決議書、伺書、異動連

絡票を手作業で作成し

ている。

収納画面で滞

納情報確認

収納対策室 滞納対策処理

滞納がある場合

2-2-7 2-2-8 2-2-9

2-2. 賦課更正

E

11/17から

更正

決議書

伺書

異動

連絡票

課税資料

国保税過年度

遡及者リスト

課税システム

保管

(0.5*400)

(1.0*400) (20.0*11)

2-2 世帯員の加入・離脱、所得の更正申告があった世帯に対して、それに応じた国保税賦課状況の更正を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （12/17）

税担当組織

2-2. 賦課更正

F

13/17へ
納付書作成

納付書

収納画面で滞

納情報確認

滞納対策処理

滞納がある場合

決定通知書

伺書

異動連絡票

更正決議書

2-2-8 2-2-9

国保情報

決定通知書、

伺書作成指示

次期システム（国保）

E

11/17から

課税資料

保管

決定通知書伺書、異動連

絡票、更正決議書がシス

テムから出力される様にな

る。（課題11）

随時

収納対策室

2-2-7

(0.3*400)

(1.0*400) (1.0*11)

2-2 世帯員の加入・離脱、所得の更正申告があった世帯に対して、それに応じた国保税賦課状況の更正を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （13/17）

住民

賦課更生

決裁

税務課

課税係

F

12/17から

決定通知書

送付
決定通知書

納付書

決定通知書

受取

決定通知書

納付書

2-2-10 2-2-13

2-2. 賦課更正

更正

決議書

伺書

税務課

管理係

異動連絡表

受取

異動

連絡票

保管

決定

通知書

異動

連絡票

随時

12．決裁に時間がかか

るときがある。

(75.0*11) (60.0*11)

2-2 世帯員の加入・離脱、所得の更正申告があった世帯に対して、それに応じた国保税賦課状況の更正を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （13/17）

住民

賦課更正

決裁
税務課

課税係

F

12/17から

決定通知書

送付

決定通知書

納付書

決定通知書

受取

決定通知書

納付書

2-2-10 2-2-13

2-2. 賦課更正

更正

決議書

伺書

税務課

管理係

異動連絡表

受取

異動

連絡票

保管

決定

通知書

異動

連絡票

随時

(75.0*11) (60.0*11)

2-2 世帯員の加入・離脱、所得の更正申告があった世帯に対して、それに応じた国保税賦課状況の更正を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （14/17）
2-3. 減免

住民

税務課

課税係

申請

受付 審査・決裁 減免入力

決定通知書作

成、送付

受取

決定通知書

決定通知書

減免申請書

証明書類等

保管

課税情報

減免申請書

証明書類等

13．減免申請の決裁に時

間がかかるときがある。

随時

減免申請書

証明書類等

減免申請書

証明書類等

減免申請書

証明書類等

2-3-1
2-3-2 2-3-3

2-3-4

(1.0*7) (60.0*7)
(5.0*7) (30.0*7)

課税システム

2-3 災害や事業の損害により、一時的に国保税の納付が困難な被保険者が減免の申請を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （14/17）
2-3. 減免

住民

税担当組織

申請

受付 審査・決裁 減免入力 送付

受取

決定通知書

決定通知書

減免申請書

証明書類等

保管

国保情報

減免申請書

証明書類等

2-3-1 2-3-2
2-3-3

2-3-4

決定通知書

次期システム（国保）

決定通知書がシステムから

打ち出せる様になる。

随時

減免申請書

証明書類等

減免申請書

証明書類等

減免申請書

証明書類等

(1.0*7) (60.0*7) (5.0*7)
(30.0*7)

2-3 災害や事業の損害により、一時的に国保税の納付が困難な被保険者が減免の申請を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （15/17）

住民

特別徴収に関わる

世帯情報画面確認

（リストナビ）

４月、６月、８月、１０月末時点

国保税情報

送付

税務課

課税係 日本年金機構より

年金受給者情報

を入手

前月中旬
５月、７月、９月、１１月の１０日前後

納税通知書一覧表、

特徴停止一覧表確認

（リストナビ）

納税通知書特

徴関係を取りに

行く

納税通知書

特徴関係

納税通知書

特徴関係

受取

納税通知書

特徴関係

3-1. 特別徴収

特別徴収開始

通知書

特別徴収開始

通知書

特別徴収開始

通知書

電算

センター

3-1-2 3-1-3
3-1-4 3-1-6

納税通知書一覧表、

特徴停止一覧表作

成処理

年金受給者

情報

年金受給者

情報

保管

賦課計算

特徴結果データ

（資格国保担当者）

国保連に送る

納税通知書作

成

課税システム

14．納税通知書(特徴)関

係を取りに行くために手間が

かかる。

納税通知書

特徴関係

特別徴収開始

通知書

3-1-1

封入封緘

3-1-5

納税通知書

特徴関係

特別徴収開始

通知書

(5.0*1)

(30.0*4) (30.0*4)

(10.0*4) (10.0*4) (1.0*4)

3-1 公的年金から国保税の特別徴収を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （15/17）

住民

特別徴収に関

わる世帯情報

画面確認

４月、６月、８月、１０月末時点

国保情報

送付

税担当組織

日本年金機構より

年金受給者情報

を入手

特徴停止一覧表

作成処理

前月中旬

納税通知書

特徴関係

５月、７月、９月、１１月の１０日前後

受取

納税通知書

特徴関係

3-1. 特別徴収

特別徴収開始

通知書

特別徴収開始

通知書

3-1-2 3-1-3 3-1-8 3-1-9

特徴結果データ

（資格国保担当者）

国保連に送る

賦課計算 納税通知書作成

電算センター依頼から職

員が直接実行することで

取りに行く手間が軽減す

る。（課題14）

封入封緘

納税通知書

特徴関係

特別徴収開始

通知書

年金受給者

情報

年金受給者

情報

電算センター依頼から原課にて直

接実行できるようになる

3-1-5

3-1-6

3-1-1

3-1-7

電算センター依頼から原課にて直

接実行できるようになる

(5.0*1)

(30.0*4) (30.0*4)
(1.0*4)

(1.0*4)

(10.0*4)

(5.0*4)

(5.0*4)

特別徴収

異動確認

年金受給者

情報

次期システム（国保）

3-1 公的年金から国保税の特別徴収を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （16/17）

県

保管

７月（年に１回）

国保課税状

況調査出力

リストナビ

国保課税状況調査

エクセルに入力

依頼

国保課税情報

4-1. 課税状況調査

税務課

課税係

国保課税状

況調査様式

受付

国保課税状

況調査様式

国保課税状況調査

国保課税状

況調査

国保課税状況

調査の報告

国保課税状

況調査

国保課税状況調

査の報告受付け

4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-1-4

17．紙資料からエクセルの

作成をしている。

課税システム

国保課税状

況調査

(1.0*1) (1.0*1)

(480.0*1)

(1.0*1)

4-1 調査該当年度の国保税課税状況について、調査・報告する



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （16/17）

県

７月（年に１回）

国保課税状

況調査出力

依頼

国保情報

4-1. 課税状況調査

税担当組織

受付

国保課税状況

調査の報告

国保課税状

況調査

国保課税状況調

査の報告受付け

4-1-1 4-1-2 4-1-4

次期システム（国保）

国保課税状

況調査

システムから国保課税状

況調査データが出力でき

作業軽減ができる。

（課題17）

国保課税状

況調査

(1.0*1) (30.0*1)

(1.0*1)

国保課税状

況調査様式

国保課税状

況調査様式

4-1 調査該当年度の国保税課税状況について、調査・報告する



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 現行業務フロー （17/17）

住民

税務課

課税係

賦課税額試算

問合せ

住民情報

賦課税額試算

手計算

本人確認

課税情報

課税台帳画面

確認

賦課課税試算書

説明

賦課課税試算書

受取

賦課課税試算書

5-1-1 5-1-2 5-1-3

5-1-4

5-1. 賦課税額試算

16．賦課税額試算が手

作業で行われている。

随時

名前、住所等で本人確認

住基システム 課税システム

(1.0*1,500)
(2.0*1,500) (8.0*1,500)

(5.0*1,500)

5-1 出生や転出入、世帯分離等で世帯員や所得の増減が見込まれるときに、被保険者からの申出で国保税額がどのように変わるか試算を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（賦課） 次期業務フロー （17/17）

住民

税担当組織

賦課税額試算

問合せ

住民情報

名前、住所等で本人確認

本人確認

国保情報

賦課税額試算

賦課課税試算書

説明

賦課課税試算書

受取

賦課課税試算書

5-1-1 5-1-3

5-1-4

5-1. 賦課税額試算

次期システム（住基） 次期システム（国保）

賦課税額試算をシステム化

することにより、手作業の計

算と比較して、大幅な事務

の効率化が期待できる。

（課題16）

随時

(1.0*1,500)
(1.0*1,500)

(5.0*1,500)

5-1 出生や転出入、世帯分離等で世帯員や所得の増減が見込まれるときに、被保険者からの申出で国保税額がどのように変わるか試算を行う
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

記載内容

本人確認

届出

受付

国保（資格） 現行業務フロー （1/28）

住民

市民課

窓口係

住民情報

国保異動

入力

異動情報

画面のコピー

返却

異動届に

処理済サイン記入

A

2/28へ

本人確認書類

本人確認書類

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

本人確認書類

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

1-1. 資格取得

以下の添付書類を提出する場合がある。

保険証（修正、世帯員追加）、雇用保険受給

資格者証（軽減用）、健康保険脱退証明書

（任意継続終了）、生活保護廃止決定通知

書（生保廃止）母子手帳（出生）

住民異動届・国民健康保険異動届、本人確

認書類と社会保険喪失証明書、扶養認定取

消証明書または離職票のいずれかを提出して

いただく。別世帯の場合は委任状を提出してい

ただく。

負担区分

証明書

負担区分

証明書

負担区分

証明書

負担区分

証明書

随時

国保システム

転入入力

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

負担区分

証明書

住民基本台帳システム

1．転入の際に住記画面、国

保画面でそれぞれ処理をおこ

なっているため手間がかかる。

1-1 住民が国保被保険者の資格を取得する



システム

必要情報

時期

概要

記載内容

本人確認

届出

受付

国保（資格） 次期業務フロー （1/28）

住民

住民窓口

担当組織

住民情報

転入入力

異動情報

返却

A

2/28へ

本人確認書類

本人確認書類

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

本人確認書類

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

1-1. 資格取得

以下の添付書類を提出する場合がある。

保険証（修正、世帯員追加）、雇用保険受給

資格者証（軽減用）、健康保険脱退証明書

（任意継続終了）、生活保護廃止決定通知

書（生保廃止）母子手帳（出生）

住民異動届・国民健康保険異動届、本人確

認書類と社会保険喪失証明書、扶養認定取

消証明書または離職票のいづれかを提出してい

ただく。別世帯の場合は委任状を提出していた

だく。

次期システム（住基）

負担区分

証明書

負担区分

証明書

負担区分

証明書

負担区分

証明書

随時

国保異動

確認

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

負担区分

証明書

住基の転入処理の際に

国保資格取得も行われ、

処理時間が短縮。

(課題1）

次期システム（国保）

1-1 住民が国保被保険者の資格を取得する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （2/28）

住民

A

1/28から

市民課

窓口係

国民健康保

険証の発行

被保険者情報

国民健康

保険証の確認

画面のコピー

国民健康

保険証

国民健康

保険証交付

国民健康保険証

窓口受取

書類をコピーし、

健康課に渡す

住民異動届・

国民健康保険

異動届等コピー綴

本人、同一世帯の場合、窓口で

交付別世帯の場合、書留で郵送

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

国民健康

保険証

国民健康

保険証

国民健康

保険証

画面のコピー

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

B

3/28へ

国民健康保険証

郵便受取

国民健康

保険証

本人、代理人が

同一世帯の場合

代理人が

別世帯の場合

国保税収納

状況確認

収納対策室へ

案内する

国保税情報

L

25/28へ

前期高齢者

判定

C

4/28へ

異動届等の

各書類

2．国民健康保

険証の確認を

異動届等の紙

媒体で行ってい

る。

1-1. 資格取得

異動届に処理済サイン記入

保険証発行停止メッセージが出力さ

れた場合、国保税収納状況を確認

して、収納対策室へご案内する。

負担区分

証明書

負担区分

証明書

随時

3．高齢受給者証と保険証を別々に作

成しており、それぞれについて交付のた

めの作業が発生している。高齢受給者

証は国保担当組織での発行となってお

り、該当の住民は窓口から担当組織ま

で出向かなければならない。

国保システム
課税システム

1-1 住民が国保被保険者の資格を取得する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （2/28）

A

1/28から

国民健康保

険証の発行

国保情報

国民健康

保険証の確認

国民健康保険証

国民健康

保険証交付

国民健康保険証

窓口受取

書類をコピーし、

健康課に渡す

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

国民健康保険証 国民健康保険証

国民健康保険証

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

B

3/28へ

国民健康保険証

郵便受取

国民健康保険

本人、代理人が

同一世帯の場合

代理人が

別世帯の場合

国保税収納

状況確認

収納対策担当

窓口へ案内する

L

25/28へ

異動届等の

各書類

1-1. 資格取得

住民

住民窓口

担当組織

次期システム（国保）

負担区分

証明書

負担区分

証明書

前期高齢者

判定

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

負担区分

証明書

C

4/28へ

随時

保険証発行停止メッセージが出力さ

れた場合、国保税収納状況を確認

して、収納対策室へご案内する。

住民異動届・

国民健康保険

異動届コピー綴り

保管

本人、同一世帯の場合、窓口で

交付別世帯の場合、書留で郵送

保管

住民異動届・

国民健康保険

異動届等コピー綴り

1-1 住民が国保被保険者の資格を取得する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （3/28）

B

2/28から

健康課

国保年金係

被保険者登録

内容の確認

被保険者情報

住民異動届・

国民健康保険

異動届コピー綴

保管

月末

画面のコピー

住民異動届・

国民健康保険

異動届コピー

社会保険喪失

証明書コピー

扶養認定取消

証明書コピー

離職票コピー

委任状別世帯

の場合コピー

住民異動届・

国民健康保険

異動届コピー綴

市民課

窓口係

確認内容に不備

がある場合

1-1. 資格取得

修正処理を行う

負担区分

証明書コピー

1-1-1

4．国民年金係による月末の

資格異動確認作業は、異動

届などの紙媒体と国保システム

の資格情報を担当者が比較す

ることで実施している。

(480.0*12)

国保システム

1-1 住民が国保被保険者の資格を取得する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （3/28）

B

2/28から

被保険者登録

内容の照会

国保情報

住民異動届・

国民健康保険

異動届コピー綴り

保管

月末

住民異動届・

国民健康保険

異動届

社会保険喪失

証明書

扶養認定取消

証明書

離職票

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届コピー綴り

修正処理を

行う

確認内容に不備

がある場合

1-1-1

1-1. 資格取得

住民窓口

担当組織

国保担当

組織

異動入力チェック機能強

化により、業務負担が軽

減できる。（課題4）

負担区分

証明書

(390*12.0)

次期システム（国保）

1-1 住民が国保被保険者の資格を取得する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （4/28）

住民

健康課

国保年金係

被保険者情報

高齢受給者証

入力

負担区分

証明書を綴る

市民課

窓口係

転入、社保離脱

受付

負担区分

証明書

住民異動届・

国民健康保険

異動届

受付確認後、

サインを記入し、返却する。

負担区分

証明書

高齢

受給者証

高齢受給者証

交付

高齢受給者証

受取

高齢

受給者証

高齢

受給者証

高齢受給

者用綴

負担区分

証明書

保管

C

2/28から

1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-1-5

1-1. 資格取得

随時

国保システム

(1.0*36)

(1.0*36)

(0.5*36) (0.5*36)

住民異動届・

国民健康保険

異動届

1-1 住民が国保被保険者の資格を取得する



システム

必要情報

時期

概要

住民

国保担当

組織

被保険者情報

高齢受給者証

入力

負担区分

証明書を綴る

住民窓口

担当組織

転入、社保離脱

受付

負担区分

証明書

負担区分

証明書

高齢

受給者証

高齢受給者証

交付

高齢受給者証

受取

高齢

受給者証

高齢

受給者証

高齢受給

者用綴り

負担区分

証明書

保管

C

2/28から

1-1-2 1-1-3 1-1-4 1-1-5

随時

1-1. 資格取得

次期システム（国保）

国保（資格） 次期業務フロー （4/28）

(1.0*36) (1.0*36) (0.5*36)
(0.5*36)

住民異動届・

国民健康保険

異動届

受付確認後、

サインを記入し、返却する。

住民異動届・

国民健康保険

異動届

1-1 住民が国保被保険者の資格を取得する



システム

必要情報

時期

概要

負担区分

証明書

委任状

別世帯の場合

国保（資格） 現行業務フロー （5/28）

住民

被保険者情報

書類をコピーし、

健康課渡す

届出

市民課

窓口係

受付

住民情報

転出入力

回収ボックスに

保管

年１回

廃棄処分場に

廃棄を依頼

住民異動届・国

民健康保険異動

届等コピー綴

本人確認

届出内容、国保

加入状況確認

国民健康

保険証

保管

返却

保険証を持参しな

かった場合、廃棄

のお願いをする。

本人確認書類

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

国民健康

保険証

本人確認書類

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

国民健康

保険証

本人確認書類

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

国民健康

保険証

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

画面コピー

D

6/28へ

1-2. 資格喪失

負担区分

証明書

住基システム
国保システム

負担区分

証明書

E

7/28へ

住民異動届・

国民健康保険

異動届

負担区分

証明書

随時

70以上の方は国

保年金係へ案

内

国保異動

入力

画面コピー

5．転出の際に住記画面、国

保画面でそれぞれ処理をおこ

なっているため手間がかかる。

1-2 被保険者が資格を喪失する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （5/28）

住民

国保情報

書類をコピーし、

健康課渡す

届出

住民窓口

担当組織

受付

住民情報

被保険者

登録内容

照会

回収ボックスに

保管

年１回

廃棄処分場に

廃棄を依頼

本人確認届出内

容・国保加入状

況確認

国民健康

保険証

保管

返却

保険証を持参しな

かった場合、廃棄

のお願いをする。

本人確認書類

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

国民健康

保険証

本人確認書類

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

国民健康

保険証

本人確認書類

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

国民健康

保険証

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

D

6/28へ

1-2. 資格喪失

次期システム（住基）
次期システム（国保）

必要情報は住基

から連動して処理

する。

負担区分

証明書

70以上の方は国

保年金係へ案

内

負担区分

証明書

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

負担区分

証明書

E

7/28へ

負担区分

証明書

随時

転出入力

住民異動届・国

民健康保険異動

届等コピー綴り

住記の転出処理際に国

保資格喪失も行われ処

理時間が軽減。

(課題5）

1-2 被保険者が資格を喪失する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （6/28）

届出内容確認

保管

保管

健康課

国保年金係

住民情報

転出予定者

リストエクセル

転入確定情報記入

被保険者情報

喪失日修正

転出予定者

リストエクセル

保管

D

5/28から

月末までに処理

住民異動届・国

民健康保険異動

届綴

画面コピー

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

画面コピー

委任状

別世帯の場合

住民異動届・

国民健康保険

異動届

1-2-1 1-2-2 1-2-3

1-2. 資格喪失

住民異動届・国

民健康保険異動

届綴

6．国民年金係による月末の資

格異動確認作業は、異動届な

どの紙資料と国保システムの資

格情報を担当者が比較すること

で実施している。

7．月末までの間に、

1ヵ月の喪失異動の

入力内容をまとめて

確認している。

住基システム
国保システム

(2.0*300)

(1.0*300)

(0.5*300)

1-2 被保険者が資格を喪失する



システム

必要情報

時期

概要

異動入力チェック機能の強

化により、業務負担を軽減

する。（課題6, 7）

国保（資格） 次期業務フロー （6/28）

届出内容確認 保管

国保担当

組織

住民情報

転出予定者

リスト

転入確定情報記入

国保情報

喪失日修正

転出予定者

リスト

保管

D

5/28から

月末までに処理

住民異動届・国

民健康保険異動

届等コピー綴り

委任状別世帯

の場合コピー

住民異動届・

国民健康保険

異動届コピー

委任状別世帯

の場合コピー

住民異動届・

国民健康保険

異動届コピー

1-2-1 1-2-2 1-2-3

1-2. 資格喪失

住民異動届・国

民健康保険異動

届綴り

次期システム（住基）

保管

次期システム（国保）

(1.6*300) (1.0*300)

(0.5*300)

1-2 被保険者が資格を喪失する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （7/28）

住民

健康課

国保年金係

市民課

窓口係

毎月初め

負担区分証明

書申請受付

住民異動届・

国民健康保険

異動届

負担区分

証明申請書

負担区分証明書

作成・交付

負担区分

証明申請書

高齢受給者

名簿綴

負担区分

証明書

負担区分証明書

受取

エクセルで作成

負担区分証明

書綴に綴る

負担区分

証明書綴

負担区分

証明申請書

保管 保管

8．紙の名簿で確認し、

負担区分証明書をエ

クセルから発行している

ので手間がかかる。

負担区分

証明書

1-2-4

1-2-5 1-2-6

1-2. 資格喪失

E

5/28から

(5.0*30)

(3.0*30)

(1.0*12)

1-2 被保険者が資格を喪失する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （7/28）

住民

国保担当

組織

国保情報

住民窓口

担当組織

毎月初め

負担区分証明

書申請受付

住民異動届・

国民健康保険

異動届

負担区分

証明申請書

負担区分証明書

作成・交付

負担区分

証明申請書

負担区分

証明書

負担区分証明書

受取

負担区分証明

書綴りに綴る

負担区分

証明書綴り

負担区分

証明申請書

保管

負担区分

証明書

1-2-11

1-2-12 1-2-13

1-2. 資格喪失

次期システム（国保）

高齢受給対象者の負担区

分が画面で判定でき、負担

区分証明書がシステムから出

力される。（課題8）

E

5/28から

(5.0*30)

(1.0*30)

(1.0*12)

1-2 被保険者が資格を喪失する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （8/28）

住民

健康課

国保年金係

届出

受付

国保退職該当

入力

年金証書

退職被保険者

資格得喪届

住民異動届・

国民健康保険

異動届（社保離脱）

年金証書

退職被保険者

資格得喪届

住民異動届・

国民健康保険

異動届（社保離脱）

年金事務所

厚生年金の加入期

間が２０年以上ある

か電話確認

厚生年金の加入期

間の確認、回答

年金証書を持参

していない場合

退職被保険者

資格得喪届

住民異動届・

国民健康保険

異動届（社保離脱）

被保険者情報

国民健康保険

証の発行

国民健康

保険証交付

国民健康

保険証

国民健康保険証

受取

国民健康

保険証

F

9/28へ

1-3-1

1-3-2

1-3-3 1-3-4 1-3-5

1-3. 退職被保険者資格得喪届

9．届出書類等

を紙媒体で管理

している。

年金証書は返却

返却

国保システム

年金証書

国民健康

保険証

年金証書

随時

(1.0*30)

(2.0*30)

(1.0*30)

(0.5*30)

(1.0*30)

1-3 被保険者の届出により、国保の退職者医療制度を適用する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （8/28）

住民

国保担当

組織

届出

受付

国保退職該当

入力

年金証書

退職被保険者

資格得喪届

住民異動届・

国民健康保険

異動届（社保離脱）

年金証書

退職被保険者

資格得喪届

住民異動届・

国民健康保険

異動届（社保離脱）

年金事務所

厚生年金の加入期

間が２０年以上ある

か電話確認

厚生年金の加入期

間の確認、回答

年金証書を持参

していない場合

退職被保険者

資格得喪届

国保情報

国民健康

保険証交付

国民健康

保険証

国民健康保険証

受取

国民健康

保険証

F

9/28へ

1-3-1

1-3-2

1-3-3 1-3-4 1-3-5

1-3. 退職被保険者資格得喪届

次期システム（国保）

返却

年金証書

随時

住民異動届・

国民健康保険

異動届（社保離脱）

年金証書は返却

(1.0*30)

(2.0*30)

(1.0*30)

(1.0*30)

国民健康

保険証

年金証書

国民健康保険

証の発行

(0.5*30)

1-3 被保険者の届出により、国保の退職者医療制度を適用する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （9/28）

健康課

国保年金係

1-3. 退職被保険者資格得喪届

随時

退職被保険者資格

喪失届綴に綴る

F

8/28から

退職被保険者

資格得喪届

住民異動届・

国民健康保険

異動届（社保離脱）

退職被保険者資格

得喪届綴

保管

1-3-6

(1.0*30)

1-3 被保険者の届出により、国保の退職者医療制度を適用する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （9/28）

退職被保険者資格

喪失届綴りに綴る

国保担当

組織

F

8/28から

退職被保険者

資格得喪届

住民異動届・

国民健康保険

異動届（社保離脱）

退職被保険者資格

得喪届綴り

保管

1-3-6

1-3. 退職被保険者資格得喪届

随時

(1.0*30)

1-3 被保険者の届出により、国保の退職者医療制度を適用する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （10/28）

国保連

退職勧奨者

対象一覧

退職勧奨者

対象一覧

国保連医療情報

健康課

国保年金係

退職強制適用者一

覧（エクセル）作成

対象者確認 異動入力

被保険者情報

保管

退職勧奨者対象

一覧作成完了

メール送信

年３回（３、７、１１月）

退職勧奨者対象

一覧作成完了

メール受信

退職勧奨者

対象一覧

退職勧奨者

対象一覧

退職強制適

用者一覧

退職強制適

用者一覧

G

11/28へ

10．国保連合会から送付さ

れる退職勧奨者対象一覧を

再度エクセルに入力している。

1-4-1 1-4-2 1-4-3 1-4-4 1-4-5

1-4. 退職医療制度職権認定

国保システム国保連医療情報システム（国保連端末）

(1.0*3)
(3.0*3)

(2.0*90)

(1.0*90)

(1.0*90)

1-4 職権により、国保の退職者医療制度を適用する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （10/28）

国保連

退職勧奨者

対象一覧

退職勧奨者

対象一覧

国保連医療情報

国保担当

組織

退職強制適用者

一覧作成

対象者確認 異動入力

国保情報

退職勧奨者対象

一覧作成完了

メール送信

年３回（３、７、１１月）

退職勧奨者対象

一覧作成完了

メール受信

退職勧奨者

対象一覧

退職勧奨者

対象一覧

退職強制適

用者一覧

退職強制適

用者一覧

G

11/28へ

1-4-1 1-4-2 1-4-3 1-4-4 1-4-5

1-4. 退職医療制度職権認定

国保連医療情報システム（国保連端末） 次期システム（国保）

国保連合会から退職勧

奨者一覧をデータでもら

い、エクセルに変換する。

（課題10）

(1.0*3)
(3.0*3) (2.0*90)

(0.7*90)

(1.0*90)

1-4 職権により、国保の退職者医療制度を適用する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （11/28）

保管

健康課

国保年金係

被保険者情報

保険証の確認

簡易書留控え

F

10/28から

国民健康保

険証の発行

国民健康

保険証

退職強制適

用者一覧

国民健康

保険証

退職強制適

用者一覧

簡易書留で

送付

国民健康

保険証

住民

受取

国民健康

保険証

退職強制適用

者抽出指示

レセプト一覧表

国保連医療情報

退職強制適

用者一覧

H

12/28へ

1-4-6 1-4-7

1-4-8

1-4-9

1-4. 退職医療制度職権認定

随時

国保システム

国保連医療情報システム（国保連端末）

(0.5*90) (0.5*90)

(0.5*90)
(2.0*90)

11．レセプト一覧表を国保連

端末から紙で打ち出している

ので、手間がかかる。

1-4 職権により、国保の退職者医療制度を適用する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （11/28）

保管

国保担当

組織

国保情報

保険証の確認

簡易書留控え

G

10/28から

国民健康保

険証の発行

国民健康

保険証

退職強制適

用者一覧

国民健康

保険証

退職強制適

用者一覧

簡易書留で

送付

国民健康

保険証

住民

受取

国民健康

保険証

退職強制適用

者抽出指示

国保連医療情報

退職強制適

用者一覧

H

12/28へ

1-4-6 1-4-7 1-4-8 1-4-9

1-4. 退職医療制度職権認定

次期システム（国保）

国保連医療情報システム（国保連端末）

随時

(0.5*90)

(0.5*90)

(0.5*90) (1.0*90)

レセプト一覧

表

国保連端末からレセプト

一覧表をデータで受取り、

出力時間を軽減。

（課題11）

1-4 職権により、国保の退職者医療制度を適用する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （12/28）

支払基金

財務情報

支払基金

受取

過年度について

退職振替整理簿

（エクセル）作成

退職振替

整理簿

過年度、現年度

分振り分け

被用者保険拠

出金額報告書

振替入力

レセプト一覧表

H

11/28から

退職振替

整理簿

健康課

国保年金係

現年度について

退職振替

整理簿

退職振替

整理簿

1-4-10 1-4-11 1-4-12

1-4-13

1-4. 退職医療制度職権認定

12．レセプト一覧表から退職

振替整理簿（エクセル）を作

成している。

随時

財務会計システム

(5.0*90)

(5.0*3)
(5.0*3)

(5.0*3)

1-4 職権により、国保の退職者医療制度を適用する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （12/28）

支払基金

財務情報

支払基金

受取

過年度について

退職振替整理簿

(エクセル)作成

退職振替

整理簿

過年度、現年度

分振り分け

被用者保険拠

出金額報告書

振替入力

H

11/28から

退職振替

整理簿

国保担当

組織

現年度について

退職振替

整理簿

退職振替

整理簿

1-4-10 1-4-11

1-4-12

1-4-13

1-4. 退職医療制度職権認定

財務会計システム

随時

(4.0*90)

(5.0*3)
(5.0*3)

(5.0*3)

レセプト一覧

表

CSVのレセプト一覧表を

エクセルに変換し、作業

をする事により、手間を軽

減。（課題12）

1-4 職権により、国保の退職者医療制度を適用する



システム

必要情報

時期

概要

申請

国保（資格） 現行業務フロー （13/28）

住民

健康課

国保年金係

住所地特例

適用通知書

作成・送付

住所地特例台

帳に綴る

住所地特例

台帳保管

住所地特例

届出

住所地特例

受付

住所地特例

申請書

住所地特例

申請書

住所地特例

申請書

住所地特例

適用通知書

住所地特例

適用通知書

受取 住所地特例

適用通知書

エクセルで作成

転入時、使用する

住所地特例

適用通知書

控え

住所地特例

適用通知書

控え

住所地特例

申請書

保管

13．住所地特例適用

通知書をエクセルから

発行している。

2-1-1

2-1-2

2-1-3

2-1. 住所地特例

随時

(1.0*10)

(5.0*10)

(1.0*10)

2-1 当該自治体の国保の被保険者が他自治体の療養施設に入所する際、住民ではなくなるが被保険者の資格は継続する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （13/28）

住民

国保担当

組織

住所地特例

台帳に綴る

住所地特例

台帳保管

住所地特例

申請

住所地特例

受付

住所地特例

申請書

住所地特例

申請書

住所地特例

適用通知書

受取

住所地特例

適用通知書

転入時、使用する

住所地特例

適用通知書

控え

住所地特例

申請書

保管

2-1-1 2-1-3

2-1. 住所地特例

国保情報

住所地特例

適用通知書

作成･送付

次期システム（国保）

住所地特例情報をシステムに

登録する事が可能になり、住

所地特例適用通知書がシステ

ムから発行出来る様になる。

（課題13）

随時

2-1-2

住所地特例

適用通知書

住所地特例

適用通知書

控え

住所地特例

申請書

(1.0*10)

(2.0*10)

(1.0*10)

2-1 当該自治体の国保の被保険者が他自治体の療養施設に入所する際、住民ではなくなるが被保険者の資格は継続する



システム

必要情報

時期

概要

国民健康

保険証

高齢受給者証

国民健康

保険証

高齢受給者証

申請

国保（資格） 現行業務フロー （14/28）

住民

健康課

国保年金係

受付 国保異動処理

被保険者情報

国民健康保険

証の発行

国民健康保険証

窓口受取

国民健康保険証

郵便受取

本人、代理人が

同一世帯の場合

代理人が

別世帯の場合

国民健康

保険証交付

国民健康

保険証

国民健康

保険証

I

15/28へ

高齢受給者証 高齢受給者証

2-2-1 2-2-2
2-2-3 2-2-4

2-2. ○学・○特

国保システム

随時

委任状

別世帯の場合

在学証明書

在園証明書

施設入所証明書

国民健康保険被

保険者証（一般・

退職）○学・○特

交付申請書

住民異動届・

国民健康保険

異動届（転出）

委任状

別世帯の場合

在学証明書

在園証明書

施設入所証明書

国民健康保険被

保険者証（一般・

退職）○学・○特

交付申請書

住民異動届・

国民健康保険

異動届（転出）

委任状

別世帯の場合

在学証明書

在園証明書

施設入所証明書

国民健康保険被

保険者証（一般・

退職）○学・○特

交付申請書

住民異動届・

国民健康保険

異動届（転出）

(1.0*20)

(2.0*20)

(0.5*20)

(1.0*19) (3.0*1)

2-2 当該自治体の国保の被保険者が一時的に住居を他自治体に移す際、資格は継続したまま特別な有効期限の被保険者証を発行する



システム

必要情報

時期

概要

委任状

別世帯の場合

在学証明書

在園証明書

施設入所証明書

申請

国保（資格） 次期業務フロー （14/28）

住民

国保担当

組織

受付 国保異動処理

国保情報

国民健康保険

証の発行

国民健康保険証

窓口受取

国民健康

保険証

国民健康保険証

郵便受取

国民健康

保険証本人、代理人が

同一世帯の場合

代理人が

別世帯の場合

国民健康

保険証交付

国民健康

保険証

国民健康

保険証

委任状

別世帯の場合

在学証明書

在園証明書

施設入所証明書

国民健康保険被

保険者証（一般・

退職）○学・○特

交付申請書

住民異動届・

国民健康保険

異動届（転出）

国民健康保険被

保険者証（一般・

退職）○学・○特

交付申請書

住民異動届・

国民健康保険

異動届（転出）

I

15/28へ

2-2-1 2-2-3 2-2-4

2-2. ○学・○特

高齢受給者証 高齢受給者証

高齢受給者証高齢受給者証

次期システム（国保）

随時

委任状

別世帯の場合

在学証明書

在園証明書

施設入所証明書

国民健康保険被

保険者証（一般・

退職）○学・○特

交付申請書

住民異動届・

国民健康保険

異動届（転出）

2-2-2

(1.0*20)
(2.0*20)

(0.5*20)

(1.0*19) (3.0*1)

2-2 当該自治体の国保の被保険者が一時的に住居を他自治体に移す際、資格は継続したまま特別な有効期限の被保険者証を発行する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （15/28）

月末

被保険者登録内容

の確認

健康課

国保年金係

I

14/28から

委任状

別世帯の場合

在学証明書

在園証明書

施設入所証明書

国民健康保険被

保険者証（一般・

退職）○学・○特

交付申請書

○学・○特交付申

請書綴に保管

被保険者情報

14．国民年金係による月末の

資格異動確認作業は、異動

届などの紙媒体と国保システム

の資格情報を担当者が比較

することで実施している。

市民課

窓口係

異動届（転出）のコ

ピーを受取り保管
住民異動届・

国民健康保険

異動届（転出）

コピー

異動届綴

2-2-5 2-2-6

2-2. ○学・○特

住民異動届・

国民健康保険

異動届（転出）

国保システム

(1.0*20)

(2.0*20)

○学・○特交付

申請書綴

保管

2-2 当該自治体の国保の被保険者が一時的に住居を他自治体に移す際、資格は継続したまま特別な有効期限の被保険者証を発行する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （15/28）

月末

被保険者登録

内容の確認

国保担当

組織

I

14/28から

委任状

別世帯の場合

在学証明書

在園証明書

施設入所証明書

国民健康保険被保

険者証（一般・退職）

○学・○特交付申請

書

○学・○特交付申

請書綴りに保管

国保情報

住民窓口

担当組織

2-2. ○学○特

次期システム（国保）

国保異動処理でのチェック機

能強化により、業務負担が軽

減できる。（課題14）

○学・○特交付

申請書綴り

住民異動届・

国民健康保険

異動届（転出）

保管

2-2-5 2-2-6

(1.0*20) (1.0*20)

異動届（転出）のコ

ピーを受取り保管
住民異動届・

国民健康保険

異動届（転出）

コピー

異動届綴り

2-2 当該自治体の国保の被保険者が一時的に住居を他自治体に移す際、資格は継続したまま特別な有効期限の被保険者証を発行する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （16/28）

住民

年金情報

年金

事務所

送付

健康課

国保年金係

毎週水曜日

照会結果

エクセル作成

年金画面

喪失入力

第一号・三号被

保険者喪失者

一覧

国保の資格

照会

第一号・三号被

保険者喪失者

一覧

第一号・三号被

保険者喪失者

一覧

勧奨通知書

ワード作成

勧奨通知書

喪失者一覧

受取

第一号・三号被

保険者喪失者

一覧

第一号・三号被

保険者喪失者

一覧

被保険者情報

年金喪失者

一覧表

年金喪失者

一覧表

勧奨通知書

受取

勧奨通知書

15．年金喪失者一覧表をエクセ

ルで管理しているため、年金事務

所から送付される第一号・三号

被保険者一覧表を再度入力し

ている。
16．社保加入の可能性のあ

る資格者に対して送付する

勧奨通知をワードで作成して

いる。

2-3-1 2-3-2 2-3-3

2-3-4 2-3-5

2-3. 資格喪失勧奨通知

保管

保管

年金システム 国保システム

(1.0*24) (1.0*480) (1.0*480)

(0.5*480)

(0.5*480)

(1.0*480)

勧奨通知書

送付

勧奨通知書
2-3-6

2-3 社会保険から加入の情報提供を受け、被保険者に対して資格喪失の手続きを勧奨する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （16/28）

住民

年金情報

年金

事務所

送付

国保担当

組織

毎週水曜日

年金画面

喪失入力

第一号・三号被

保険者喪失者

一覧

国保の資格

照会

第一号・三号被

保険者喪失者

一覧

第一号・三号被

保険者喪失者

一覧

勧奨通知書

送付

勧奨通知書

作成

喪失者一覧

受取

第一号・三号被

保険者喪失者

一覧

第一号・三号被

保険者喪失者

一覧

国保情報 住民情報

勧奨通知書

受取

勧奨通知書

2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-3-5
2-3-6

2-3. 資格喪失勧奨通知

勧奨通知書

勧奨通知書

次期システム（国保・年金）

勧奨通知書を次期システムか

ら印刷することにより、勧奨通

知書作成の手作業が廃止でき

る。（課題16）

保管

(1.0*24) (1.0*480) (1.0*480)
(0.5*480)

(0.5*480)

年金喪失情報がシステムにより

管理され、照会結果エクセル作

成作業がなくなる。

（課題15）

2-3 社会保険から加入の情報提供を受け、被保険者に対して資格喪失の手続きを勧奨する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （17/28）

住民

被保険者情報

保険証発行異動入力

届出

受付

異動届

（世帯主の変更）

異動届

（世帯主の変更）

異動届

（世帯主の変更）

受取

国民健康

保険証

国民健康

保険証

再発行印

押印、交付

国民健康

保険証

異動届

（世帯主の変更）

国保税情報

国保税収納

状況確認

異動届

（世帯主の変更）

健康課

国保年金係

2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4 2-4-5

2-4. 資格異動（主変）

滞納がある場合

随時

国保システム

保管

(3.0*50) (1.0*50) (1.0*50)
(0.5*50)

(1.0*50)

2-4 世帯構成の異動があった際、必要に応じて国保の世帯主の変更を行う

収納対策室

収納対策相談

滞納がある場合、収

納対策室に案内する。



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （17/28）

住民

国保情報

保険証発行異動入力

届出

受付

異動届

（世帯主の変更）

異動届

（世帯主の変更）

異動届

（世帯主の変更）

受取

国民健康

保険証

国民健康

保険証

再発行印

押印、交付

国民健康

保険証

異動届

（世帯主の変更）

国保税収納

状況確認

異動届

（世帯主の変更）

国保担当

組織

2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4 2-4-5

2-4. 資格異動（主変）

次期システム（国保）

異動入力チェック機能

強化により、業務負担

が軽減できる。

随時

保管

(3.0*50)

(1.0*50)

(1.0*50)

(0.5*50)

(1.0*50)

2-4 世帯構成の異動があった際、必要に応じて国保の世帯主の変更を行う

滞納がある場合

収納対策相談

滞納がある場合、収

納対策室に案内する。

収納担当

組織



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （18/28）

住民

健康課

国保年金係

被保険者情報

保険証発行 申請書を綴る

国民健康保険証

再交付申請書

再交付

申請書綴

記載内容

本人確認

申請

受付

返却

住民情報

本人確認書類

国民健康保険証

再交付申請書

委任状

別世帯の場合

本人確認書類

国民健康保険証

再交付申請書

委任状

別世帯の場合

本人確認書類

国民健康保険証

再交付申請書

委任状

別世帯の場合

国民健康保険証

窓口受取

国民健康

保険証

国民健康保険証

郵便受取

国民健康

保険証

本人、代理人が

同一世帯の場合

代理人が

別世帯の場合

国民健康

保険証

再発行印

押印、交付

国民健康

保険証

国民健康保険証

再交付申請書

委任状

別世帯の場合

委任状

別世帯の場合

国保税収納

状況確認

M

25/28へ

異動届等の

各書類

保険証発行停止

メッセージが出力さ

れた場合

2-5-1 2-5-2 2-5-3 2-5-4 2-5-5

2-5. 保険証再交付

17．届出書類を

紙媒体で管理し

ている。

2-5-6

随時

保管

住民基本台帳システム 国保システム

(1.0*600) (1.0*600) (1.0*600)

(5.0*480)

(1.0*6)

(1.0*600)

(5.0*120)

2-5 被保険者証の再交付を行う

収納対策室

収納対策相談

滞納がある場合、収

納対策室に案内する。



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （18/28）

住民

国保担当

組織

国保情報

保険証発行 申請書を綴る

国民健康保険証

再交付申請書

再交付申請書

綴り

記載内容

本人確認

申請

受付

返却

住民情報

本人確認書類

国民健康保険証

再交付申請書

委任状

別世帯の場合

本人確認書類

国民健康保険証

再交付申請書

委任状

別世帯の場合

本人確認書類

国民健康保険証

再交付申請書

委任状

別世帯の場合

国民健康保険証

窓口受取

国民健康

保険証

国民健康保険証

郵便受取

国民健康

保険証

本人、代理人が

同一世帯の場合

代理人が

別世帯の場合

国民健康

保険証

再発行印

押印、交付

国民健康

保険証

国民健康保険証

再交付申請書

委任状

別世帯の場合

委任状

別世帯の場合

国保税収納

状況確認

M

25/28へ

異動届等の

各書類

保険証発行停止

メッセージが出力さ

れた場合

2-5-1
2-5-2 2-5-3 2-5-4 2-5-5

2-5. 保険証再交付

次期システム（住基） 次期システム（国保）

2-5-6

随時

保管

(1.0*600) (1.0*600) (1.0*600)

(5.0*600) (1.0*600)

(1.0*6)

2-5 被保険者証の再交付を行う

収納対策相談

滞納がある場合、収

納対策室に案内する。

収納担当

組織



システム

必要情報

時期

概要

保険証送付先変

更一覧入力

国保（資格） 現行業務フロー （19/28）

住民

健康課

国保年金係

届出

送付先変更届

住所確認できる

郵便物

送付先変更届

保険証送付先変

更一覧エクセル

送付先変更届

印刷

住所確認できる

郵便物

確認後、返却

受付

保険証送付先変

更一覧エクセル

保険証送付先変更

一覧表

2-6-1 2-6-2 2-6-3

2-6. 送付先変更（保険証）

18．保険証送付先変更一

覧をエクセルで作成している。

随時

保管

(1.0*5) (1.0*5)

(0.5*5)

2-6 被保険者の希望により被保険者証送付先の変更を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （19/28）

住民

国保担当

組織

2-6. 送付先変更（保険証）

保険証送付先変

更一覧入力

届出

送付先変更届

住所確認できる

郵便物

送付先変更届

保険証送付先変

更一覧

送付先変更届

印刷

住所確認できる

郵便物

確認後、返却

受付

保険証送付先変

更一覧

保険証送付先変更

一覧表

2-6-1 2-6-2 2-6-3

随時

保管

(1.0*5) (1.0*5)
(0.5*5)

2-6 被保険者の希望により被保険者証送付先の変更を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （20/28）

住民

所得情報

健康課

国保年金係

被保険者情報

月初め

交付式のご案内作成、

ﾗﾍﾞﾙ貼付、送付

10日

交付式のご案内

をワードで作成

（はがき）

交付式のご案内

受取

交付式の

ご案内

課税照会画面より

負担区分を判定

７０歳到達者

リスト

電算

センター

3-1-1

3-1-2

3-1. 高齢受給者証発行(交付式)

交付式の

ご案内

国保システム

送付先ラベル

７０歳到達者

リスト

本庁、または、各支

所に来ていただく

交付式の

ご案内

負担区分

申請書

税システム

高齢者受給

者証入力

７０歳到達者

リスト

3-1-3

高齢

受給者証

被保険者情報

交付式

交付式の

ご案内

国民健康

保険証

負担区分

申請書

国民健康

保険証

確認後、返却

国保システム

J

21/28へ

19．交付式の準備に

手間がかかる。

3-1-4

20．交付式を行う

ために手間がかか

る。

(0.5*360)

(1.0*360)
(1.0*360)

(120.0*12)

70歳到達ﾘｽﾄ、送付

先ﾗﾍﾞﾙ作成処理

送付先ラベル

７０歳到達者

リスト

3-1 ７０歳に到達し、前期高齢者の給付を受ける被保険者に対して、その資格を示す高齢受給者証の交付式を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （20/28）

住民

課税情報

健康課

国保年金係

被保険者情報

月初め

交付式のご案内作成、

ﾗﾍﾞﾙ貼付、送付

10日

交付式のご案内

をワードで作成

（はがき）

交付式のご案内

受取

課税照会画面より

負担区分を判定

７０歳到達者

リスト

3-1-1

3-1-2

3-1. 高齢受給者証発行(交付式)

本庁、または、各支

所に来ていただく

交付式の

ご案内

負担区分

申請書

高齢者受給

者証入力

７０歳到達者

リスト

3-1-3

高齢

受給者証

被保険者情報

交付式

交付式の

ご案内

国民健康

保険証

負担区分

申請書

国民健康

保険証

確認後、返却

J

21/27へ

3-1-4

(0.5*360)

(1.0*360)
(1.0*360)

(120.0*12)

次期システム(国保)

70歳到達リスト、送

付先ラベル作成

送付先ラベル

交付式の

ご案内

交付式の

ご案内

７０歳到達者

リスト

送付先ラベル

７０歳到達者

リスト

(0.1*360)

3-1-9

3-1 ７０歳に到達し、前期高齢者の給付を受ける被保険者に対して、その資格を示す高齢受給者証の交付式を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （21/28）

住民

健康課

国保年金係

被保険者情報

70歳到達者ﾘｽﾄ

を綴る

J

20/28から

交付式毎月25日

高齢受給者証

交付

高齢

受給者証

高齢受給者証

来庁受取

高齢

受給者証

交付式に不参加の

方への高齢受給者

証送付

高齢受給者証

郵送受取

高齢

受給者証

高齢

受給者証

７０歳到達者

リスト

月末までに送付

高齢受給者

用綴

保管

電算

センター

負担区分変更

依頼

負担区

申請書

交付式の

ご案内

3-1-5 3-1-6 3-1-7

3-1. 高齢受給者証発行(交付式)

3-1-8

国保システム

(1.0*25)
(0.5*60)

(0.5*12)

(1.0*5)

負担区分変更

処理

負担区分

申請書

3-1 ７０歳に到達し、前期高齢者の給付を受ける被保険者に対して、その資格を示す高齢受給者証の交付式を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （21/28）

住民

健康課

国保年金係

被保険者情報

70歳到達者ﾘｽﾄ

を綴る

J

20/27から

交付式毎月25日

高齢受給者証

交付

高齢

受給者証

高齢受給者証

来庁受取

高齢

受給者証

交付式に不参加の

方への高齢受給者

証送付

高齢受給者証

郵送受取

高齢

受給者証

高齢

受給者証

７０歳到達者

リスト

月末までに送付

高齢受給者用

綴り

保管

交付式の

ご案内

3-1-5 3-1-6 3-1-7

3-1. 高齢受給者証発行(交付式)

3-1-8

次期システム(国保)

(1.0*25)
(0.5*60)

(0.5*12)

(1.0*5)

負担区分変更

処理

負担区

申請書

3-1 ７０歳に到達し、前期高齢者の給付を受ける被保険者に対して、その資格を示す高齢受給者証の交付式を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （22/28）
3-2. 高齢受給者証発行(郵送)

現在交付式により、高齢受給者証を交付している。

3-2 ７０歳に到達し、前期高齢者の給付を受ける被保険者に対して、その資格を示す高齢受給者証を郵送する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （22/28）

住民

国保担当

組織

月初め 10日

3-2. 高齢受給者証発行(郵送)

国保情報

受給者証発行

高齢受給者証送

付

高齢受給者証郵

便受取

高齢

受給者証

高齢

受給者証

3-2-1

高齢

受給者証

3-2-2

受給者証発行

(負担区分変更)

負担区分

申請書

次期システム（国保）

負担区分変更に

関する問合せ

負担区分

申請書

3-2-3

交付式の代わりに郵送

で高齢受給者証を送

付する。（課題19、20）

(1.0*360) (0.5*60) (1.0*5)

3-2 ７０歳に到達し、前期高齢者の給付を受ける被保険者に対して、その資格を示す高齢受給者証を郵送する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （23/28）

健康課

国保年金係

６月

国保税情報

国保滞納者ﾘｽﾄ

のスポット依頼

国保滞納者リス

トのスポット受付

国保滞納者リ

スト作成処理

国保滞納者ﾘｽﾄ

完了確認（６月末）

短期証、被保険

者証の判断

収納対策室

保険証発行

の抑止設定

リスト作成完了

の電話連絡

６月末

国保滞納者

リスト

国保滞納者リス

ト出力（ﾘｽﾄﾅﾋﾞ）

国保滞納者

リスト

国保滞納者

判断結果リスト

短期証発行者ﾘｽﾄ

（エクセル）作成

国保滞納者

判断結果リスト

短期証発行

者リスト

被保険者情報

21．国保滞納者リストの作

成に時間がかかっている。

電算

センター

4-1-1
4-1-2

4-1-3

4-1-4 4-1-5

4-1. 滞納者対策準備

22．短期証発行者リストを

作成するのに手間がかかる。

納税相談案内

作成（エクセル）

送付

納税相談

案内

税務相談の受取

納税相談

案内

K

25/28へ

送付先情報

4-1-6

課税システム

短期証発行

者リスト

保管

国保システム

(10.0*1)
(1.0*1)

(20.0*1)

(90.0*1)
(1.0*700)

(0.5*700)

短期証発行

者リスト

23．納付相談案内書

の作成はリスト等を参

照しながらの手作業と

なっており、時間がか

かっている。

4-1 国保税滞納者に対して、通常の被保険者証発行を差し止めるため、その対象を把握する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （23/28）

国保担当

組織

収納対策

担当組織

4-1. 滞納者対策準備

６月

国保情報

短期証、被保険

者証の判断

６月末

国保滞納者

リスト

国保滞納者リス

ト出力

国保滞納者

リスト

国保滞納者

判断結果リスト

国保滞納者

判断結果リスト

4-1-3

滞納者リストをシス

テムから発行でき

ることで、処理時

間の短縮が期待

できる。（課題21）

税務相談の受取

納税相談

案内

K

25/28へ

4-1-6

滞納ありのとき

送付先情報

保管

(20.0*1)

(0.1*700)

納税相談案内

作成、送付

納税相談案内書がシス

テムから印刷でき、納税

相談案内書作成の作

業が軽減できる。

（課題23）

保険証発行

の抑止設定

国保滞納者

判断結果リスト
4-1-5

短期証発行者情報が

システムで管理される

ため、短期証発行者リ

ストのエクセル作成が

不要になる。

（課題22）

(1.0*700)

次期システム（国保）

納税相談

案内

4-1 国保税滞納者に対して、通常の被保険者証発行を差し止めるため、その対象を把握する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （24/28）

住民

健康課

国保年金係

被保険者情報

国民健康保険証、高

齢者受給証の発行

（定例スケジュール）

封入封緘

・送付

国民健康保険証、

高齢受給者証を取

りに行く

保険証送付先変

更一覧エクセル

送付先変更分の

住所を記入する

７月１０日ごろ

高齢

受給者証

高齢

受給者証

国民健康

保険証

国民健康

保険証

高齢

受給者証

国民健康

保険証

国民健康保険証、高

齢受給者証の受取

高齢

受給者証

国民健康

保険証

高齢

受給者証

国民健康

保険証

24．保険証送付先変

更一覧をエクセルで作

成している。

電算

センター

4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2. 保険証発行

25．発送業務においては件数が多

いため、封入封緘等の事務に時間

がかかっている。

保管

国保システム

(10.0*1)

(1.0*40)

(1.0*6,500)

4-2 被保険者証の年次切替を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （24/28）

住民

国保担当

組織

国保情報

送付

国民健康保険証、

高齢受給者証更

新・出力指示

７月１０日ごろ

国民健康

保険証

国民健康保険証、高

齢受給者証の受取

国民健康

保険証

国民健康

保険証

4-2-1
4-2-3

4-2. 保険証発行

封入封緘

封入封緘を外

部委託すること

により職員の負

担を軽減する。

（課題25）

国保担当組織から

直接指示する。

外部委託業務の場合

送付先変更分の

住所を修正

高齢

受給者証

高齢

受給者証

高齢

受給者証

保険証送付先

変更一覧

次期システム（国保）

4-2-2

(1.0*1)

(1.0*40)

(0.1*6,500)

4-2 被保険者証の年次切替を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （25/28）

住民

保管

健康課

国保年金係

納税相談

納税相談

案内

税務相談

受付

納税相談

案内

税務課

収納対策室

短期証

発行受付

納税相談

案内

有効期限

入力

保険証発行

停止解除

短期証

発行

保険証発行

停止

発行日、有効

期限入力

７月，１０月，１月，４月納税相談期間

K

23/28から

納税相談

案内

被保険者情報

納税相談

案内

納税相談

案内

国民健康

保険証
短期証発行

者リスト

納税相談

案内

短期証交付

短期証受取

納税相談

案内

国民健康

保険証

国民健康

保険証

納税相談

案内

国民健康

保険証

納税相談

案内

国民健康

保険証

L

2/28から

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

M

18/28から

4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-3-4 4-3-5 4-3-6 4-3-7

4-3. 短期証発行

26．紙資料を基に有効

期限入力をしている。

27．短期証発行

者リストをエクセル

で管理するため、

手間がかかる。

国保システム

(1.0*300)

(0.5*300) (0.5*300) (0.5*300)
(0.5*300)

(1.0*300)

(1.0*300)

4-3 国保税滞納者に対して、通常の被保険者証より有効期限が短い短期証を発行する

保管



システム

必要情報

時期

概要

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

国保（資格） 次期業務フロー （25/28）

住民

国保担当

組織

納税相談

納税相談

案内

税務相談

受付

納税相談

案内
収納対策

担当組織

短期証

発行受付

納税相談

案内

有効期限

入力

保険証発行

停止解除

短期証

発行

保険証発行

停止

７月，１０月，１月，４月納税相談期間

K

23/28から

納税相談

案内

国保情報

納税相談

案内

納税相談

案内

国民健康

保険証

納税相談

案内

短期証交付

短期証受取

国民健康

保険証

納税相談

案内

国民健康

保険証

納税相談

案内

国民健康

保険証

L

2/28から

異動届等

の各書類

異動届等

の各書類

M

18/28から

4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-3-4 4-3-5 4-3-7

4-3. 短期証発行

次期システム（国保）

短期証の有効期限の初期表

示された条件に応じて処理する

ことで、誤入力及び手間が軽

減。（課題26）

短期証発行時に発行日、有

効期限がシステムで管理するた

めに、短期証発行者リストのエ

クセルを廃止する。 （課題27）

保管

保管
短期証

発行者リスト
(1.0*300) (0.5*300) (0.5*300) (0.5*300) (0.5*300)

(1.0*300)

4-3 国保税滞納者に対して、通常の被保険者証より有効期限が短い短期証を発行する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （26/28）

健康課

国保年金係

A表作成

電算

センター

被保険者情報 国保報告情報

A表へ転記

国保資格例

月異動リスト

B表へ転記

(歳入歳出

月計表)

歳入歳出月

計表

E表へ転記

賠償金調定簿

エクセル

会計課

国保報告情報

作成

歳入歳出月

計表

歳入歳出情報

B表作成 E表作成

歳入歳出月

計表

国保資格例

月異動リスト

賠償金調定簿

エクセル

A表へ転記

負担限度額発行

者リストエクセル

B表へ転記

(賠償金調

定簿)

N

26/28へ

印刷

国保資格例

月異動リスト

5-1-1 5-1-2 5-1-3

5-1-4

5-1-5 5-1-6

5-1. 月報入力

28．月次報告書作

成のため国保ライン

システムに転記作業

をしている。

随時

国保システム 国保ラインシステムPC（スタンドアローン） 国保ラインシステムPC（スタンドアローン）財務会計システム

(1.0*12)
(5.0*12)

(2.0*12)

(30.0*12) (5.0*12)

(30.0*12)

5-1 統計を行うためのシステムに月報の内容を入力する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （26/28）

国保担当

組織

A表作成

国保情報 国保報告情報

A表へ転記

(国保資格

例月異動)

国保資格例

月異動リスト

B表へ転記

(歳入歳出

月計表)

歳入歳出月

計表

E表へ転記

賠償金調定簿

会計担当

組織

国保報告情報

作成

歳入歳出月

計表

歳入歳出情報

B表作成 E表作成

歳入歳出月

計表

国保資格例

月異動リスト

賠償金調定簿

A表へ転記

(負担限度

額発行者)

負担限度額発行

者リストエクセル

B表へ転記

(賠償金調

定簿)

N

25/28へ

印刷

国保資格例

月異動リスト

5-1-1 5-1-2 5-1-3

5-1-4

5-1-5 5-1-6

5-1. 月報入力

財務会計システム

国保ラインシステムPC（スタンドアローン）次期システム（国保）

国保ラインシステムPC（スタンドアローン）

随時

(1.0*12)

(5.0*12) (2.0*12)

(30.0*12) (5.0*12)

(30.0*12)

5-1 統計を行うためのシステムに月報の内容を入力する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （27/28）

健康課

国保年金係

C表作成（１）、（２）、（３）

一般分

月報用数値転記

被保険者情報
国保報告情報

C表へ転記

月報用合算

エクセル

高額療養費集

計表エクセル

療養費集計表

エクセル

賠償金調定等

エクセル

印刷

月報用合算

エクセル

月報用合算 月報用合算

N

25/28から

5-1-8 5-1-9 5-1-10

5-1. 月報入力

月次参考資料

（CSV)

5-1-7

国保システム

月次資料の作成

随時

F表へ転記

月報用合算

5-1-11

O

28/28へ

国保ラインシステムPC（スタンドアローン）

F表作成

退職分

(30.0*12) (30.0*12) (1.0*12) (30.0*12) (30.0*12)

5-1 統計を行うためのシステムに月報の内容を入力する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （27/28）

国保担当

組織

国保情報
国保報告情報

C表へ転記

月報用合算

高額療養費集

計表エクセル

療養費集計表

エクセル

賠償金調定等

エクセル

印刷

月報用合算 月報用合算

N

24/28から

O

28/28へ

5-1-8 5-1-9

5-1-10

月報用数値

転記

次期システム（国保）

5-1. 月報入力

月次資料作成

5-1-7

随時

F表へ転記

月報用合算

5-1-11

国保ラインシステムPC（スタンドアローン）

(30.0*12) (30.0*12) (1.0*12) (30.0*12) (30.0*12)

C表作成（１）、（２）、（３）

一般分

F表作成

退職分

月次参考資料

（CSV)

月次参考資料

（CSV)

5-1 統計を行うためのシステムに月報の内容を入力する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 現行業務フロー （28/28）

健康課

国保年金係

国保報告情報

印刷

月報FD

登録内容

チェック

A表

B表

C表

E表

F表

FD作成 決裁 県へ送付

月報FD

県

月報FD

受取

月報FD

O

26/28から

5-2-1 5-2-2 5-2-3 5-2-4 5-2-5

5-2. 月報作成

A表

B表

C表

E表

F表

保管

A表

B表

C表

E表

F表

国保ラインシステムPC（スタンドアローン）

(1.0*12) (1.0*12) (3.0*12)

(5.0*12)

(2.0*12)

5-2 1ヶ月周期で国保の異動状況の報告書を作成する



システム

必要情報

時期

概要

国保（資格） 次期業務フロー （28/28）

国保担当

組織

国保報告情報

印刷

月報FD

A表

登録内容

チェック

A表

B表

C表

E表

F表

B表

C表

E表

F表

FD作成 決裁 県へ送付

月報FD

県

月報FD

受取

月報FD

保管

O

25/28から

5-2-1
5-2-2

5-2-3 5-2-4
5-2-5

5-2. 月報作成

国保ラインシステムPC（スタンドアローン）

随時

A表

B表

C表

E表

F表

(1.0*12)
(1.0*12) (3.0*12)

(5.0*12)
(2.0*12)

5-2 1ヶ月周期で国保の異動状況の報告書を作成する
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帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



帳票

作業

システム処理

利用システム

コネクタ

保管

データ

2-1-3

電子ファイル

(9.0*12.0)

99．将来モデルで

対応する課題

人手による作業

システム処理の指示や画面参照

紙資料

Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ、ＰＤＦなどの

電子ファイル

文書などの保管

業務フローのページ間の繋がり

業務処理等を行なうシステム

システムで取り扱う情報

業務説明書の作業番号

作業にかかる時間と件数

（作業時間×件数）

業務指示の流れやデータの流れ

帳票などの紙資料の流れ

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（現行業務フローで使用）

次期モデルで対応可能な業務上の課題

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

将来モデルで対応可能な業務上の課題

（将来モデル業務フローで使用）

特記事項

補足説明等を記述

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

外部委託やＮＷ設置など市町の判断で

実施する対応策

（次期モデル業務フロー及び

将来モデル業務フローで使用）

99．次期モデルで

対応可能な課題

次期モデルでの対

応策（課題99）

将来モデルでの対

応策（課題99）



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （1/19）

医療費の集計

レセプト追加

処理

印刷

（エクセル）

1-1. 高額療養費

国保連医療情報

レセプトデータ

取込処理

毎月10日過ぎ

レセプト

データ（CSV）

高額償還リスト

取込処理

高額償還

リスト（CSV）

レセプト

データ（CSV）

高額償還

リスト

高額償還

リスト（CSV）

A

2/19へ

健康課

国保年金係

1-1-1 1-1-2 1-1-3 1-1-4

2．高額償還リストが手

作業で作成されている。

国保連医療情報システム（国保連端末）

1．連合会とのデータ

連携機能が不足し

ており、複数の端末

で処理しなければな

らない。

(1.0*12)
(480.0*12) (1.0*12) (30.0*12)

1-1 １ヶ月間の医療費が高額となった被保険者に対して、医療費の償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （1/19）

医療費の集計

レセプト追加

処理

1-1. 高額療養費

国保連医療情報

レセプトデータ

取込処理

毎月10日過ぎ

レセプト

データ（CSV）

高額償還リスト

取込処理

高額償還

リスト（CSV）

レセプト

データ（CSV）

国保担当

組織

1-1-1 1-1-2 1-1-3

国保情報

レセプト取込処

理

国保連医療情報システム（国保連端末）

国保連医療情報

次期システム（国保）

1-1-20

国保連医療情報システム（国保連端末）

(1.0*12) (480.0*12) (1.0*12)(10.0*12)

印刷

（エクセル）

高額償還

リスト

高額償還

リスト（CSV）

A

2/19へ

1-1-4

(30.0*12)

1-1 １ヶ月間の医療費が高額となった被保険者に対して、医療費の償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （2/19）

住民

支給額確定

申請書に記入

申請

受付

支払確定

処理

滞納情報

確認

A

1/19から

高額療養費

申請
健康課

国保年金係

滞納情報

高額療養費

申請

国保連医療情報

高額償還

リスト

C

4/19へ

高額療養費

申請

B

3/19へ

滞納がある場合

高額償還

リスト

1-1-5

1-1-6 1-1-7 1-1-8

1-1. 高額療養費

課税システム 国保連医療情報システム（国保連端末）

随時

医療費

領収書

高額療養費

申請

医療費

領収書

高額療養費

申請

確認後、返却
(5.0*1,000)

(1.0*1,000)

(240.0*12) (240.0*12)

1-1 １ヶ月間の医療費が高額となった被保険者に対して、医療費の償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （2/19）

住民

支給額確定後

申請書に記入

申請

受付

支払確定

処理

滞納情報

確認

A

1/19から

医療費

領収書

高額療養費

申請

医療費

領収書

確認後、返却

高額療養費

申請

国保担当

組織

国保情報

高額療養費

申請

国保連医療情報

高額償還

リスト

高額療養費

申請

C

4/19へ

高額療養費

申請

B

3/19へ

滞納がある場合

高額償還

リスト

1-1-5

1-1-6 1-1-7 1-1-8

国保連医療情報システム（国保連端末）
次期システム（国保）

随時

1-1. 高額療養費

(5.0*1,000)

(1.0*1,000)

(240.0*12) (240.0*12)

1-1 １ヶ月間の医療費が高額となった被保険者に対して、医療費の償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （3/19）

住民

収納対策室

収納対策室から

担当者を呼ぶ

説明

高額療養費

申請

高額療養費

申請

健康課

国保年金係

納付書作成

納付書

納付書作成

依頼

充当申出書

B

2/19から

相談

結果確認

記入

充当申出書

充当申出書

記入依頼

支払時に会

計課へ渡す

納付書

保管

保管

1-1-9 1-1-10 1-1-11 1-1-12 1-1-13 1-1-14

1-1. 高額療養費

滞納者の場合

随時

(2.0*1,000) (10.0*1,000) (1.0*1,000) (2.0*1,000)

(3.0*10)
(1.0*10)

1-1 １ヶ月間の医療費が高額となった被保険者に対して、医療費の償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （3/19）

住民

収納対策

担当組織

収納対策担当

組織から担当者

を呼ぶ

説明

高額療養費

申請

高額療養費

申請

国保担当

組織

納付書作成

納付書

納付書作成

依頼

充当申出書

B

2/19から

相談

結果確認

記入

充当申出書

充当申出書

記入依頼

支払時に会計担

当組織へ渡す

納付書

保管

保管

1-1-9 1-1-10 1-1-11 1-1-12 1-1-13 1-1-14

滞納者の場合

随時

1-1. 高額療養費

(2.0*12) (10.0*12) (1.0*12) (2.0*12)

(3.0*10) (1.0*10)

1-1 １ヶ月間の医療費が高額となった被保険者に対して、医療費の償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （4/19）

会計係

支払対象者

一覧出力

C

2/19から

国保連医療情報

支払対象者

一覧

支払処理依頼

支払処理

支払対象者

一覧

高額療養費

申請

支払対象者

一覧

高額療養費

申請

書類保管

支払処理完了

支払対象者

一覧

高額療養費

申請

支払対象者

一覧

高額療養費

申請

保管

住民

高額償還リスト

（申請が３か月ないもの）

６月、９月、１２月，３月

案内はがき

印刷

高額償還

リスト

勧奨通知

送付

受領

勧奨通知

勧奨通知

3．高額療養費申請に対

する支払処理を行うために

は、主管課から会計担当

組織へ紙を回さなければ

ならない。

1-1. 高額療養費

健康課

国保年金係

4．高額償還リストを

確認し、勧奨通知を

作成している。

国保連医療情報システム（国保連端末）

高額療養費未申請者の場合

1-1-15 1-1-16 1-1-17 1-1-18 1-1-19

２年後に時効処理

(1.0*12) (10.0*12) (1.0*12) (2.0*4)

(10.0*4)

1-1 １ヶ月間の医療費が高額となった被保険者に対して、医療費の償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （4/19）

会計担当

組織

住民

国保担当

組織

1-1. 高額療養費

支払対象者

一覧出力

C

2/19から

国保連医療情報

支払対象者

一覧

支払処理依頼

支払処理

支払対象者

一覧

高額療養費

申請

支払対象者

一覧

高額療養費

申請

書類保管

支払処理完了

支払対象者

一覧

高額療養費

申請

支払対象者

一覧

高額療養費

申請

保管

高額償還リスト

（申請が３か月ないもの）

６月、９月、１２月，３月

案内はがき

印刷

高額償還

リスト

勧奨通知

送付

受領

勧奨通知

勧奨通知

国保連医療情報システム（国保連端末）

高額療養費未申請者の場合

1-1-15 1-1-16 1-1-17 1-1-18 1-1-19

２年後に時効処理

(1.0*12) (10.0*12) (1.0*12) (2.0*4)

(10.0*4)

1-1 １ヶ月間の医療費が高額となった被保険者に対して、医療費の償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （5/19）

住民

申請

受付

支払伝票作成
支払伝票

会計課

国保連医療情報
被保険者情報

申請内容

資格確認

国保連

送付

審査 決定

申請内容

登録

支払業務

領収書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

エクセル台帳

記入

領収書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

確認後、返却

保管

7．療養費支給申請に対す

る支払処理を行うためには、

主管課から会計担当組織

へ紙を回さなければならない。

口座リスト

口座リスト

住基で確認後、

計算

医師の

証明書

療養費支給

申請書

住民情報

1-2-5 1-2-6 1-2-7

療養費支払

台帳

1-2. 療養費支給

(補装具、按摩・鍼灸、国保医療費10割負担)

健康課

国保年金係

随時

1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4

療養費支払

台帳

5．療養費支払台

帳をエクセルで管理

している。

国保連医療情報システム（国保連端末）

支払伝票

口座リスト

口座リスト

(5.0*204) (5.0*204) (5.0*204)

(5.0*12)

(5.0*204) (1.0*204)

(240.0*12)

6．住基システムで

確認し、手作業で

計算をするため手

間がかかる。

住基システム国保システム

1-2 保険給付適用行為であるが、被保険者が医療費を全額支払っている行為に対して償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （5/19）

住民

申請

受付

支払伝票作成 支払伝票

会計担当

組織

国保連医療情報

国保連

送付

審査

申請内容

登録

支払業務

領収書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

領収書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

確認後、返却

保管

口座リスト

口座リスト

療養費支給

計算

1-2-5 1-2-7

国保担当

組織

国保情報

国保連医療情報システム（国保連端末）

申請内容

資格確認

次期システム（国保）

1-2-6

療養費支給情報をシステムに

取り込むことによりエクセル管理

を廃止する。（課題5）

決定

随時

療養費支

給入力

1-2. 療養費支給

(補装具、按摩・鍼灸、国保医療費10割負担)

1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

医師の

証明書

療養費支給

申請書

支払伝票

口座リスト

口座リスト

(5.0*204)
(3.0*204) (3.0*204)

(5.0*12)

(3.0*204)
(1.0*204) (240.0*12)

療養費支給計算をシス

テムで行う事により手間を

軽減する。（課題6）

1-2 保険給付適用行為であるが、被保険者が医療費を全額支払っている行為に対して償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （6/19）

住民

葬祭費支給申

請書提出
葬祭費支給

申請書

申請書受付

葬祭費支給

申請書

支払い伝票

作成

会計課

1-3. 葬祭費

支払伝票

支払業務

支払伝票

申請内容

確認

被保険者情報

葬祭費支給

申請書

葬祭費支給

申請書

保管

9．葬祭費申請に対する支払

処理を行うためには、主管課か

ら会計担当組織へ紙を回さな

ければならない。

1-3-1 1-3-2 1-3-4

健康課

国保年金係

エクセル台帳

記入

葬祭費支給

申請書

1-3-3

随時

8．葬祭費申請情報がシステ

ムで管理されていない。

国保システム

(0.5*48) (1.0*48)

(5.0*48)

(4.0*48)

1-3 被保険者が死亡した場合に保険者が弔慰金を支払う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （6/19）

住民

葬祭費支給申

請書提出

葬祭費支給

申請書

申請書受付

葬祭費支給

申請書

支払伝票

作成

会計担当

組織

支払伝票

支払業務

支払伝票

申請内容

確認

国保情報

葬祭費支給

申請書

葬祭費支給

申請書

保管

1-3-1 1-3-2 1-3-4

国保担当

組織

次期システム（国保）

支給情報

入力

葬祭費支給

申請書

葬祭費支給管理をシステムで実施

することにより、総合的な支給状況

を把握することができる。

（課題8）

1-3-3

随時

1-3. 葬祭費

(0.5*48) (1.0*48) (3.0*48) (4.0*48)

1-3 被保険者が死亡した場合に保険者が弔慰金を支払う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （7/19）

国保連

医療機関

請求

納付書受取 支払依頼

会計課

1-4. 出産育児一時金

納付書

請求リスト

出産育児一時

金支払台帳

エクセル台帳

記入

納付書

請求リスト

支払業務

納付書

請求リスト

納付書

請求リスト

納付書

請求リスト

11．出産育児一時金申請

に対する支払処理を行うため

には、主管課から会計担当

組織へ紙を回さなければなら

ない。

1-4-1 1-4-2
1-4-3

健康課

国保年金係

直接支払制度

一時金申請助言

医療機関で

申請受付

依頼の申請

随時

10．出産育児一時金支給台

帳がエクセルで管理されている。

(1.0*2)

(5.0*2)

(4.0*2)

1-4 被保険者が出産した場合に保険者が出産育児一時金を支払う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （7/19）

国保連

請求

納付書受取 支払依頼

会計担当

組織

支払業務

国保担当

組織

出産育児一時

金支払台帳

台帳記入

直接支払制度

一時金申請助言

医療機関で

申請受付

依頼の申請

随時

1-4. 出産育児一時金

1-4-1 1-4-2 1-4-3

納付書

請求リスト

納付書

請求リスト

納付書

請求リスト

納付書

請求リスト

納付書

請求リスト

(1.0*2) (5.0*2) (4.0*2)

医療機関

住民

1-4 被保険者が出産した場合に保険者が出産育児一時金を支払う



システム

必要情報

時期

概要

出産育児一時

金申請

国保（給付） 現行業務フロー （8/19）

住民

会計課

出産育児一時

金申請請求書

受付

国保連

差額ﾘｽﾄ送付

出産育児一

時金差額者

ﾘｽﾄ

差額ﾘｽﾄ受付

出産育児一

時金差額者

ﾘｽﾄ

勧奨通知作成、

送付

勧奨通知

出産育児一時

金申請請求書

勧奨通知受取

支払伝票作成

支払伝票

支払業務

支払伝票

保管

出産育児一

時金差額者

ﾘｽﾄ

出産育児一時

金申請請求書

13．出産育児一時金差額

に対する支払処理を行うた

めには、主管課から会計担

当組織へ紙を回さなければ

ならない。

出産育児一時

金申請請求書

出産育児一時金

の医療機関直接

支払制度について

明細書

1-5-1 1-5-2

1-5-3 1-5-5

1-5. 出産育児一時金差額

健康課

国保年金係

12．出産育児一時金差

額情報がシステムで管理

されていない。

エクセル台帳

記入

1-5-4

随時

勧奨通知

出産育児一時

金申請請求書

出産育児一時金

の医療機関直接

支払制度について

明細書

出産育児一時

金申請請求書

出産育児一時金

の医療機関直接

支払制度について

明細書

出産育児一時

金申請請求書

出産育児一時金

の医療機関直接

支払制度について

明細書

(1.0*12) (3.0*12)

(1.0*12) (5.0*12) (4.0*12)

1-5 助産行為にかかった費用を医療機関が保険者に直接請求し、被保険者にとっては現物給付となる形が一般的となったが、

助産行為報酬が支給額の満額に達しなかった場合にその差額を被保険者に支給する



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （8/19）

住民

会計担当

組織

国保連

国保担当

組織

国保情報

次期システム（国保）

出産育児一時金

支給情報入力

随時

1-5. 出産育児一時金差額

出産育児一時

金申請

出産育児一時

金申請請求書

受付

差額ﾘｽﾄ送付

出産育児一

時金差額者

ﾘｽﾄ

差額ﾘｽﾄ受付

出産育児一

時金差額者

ﾘｽﾄ

勧奨通知作成、

送付

勧奨通知

出産育児一時

金申請請求書

勧奨通知受取

支払伝票作成

支払伝票

支払業務

支払伝票

保管

出産育児一

時金差額者

ﾘｽﾄ

出産育児一時

金申請請求書

出産育児一時

金申請請求書

出産育児一時金

の医療機関直接

支払制度について

明細書

1-5-1 1-5-2

1-5-3 1-5-51-5-4

勧奨通知

出産育児一時

金申請請求書

出産育児一時金

の医療機関直接

支払制度について

明細書

出産育児一時

金申請請求書

出産育児一時金

の医療機関直接

支払制度について

明細書

出産育児一時金支給管

理をシステムで実施すること

により、総合的な支給状況

を把握することができる。

（課題12）

(1.0*12) (3.0*12)

(1.0*12) (3.0*12) (4.0*12)

1-5 助産行為にかかった費用を医療機関が保険者に直接請求し、被保険者にとっては現物給付となる形が一般的となったが、

助産行為報酬が支給額の満額に達しなかった場合にその差額を被保険者に支給する



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （9/19）

住民

会計課

申請

差額登録 支払伝票作成

支払伝票

1-6. 食事差額支給申請

受付

支払業務

支払伝票

被保険者情報

14．食事療養費標準負担額

差額支給申請に対する支払

処理を行うためには、主管課か

ら会計担当組織へ紙を回さな

ければならない。

健康課

国保年金係

随時

領収書

領収書

食事療養標準

負担額差額支

給申請書

食事療養標準

負担額差額支

給申請書

保管

確認後、返却

1-6-1 1-6-2 1-6-3

食事療養標準

負担額差額支

給申請書

食事療養標準

負担額差額支

給申請書

国保システム

(1.0*60) (5.0*60) (4.0*12)

1-6 被保険者が月途中に食事療養費の減額認定を受けた場合に、月初めから認定日までの差額の償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （9/19）

住民

会計担当

組織

申請

領収書

差額登録 支払伝票作成

支払伝票

受付

領収書

食事療養標準

負担額差額支

給申請書

支払業務

支払伝票

食事療養標準

負担額差額支

給申請書

保管

国保情報

確認後、返却

1-6-1 1-6-2 1-6-3

国保担当

組織

次期システム（国保）

随時

食事療養標準

負担額差額支

給申請書

食事療養標準

負担額差額支

給申請書

1-6. 食事差額支給申請

(1.0*12) (5.0*12) (4.0*12)

1-6 被保険者が月途中に食事療養費の減額認定を受けた場合に、月初めから認定日までの差額の償還を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （10/19）

住民

医療機関

特定疾病療養受

療証作成、発行

申請

証提示

特定疾病療養

受療証

2-1. 特定疾病療養受療証

受付

（窓口配布）

特定疾病療養受

療証受領

特定疾病療養

受療証

被保険者情報

特定疾病療養

受療証交付申

請書台帳

保管

発行管理台帳

健康課

国保年金係

随時

資格確認

エクセル台帳

入力

2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4

特定疾病

証明資料

特定疾病療養受

療証交付申請書

特定疾病

証明資料

特定疾病療養受

療証交付申請書

特定疾病

証明資料

特定疾病療養受

療証交付申請書

特定疾病

証明資料

特定疾病療養受

療証交付申請書

特定疾病

証明資料

特定疾病療養受

療証交付申請書

国保システム

15．特定疾病療養受療

証交付申請書台帳がエ

クセルで管理されている。

(5.0*12) (1.0*12) (5.0*12) (1.0*12)

特定疾病療養

受療証

証確認

特定疾病療養

受療証

2-1 特定疾病の療養中であることを示す証を被保険者に発行する



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （10/19）

住民

医療機関

申請

証提示

受付

特定疾病

証明資料

特定疾病療養受

療証交付申請書

特定疾病療養受

療証受領

特定疾病療養

受療証

資格確認及び特

定疾病療養受療

証登録・交付

特定疾病

証明資料

特定疾病療養受

療証交付申請書

特定疾病

証明資料

特定疾病療養受

療証交付申請書

保管

2-1-1 2-1-2

国保担当

組織

国保情報

特定疾病療養

受療証

次期システム（国保）

特定疾病療養受療証発行を

システムで管理することにより、

発行履歴などの管理が容易に

なる。（課題15）

随時

2-1. 特定疾病療養受療証

(5.0*12) (1.0*12)

特定疾病療養

受療証

証確認 特定疾病療養

受療証

2-1 特定疾病の療養中であることを示す証を被保険者に発行する



システム

必要情報

時期

概要

保険証

国保（給付） 現行業務フロー （11/19）

住民

医療機関

所得課税情報

確認

申請

証提示

証発行、交付

被保険者情報
所得情報

受付

限度額適用・標

準負担額減額認

定申請書

限度額適用・標

準負担額減額認

定申請書

限度額適用・標

準負担額減額認

定申請書

国民健康保険限度

額適用認定証

（課税世帯）

国民健康保険限度

額適用・標準負担

額減額認定証

（非課税世帯）

限度額適用・標

準負担額減額認

定申請書

証受領

国民健康保険限度

額適用認定証

（課税世帯）

国民健康保険限度

額適用・標準負担

額減額認定証

（非課税世帯）

エクセル台帳

入力

限度額適用・標

準負担額減額認

定申請書

限度額適用・標準負

担額減額認定申請書

台帳

保管

保険証

確認後、返却

2-2. 標準負担額減額適用認定証

2-2-1 2-2-2 2-2-3
2-2-4

16．認定申請書台

帳がエクセルで管理

されている。

健康課

国保年金係

随時

税システム 国保システム

(5.0*108) (3.0*108) (5.0*108) (3.0*108)

国民健康保険限度

額適用認定証

（課税世帯）

国民健康保険限度

額適用・標準負担

額減額認定証

（非課税世帯）

証提示

国民健康保険限度

額適用認定証

（課税世帯）

国民健康保険限度

額適用・標準負担

額減額認定証

（非課税世帯）

2-2 入院時の限度額認定、もしくは食事療養費の減額認定を示す証を被保険者に発行する



システム

必要情報

時期

概要

保険証

国保（給付） 次期業務フロー （11/19）

住民

医療機関

申請

国保情報

受付

限度額適用・標

準負担額減額認

定申請書

限度額適用・標

準負担額減額認

定申請書

証受領

国民健康保険限度

額適用認定証

（課税世帯）

国民健康保険限度

額適用・標準負担

額減額認定証

（非課税世帯）

標準負担額減

額適用認定証

登録・発行

限度額適用・標

準負担額減額認

定申請書

保管

保険証

確認後、返却

国保担当

組織

国民健康保険限度

額適用認定証

（課税世帯）

国民健康保険限度

額適用・標準負担

額減額認定証

（非課税世帯）

所得課税情報

確認

課税情報

次期システム(税) 次期システム（国保）

限度額適用、限度額適用・標準負担

額減額認定証発行をシステムで管理

することにより、発行履歴などの管理が

容易になる。（課題16）

証提示

限度額適用・標

準負担額減額認

定申請書

随時

2-2. 標準負担額減額適用認定証

2-2-1 2-2-2 2-2-3

(5.0*108) (3.0*108)
(3.0*108)

国民健康保険限度

額適用認定証

（課税世帯）

国民健康保険限度

額適用・標準負担

額減額認定証

（非課税世帯）

証確認

国民健康保険限度

額適用認定証

（課税世帯）

国民健康保険限度

額適用・標準負担

額減額認定証

（非課税世帯）

2-2 入院時の限度額認定、もしくは食事療養費の減額認定を示す証を被保険者に発行する



システム

必要情報

時期

概要

被害届提出

国保（給付） 現行業務フロー （12/19）

住民

国保連

受付

レセプト照会

依頼書作成、

送付

第三者行為に

よる被害届け申

請依頼

3-1. 第三者行為

国保連医療情報システム（国保連端末）

国保連医療情報

依頼書送付

依頼書受付

第三者行為レ

セプト調査依頼

第三者行為レ

セプト調査依頼

第三者行為レ

セプト調査依頼

第三者行為レ

セプト調査依頼

第三者行為に

よる被害届け申

請依頼コピー

保管

依頼書受取

第三者行為に

よる被害届け申

請依頼

D

13/19へ

念書（被保険

者側）コピー

第三者の行為によ

る被害届コピー

事故発生状況

報告書コピー

事故証明コピー

3-1-1 3-1-2 3-1-3

3-1-4

健康課

国保年金係

随時

誓約書（相手側）

コピー

念書（被保険

者側）

第三者の行為

による被害届

事故発生状況

報告書

事故証明

誓約書（相手

側）

念書（被保険

者側）

第三者の行為

による被害届

事故発生状況

報告書

事故証明

誓約書（相手

側）

(0.5*12) (5.0*12)

(15.0*12)

(2.0*12)

3-1 事故などにより医療費が保険会社等から支払われる診療の管理を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （12/19）

住民

国保連

国保担当

組織

随時

3-1. 第三者行為

被害届提出

受付

レセプト照会

依頼書作成、

送付

第三者行為に

よる被害届け申

請依頼

国保連医療情報システム（国保連端末）

国保連医療情報

依頼書送付

依頼書受付

第三者行為レ

セプト調査依頼

第三者行為レ

セプト調査依頼

第三者行為レ

セプト調査依頼

第三者行為レ

セプト調査依頼

第三者行為に

よる被害届け申

請依頼コピー

保管

依頼書受取

第三者行為に

よる被害届け申

請依頼

D

13/19へ

念書（被保険

者側）コピー

第三者の行為によ

る被害届コピー

事故発生状況

報告書コピー

事故証明コピー

3-1-1 3-1-2 3-1-3

3-1-4

誓約書（相手側）

コピー

念書（被保険

者側）

第三者の行為

による被害届

事故発生状況

報告書

事故証明

誓約書（相手

側）

念書（被保険

者側）

第三者の行為

による被害届

事故発生状況

報告書

事故証明

誓約書（相手

側）

(0.5*12) (2.0*12) (5.0*12)

(15.0*12)

3-1 事故などにより医療費が保険会社等から支払われる診療の管理を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （13/19）

国保連

3-1. 第三者行為

健康課

国保年金係

随時

被害届受付

国保連へ

送付

D

12/19から

決定通知書

作成、送付

決定通知書

決定通知書

受付

決定通知書

第三者行為損害

賠償額の決定に

ついて

送金について

給付明細書作成

決定通知書

送金について

給付明細書受付

送金について

給付明細

E

14/19へ

送金について

給付明細

保管

3-1-5 3-1-6 3-1-7 3-1-8

審査

第三者行為損害

賠償額の決定に

ついて

第三者行為損害賠償額

の決定について受付

念書（被保険

者側）

第三者の行為

による被害届

事故発生状況

報告書

事故証明

誓約書（相手

側）

念書（被保険

者側）

第三者の行為

による被害届

事故発生状況

報告書

事故証明

誓約書（相手

側）

第三者行為損害

賠償額の決定に

ついて

(10.0*12) (2.0*12) (5.0*12) (1.0*12)

3-1 事故などにより医療費が保険会社等から支払われる診療の管理を行う



システム

必要情報

時期

概要

被害届受付

国保（給付） 次期業務フロー （13/19）

国保連

国保連へ

送付

D

12/19から

決定通知書

作成、送付

決定通知書

決定通知書

受付

決定通知書

第三者行為損害

賠償額の決定に

ついて

送金について

給付明細書作成

決定通知書

送金について

給付明細書受付

送金について

給付明細

E

14/19へ

送金について

給付明細

保管

3-1-5 3-1-6 3-1-7 3-1-8

国保担当

組織

審査

第三者行為損害

賠償額の決定に

ついて

第三者行為損害賠償額

の決定について受付

随時

3-1. 第三者行為

念書（被保険

者側）

第三者の行為

による被害届

事故発生状況

報告書

事故証明

誓約書（相手

側）

念書（被保険

者側）

第三者の行為

による被害届

事故発生状況

報告書

事故証明

誓約書（相手

側）

第三者行為損害

賠償額の決定に

ついて

(10.0*12)
(2.0*12)

(5.0*12)
(1.0*12)

3-1 事故などにより医療費が保険会社等から支払われる診療の管理を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （14/19）

住民

国保連

会計課

受診終了

送金受入れ

調定票作成

調定票

調定票

E

13/19から

送金について

給付明細

賠償金調定簿

入力

賠償金調定簿

エクセル

完了通知書

作成

完了通知書

受取

損害賠償求償事

務完了通知書

損害賠償求償事

務完了通知書

保管

賠償金調定簿

エクセル

3-1-9 3-1-10 3-1-11

17．賠償金調定簿が

エクセルで管理されて

いる。

18．賠償金調定に対す

る送金処理を行うために

は、主管課から会計担

当組織へ紙を回さなけれ

ばならない。

3-1. 第三者行為

健康課

国保年金係

随時

(5.0*12) (3.0*12) (1.0*12)

3-1 事故などにより医療費が保険会社等から支払われる診療の管理を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （14/19）

住民

国保連

会計担当

組織

受診終了

送金受入

調定票

E

13/19から

送金について

賠償金調定簿

入力

完了通知書

作成

完了通知書

受取

損害賠償求償事

務完了通知書

損害賠償求償事

務完了通知書

保管

3-1-9

3-1-11

国保担当

組織

国保情報

給付明細

調定票

次期システム（国保）

賠償金調定簿をシステムに取込むことに

よりエクセル管理を廃止する。

（課題17）

随時

3-1. 第三者行為

(5.0*12)

(1.0*12)

3-1 事故などにより医療費が保険会社等から支払われる診療の管理を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （15/19）

県

療養給付費の集計

処理（１月まで）

療養給付費負担

金変更申請

の依頼（１月）

１月

健康課

国保年金係

県からメールで送られてくる

算出基礎票

事業月報綴

療養給付費負担

金変更申請依頼を

メール受信

算出基礎票 算出基礎票

療養給付費負担金

変更申請入力、作成

療養給付費負担金情報

報告会出席、療養

給付費負担金申

請書持参

報告会

算出基礎票

２月初め

療養給付費負担

金変更申請書

療養給付費負担

金変更申請書

療養給付費負担

金変更申請書

（FD ）

療養給付費負担

金変更申請書

保管

19．事業月報綴り、算出基礎票

などの情報を元に療養給付費負

担金変更申請の内容を手作業

で入力している。

F

19/19へ

4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-1-4

4-1. 療養給付負担金変更申請

県への国保状況報告システム（スタンドアロンPC）

(960.0*1) (480.0*1) (480.0*1)(1.0*1)

療養給付費負担

金変更申請書

（FD ）

療養給付費負担

金変更申請書

（FD ）

4-1 保険者の事業状況を報告し、国庫補助金支給の申請を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （15/19）

県

１月

税担当組織

２月初め

4-1. 療養給付負担金変更申請

療養給付費の集計

処理（１月まで）

療養給付費負担

金変更申請

の依頼（１月）

県からメールで送られてくる

算出基礎票

事業月報綴り

療養給付費負担

金変更申請依頼を

メール受信

算出基礎票 算出基礎票

療養給付費負担金

変更申請入力、作成

療養給付費負担金情報

報告会出席、療養

給付費負担金申

請書持参

報告会

算出基礎票

療養給付費負担

金変更申請書

療養給付費負担

金変更申請書

療養給付費負担

金変更申請書

（FD ）

療養給付費負担

金変更申請書

保管

F

19/19へ

4-1-1 4-1-2 4-1-3 4-1-4

県への国保状況報告システム（スタンドアロンPC）

(1.0*1) (960.0*1)

療養給付費負担

金変更申請書

（FD ）

(480.0*1) (480.0*1)

療養給付費負担

金変更申請書

（FD ）

4-1 保険者の事業状況を報告し、国庫補助金支給の申請を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （16/19）

県

療養給付費の集計

処理（５月まで）

５月

事業月報綴

算出基礎票

療養給付費負担金実

績報告入力、作成

療養給付費負担金情報

報告会出席、療養

給付費負担金実

績報告書持参

報告会

算出基礎票

６月初め

療養給付費負担

金実績報告書

療養給付費負担

金実績報告書

療養給付費負担

金実績報告書

（FD ）

療養給付費負担

金実績報告書

療養給付費負担

金実績報告書

（FD ）

退職振替

整理簿

保管

20．事業月報綴り、算出基礎票

などの情報を元に療養給付費負

担金実績の内容を手作業で入

力している。

健康課

国保年金係

4-2-1 4-2-2 4-2-3

4-2. 療養給付負担金実績報告

(240.0*1) (480.0*1) (480.0*1)

県への国保状況報告システム（スタンドアロンPC）

療養給付費負担

金実績報告書

（FD ）

4-2 各療養の給付の集計を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （16/19）

県

５月 ６月初め

税担当組織

4-2. 療養給付負担金実績報告

療養給付費の集計

処理（５月まで）

事業月報綴り

算出基礎票

療養給付費負担金実

績報告入力、作成

療養給付費負担金情報

報告会出席、療養

給付費負担金実

績報告書持参

報告会

算出基礎票

療養給付費負担

金実績報告書

療養給付費負担

金実績報告書

療養給付費負担

金実績報告書

（FD ）

療養給付費負担

金実績報告書

療養給付費負担

金実績報告書

（FD ）

退職振替

整理簿

保管

4-2-1 4-2-2 4-2-3

(240.0*1)
(480.0*1)

(480.0*1)

療養給付費負担

金実績報告書

（FD ）

県への国保状況報告システム（スタンドアロンPC）

4-2 各療養の給付の集計を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （17/19）

レセプト情報

精神、結核レセ

プト集計表作成

毎月１０日前後

精神結核レセ

プト集計表

算出基礎票に

入力

精神結核レセ

プト集計表

算出基礎票

健康課

国保年金係 4-3-1 4-3-2

4-3. 精神結核レセプト集計

21．精神結核レセプト

集計表データをエクセル

に入力している。

(480.0*12) (1.0*12)

レセプト管理システム（国保連端末）

4-3 特別調整交付金の対象となる精神・結核レセプトの内容の集計を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （17/19）

レセプト情報

精神、結核レセ

プト集計表作成

毎月１０日前後

精神結核レセ

プト集計表

算出基礎票に

入力

精神結核レセ

プト集計表

算出基礎票

税担当組織

4-3-1 4-3-2

レセプト管理システム（国保連端末）

4-3. 精神結核レセプト集計

(480.0*12)
(1.0*12)

4-3 特別調整交付金の対象となる精神・結核レセプトの内容の集計を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （18/19）

２月から３月

医療費の集計

処理

事業月報

国保情報

資格関係帳票

出力（ﾘｽﾄﾅ

ﾋﾞ）

県 調整交付金申請の

依頼

算出基礎票

G

19/19へ

資格関係帳票

（N～T表）

健康課

国保年金係

4-4-1 4-4-2

4-4. 調整交付金

国保システム

保管

(120.0*1)

(60.0*1)

4-4 本算定（当初賦課）以降の資格異動、国保税賦課状況、給付状況等を報告し、調整交付金の申請を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （18/19）

２月から３月

医療費の集計

処理

事業月報

国保情報

資格関係帳票

出力

保管

県

調整交付金申請の

依頼

G

19/19へ

資格関係帳票

（N～T表）

税担当組織

4-4-1 4-4-2

次期システム（国保）

算出基礎票

4-4. 調整交付金

(120.0*1) (60.0*1)

4-4 本算定（当初賦課）以降の資格異動、国保税賦課状況、給付状況等を報告し、調整交付金の申請を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 現行業務フロー （19/19）

２月から３月

県

報告会

G

18/19から

調整交付金申請

書入力、作成

調整交付金情報

算出基礎票

調整交付金

申請書

調整交付金

申請書

（FD ）

資格関係帳票

（N～T表）

調整交付金申請

書、国保事業状況

報告書持参

３月初め

調整交付金

申請書

調整交付金

申請書

（FD ）

調整交付金

申請書

調整交付金

申請書

（FD ）

健康課

国保年金係

F

15/19から

4-4-3 4-4-4

22．資格関係帳票、算出基礎票な

どの情報を元に調整交付金申請書

の内容を手作業で入力している。

4-4. 調整交付金

県への国保状況報告システム（スタンドアロンPC）

(1,440.0*1)

(480.0*1)

4-4 本算定（当初賦課）以降の資格異動、国保税賦課状況、給付状況等を報告し、調整交付金の申請を行う



システム

必要情報

時期

概要

国保（給付） 次期業務フロー （19/19）

２月から３月

県

報告会

G

18/19から

調整交付金申請

書入力、作成

調整交付金情報

算出基礎票

調整交付金

申請書

調整交付金

申請書

（FD ）

資格関係帳票

（N～T表）

調整交付金申請

書、国保事業状況

報告書持参

３月初め

調整交付金

申請書

調整交付金

申請書

（FD）

調整交付金

申請書

調整交付金

申請書

（FD ）

税担当組織

F

15/19から

4-4-3 4-4-4

県への国保状況報告システム（スタンドアロンPC）

4-4. 調整交付金

(1,440.0*1)

(480.0*1)

4-4 本算定（当初賦課）以降の資格異動、国保税賦課状況、給付状況等を報告し、調整交付金の申請を行う


